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第１章 包括外部監査の概要 

第１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査 

 

第２ 選定した特定の事件（テーマ） 

高齢者福祉に関する事務の執行について 

 

第３ 特定の事件（テーマ）を選定した理由 

わが国の総人口は，平成３１年３月３１日時点で，１２６，２４８千人で

あり，そのうち６５歳以上の高齢者人口は３５，７１６千人となっており，

高齢化率（６５歳以上の人口が総人口に占める割合。）は，既に２５％を超

えている。 

松江市においても，平成３１年３月３１日時点で，総人口は２０１，８８

７人であり，そのうち６５歳以上の高齢者人口は５８，９６１人となってお

り，高齢化率は，２９．２０％に及んでいる。松江市の高齢化率は，年々増

加してきており，１０年前の平成２１年は２４．１７％であり，ここ１０年

で実に５．０３％も上昇している。少子高齢化が進行する中で，高齢化率は，

今後も継続的に上昇するものと予測される。 

また，松江市における介護保険制度においても，要介護・要支援の認定者

数は，平成３１年４月時点で，１１，７１０人であり，今後も増加していく

ことが予測される。 

このような少子高齢化社会の中で，高齢者福祉に関する行政に対する需

要は，ますます増大していくものと考えられ，限られた予算の中で効率的な

行政運営を行っていく必要がある。 

このような状況の中で，国においては，高齢者が可能な限り住み慣れた地

域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう，
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医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保

される地域包括ケアシステムの構築が目指されている。 

松江市においても，団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる２０２

５年を見据え，地域包括ケアシステムの構築を推進するとして，老人福祉法

第２０条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と，介護保険法第１１７条に

基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定する，「松江市高齢者福祉計画 

第７期介護保険事業計画」（以下，「本計画」という。）を策定している。 

そこで，本計画に挙げられた高齢者福祉の取り組みについて，その合規性

のみならず，本計画における高齢者福祉施策の必要性や事業計画の策定過

程とそれに基づく事業運営が適切に実施されているかについて，経済性・効

率性・有効性の観点から，総合的な検証を行うことは有用であると考え，令

和元年度の包括外部監査の特定の事件（テーマ）として選定した。 

 

第４ 監査対象期間 

   平成３０年度。但し，必要がある場合は，同年度以外の年度も対象とする。 

 

第５ 監査の方法 

 １ 監査の視点 

高齢者福祉施策は，福祉の分野であり，その性質上，単純に経済的合理性

のみでその当否を判断することはできない。また，福祉施策について，何を

実施するか否かの判断は，多分に政治的な判断であって，最終的には，民主

的な方法（選挙等）により，その当否を判断すべき問題である。 

とはいえ，高齢者福祉施策の事務の実施に当たっては，それが法律・条例・

規則に合致している必要があり，また，限られた予算の中で多様な需要に対

応しなければならない分野であるため，経済性・効率性・有効性が認められ

る方法で行われる必要がある。 
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そこで，監査の視点として，以下の３つを設定した。 

（１）高齢者福祉施策に関する事務の合規性 

本計画及び本計画に基づく高齢者福祉施策の事務が，法律，条令，規則等

に従って適切に行われているか。 

（２）高齢者福祉施策に関する事務の経済性，効率性及び有効性 

本計画及び本計画に基づく高齢者福祉施策の事務が，経済的，効率的及び

有効に行われているか。 

（３）高齢者福祉施策に関する事務の公平性 

本計画及び本計画に基づく高齢者福祉施策の事務が，公平性の観点から

問題がないか。 

 ２ 主な監査手続 

本計画及び本計画に基づく高齢者福祉施策を実施する所管課に対する口

頭及び文書によるヒアリングを行い，関連資料やデータの提供を受け，監査

を実施した。 

 ３ 監査の対象 

本計画及び本計画に基づく高齢者福祉施策の事務（ただし，本計画の施策

の柱（４）健康づくりの取り組みの強化については高齢者のみを対象とした

施策ではないため，監査の対象から除く。）。 

 

第６ 監査の実施時期 

令和元年６月２０日～令和２年２月１８日 

 

第７ 監査従事者 

包括外部監査人    福田 真也（弁護士） 

同補助者       遠藤 郁哉（弁護士） 

同補助者       大西 智之（弁護士） 
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第８ 利害関係 

選定した特定の事件につき，包括外部監査人及び補助者は，地方自治法第２

５２条の２９に定める利害関係はない。 
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第２章 監査対象の概要 

第１ 松江市における高齢化の状況 

 １ 松江市の人口構造 

（１）人口推移 

松江市の人口推移は，以下のとおりである。 

年 
総人口 

（人） 

高齢者人口 

（65 歳以上） 

（人） 

高齢化率 

（％） 

65 歳以上の 

独居世帯数 

（世帯） 

平成 22 年 192,055 47,225 24.59 9,092 

平成 23 年 191,492 47,042 24.57 9,640 

平成 24 年 205,826 51,316 24.93 10,524 

平成 25 年 206,235 53,115 25.75 11,340 

平成 26 年 205,544 54,540 26.53 11,921 

平成 27 年 204,785 56,009 27.35 12,642 

平成 28 年 204,247 57,285 28.05 13,305 

平成 29 年 203,716 58,097 28.52 13,824 

平成 30 年 202,965 58,510 28.83 13,932 

平成 31 年 201,887 58,961 29.20 14,401 

出典：松江市高齢者人口等統計表年次推移 

松江市の人口は，平成２６年をピークに緩やかに減少に転じている。高齢者

人口は増加傾向にあり，高齢化率も年々上昇している。 

 

（２）被保険者数及び要介護認定者数の推移 

 

 ①被保険者数の推移 
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年度 
市全体 第１号被保険者 割合 

（B÷A） 世帯数 人口（A） 世帯数 人口（B） 

平成 27 年度 87,477 204,247 39,904 55,855 27.3 

平成 28 年度 88,254 203,716 40,410 57,113 28.0 

平成 29 年度 89,056 202,965 40,679 57,882 28.5 

平成 30 年度 89,551 201,887 41,053 58,254 28.8 

※第１号被保険者の世帯数は各年度末、人口は各年度の賦課期日時点の数。 

 

 ②要介護（要支援）認定者数の推移 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

第 1 号 

被保険者数 

55,855 57,113 57,882 58,254 

認定者数 11,433 11,897 11,886 12,055 

割合 20.5% 20.8% 20.5％ 20.7％ 

（認定者数の内訳） 

要支援 1 1,720 1,865 1,721 1,757 

要支援 2 1,314 1,364 1,307 1,467 

要介護 1 2,797 2,902 3,007 3,031 

要介護 2 1,756 1,826 1,865 1,895 

要介護 3 1,355 1,361 1,388 1,378 

要介護 4 1,385 1,485 1,535 1,490 

要介護 5 1,106 1,094 1,063 1,037 
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第２ 松江市における高齢者福祉施策 

 １ 本計画の位置づけ 

松江市では，高齢者への総合的なサービス提供を行っていくため，老人福

祉法第２０条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と，介護保険法第１１７

条に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定するものとして，本計画を

策定している。 

本計画の策定にあたっては，松江市総合計画（２０１７～２０２１）及び

第４次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画を上位計画として，関連する

各分野の計画や県の医療計画等との整合性を図っている。 

本計画は，平成３０（２０１８）年度を初年度とする令和２（２０２０）

年度までの３年間を計画期間とし，第６期計画（２０１５～２０１７）の「地

域包括ケアシステム構築に向けた取り組み」をさらに深化・推進させながら，

団塊の世代が７５歳以上となる令和７（２０２５）年を見据えて，長期的視

点に立って策定されているものである。 

 ２ 本計画の性質 

本計画は，地域社会における社会資源の適正配分を位置づけ，各種サービ

スの有効活用や福祉活動の活性化によるニーズ充足を図るという意味では

公共計画（地域が進むべき方向性とその実現に向けた関係主体の役割を示

した計画）の側面も有するが，基本的には，本計画は，老人福祉法及び介護

保険法により市町村に策定が義務付けられた計画であり，国の施策動向と

も密接な関連を有し，高齢化社会に対応した施策に関する具体的な整備目

標を含んだ行政計画（首長を長とする行政が計画の策定主体となり，目指す

地域社会像とその実現に向けて行政が実施することを明示したものであり，

計画目標の実現に行政が責任を負う計画。）である。 

そのため，本計画では，松江市において，高齢者にかかわる福祉サービス

の実効性ある計画を住民に明示し，包括的なサービス供給を公的責任にお
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いて推進するものである。サービス供給体制の確立にあたって，社会福祉法

人等の公益法人やシルバーサービス等の民間事業者への事業委託といった

手法を活用する場合でも，地域の実情を踏まえ，適切なサービス提供のあり

方を松江市において確保するものである。 

 ３ 本計画の概要 

（１）本計画の基本理念 

本計画の基本理念は，「地域でともに支えあい いきいき暮らせるまちづ

くり」である。 

（２）本計画の基本方針 

本計画の基本方針は，次の４つである。 

①高齢者の住まいと介護サービスの充実強化 

②健康づくりと介護予防の推進・認知症対策 

③医療と介護の連携 

④様々な生活支援サービスの充実強化 

（３）本計画の施策の柱 

本計画では，上記４つの基本方針のもと，次の１２の施策の柱を掲げて基

本施策に取り組むとされている。 

①高齢者の住まいと介護サービスの充実強化 

（１）高齢者が安心して暮らせる居住の場の確保 

（２）介護保険サービスの充実と質の向上 

（３）介護人材の育成・確保の取り組みの強化 

②健康づくりと介護予防の推進・認知症対策 

（４）健康づくりの取り組みの強化 

（５）介護予防・重度化防止の取り組みの推進 

（６）認知症対策の強化 

③医療と介護の連携 



9 

 

（７）在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備 

④様々な生活支援サービスの充実強化 

（８）総合相談・支援体制の充実強化 

（９）地域における支えあう体制づくり 

（１０）高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実 

（１１）権利擁護の充実強化 

（１２）生きがいづくり・社会参加の促進 

（４）本計画の重点項目 

本計画では，１２の施策の柱のうち，６つ（（３）介護人材の育成・確保

の取り組みの強化，（５）介護予防・重度化防止の取り組みの推進，（６）認

知症対策の強化，（７）在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備，

（８）総合相談・支援体制の充実強化，（９）地域における支えあう体制づ

くり）を重点項目に位置づけ，取り組みを進めるとされている。 

 

第３ 介護保険制度の概要 

 １ 介護保険制度の概要 

介護保険制度とは，加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等に

より要介護状態となり，入浴，排せつ，食事等の介護，機能訓練並びに看護

及び療養上の管理その他医療を要する者等について，これらの者が尊厳を

保持し，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため，国民の

共同連帯の理念に基づき創設された社会保険制度である（介護保険法第１

条）。介護保険制度は，平成１２年４月から開始された。 

平成２７年４月，介護予防・日常生活支援総合事業が創設され，介護保険

の予防給付のうち，介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常

生活支援総合事業に移行され，市町村の事業として行われている。 
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介護予防・日常生活支援総合事業については，後記３で述べる。 

 ２ 介護保険制度の仕組み 

（１）保険者 

保険者は，市町村及び特別区である（介護保険法第３条第１項）。保険者

は，介護保険料を徴収し，要介護等の認定事務を行い，介護サービスの確保・

整備を行う。 

（２）被保険者 

被保険者は，市町村の住所を有する６５歳以上の者（第１号被保険者）と

４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）である（介護保

険法第９条第１項，第２項）。 

第１号被保険者は，寝たきりや認知症等により入浴，排せつ，食事等の日

常の生活動作につき常時介護を要する状態（要介護状態）と認定された場合，

又は，掃除，洗濯，買物など身の回りのことができないなど日常生活に支援

を要する状態（要支援状態）と認定された場合に，介護保険サービスを利用

することができる。 

第２号被保険者は，初老期認知症，脳血管疾患等の老化が原因とされる１

６種の疾病により要介護又は要支援状態と認定された場合に，介護保険サ

ービスを利用することができる。 

（３）介護サービス事業者 

介護サービス事業者は，都道府県又は市町村の指定・監督を受けて介護サ

ービスを提供する事業者であり，指定居宅サービス事業者（介護保険法第７

０条），指定地域密着型サービス事業者（同第７８条の２），指定居宅介護支

援事業者（同第７９条），介護保険施設（同第８６条，第９４条，第１０７

条），指定介護予防サービス事業者（同第１１５条の２），指定地域密着型介

護予防サービス事業者（同第１１５条の１２），指定介護予防支援事業者（同

第１１５条の２２）の７類型が定義され（同１１５条の３２第１項），さら
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に各類型の中で細分化されている。 

（４）介護保険で利用できるサービス 

   介護保険で利用できるサービスは，大別すると，在宅で生活しながら，自

宅への訪問を受けたり，施設に通所するなどして受ける「居宅サービス」，

施設に入所・入院して受ける「施設サービス」，居住する地域の身近なサー

ビス事業所を利用して受ける「地域密着型サービス」に分けられる。 

   居宅サービスは，訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテー

ション，通所介護（デイサービス），通所リハビリテーション（デイケア），

短期入所生活介護（ショートステイ），短期入所療養介護（医療型ショート），

福祉用具貸与，居宅療養管理指導，特定施設入居者生活介護などがある。 

   施設サービスは，介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護老人保

健施設，介護医療院などがある。 

   地域密着型サービスは，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介護，小

規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同生活介護（グループホーム），地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，夜間対応型訪問介護，看護小規

模多機能型居宅介護などがある。 

（５）介護サービスの利用の流れ（要介護認定申請） 

 ア 申請 

介護サービスを利用するにあたっては，市町村の窓口に要介護認定の申

請を行う。申請は居宅介護支援事業者，介護保険施設，地域包括支援センタ

ーに代行してもらうこともできる。 

 イ 訪問調査 

市町村は，申請受付後，調査員により自宅や施設を訪問し，本人と面談し，

厚生労働省の定めた全国共通の調査票に基づき，動作確認・聞き取り調査等

を行う。 

また，松江市では，申請者から主治医に対し，主治医意見書の作成を依頼
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してもらう（主治医が市外の場合は，松江市から主治医に対し，主治医意見

書の作成を依頼する。）。 

 ウ 一次判定 

訪問調査の結果から，全国共通の基準により，コンピュータで一次判定が

なされる。 

 エ 介護認定審査会・二次判定 

この一次判定の結果と主治医意見書，訪問調査の特記事項をもとに，保

健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会において，どの程度の

介護が必要な状態であるかを総合的に審査・判定し，要介護度が決定される

（二次判定）。 

認定結果は，介護が必要な度合いに応じて，「要支援１～２」「要介護１～

５」までの７段階及び「非該当」に分けられる。 

 オ 認定結果の通知 

市町村から申請者へ要介護度を記載した認定結果が通知される。申請か

ら認定結果の通知までは原則３０日以内に行われる。 

要介護度に応じて，利用できるサービスや利用限度額が決められている。 

 カ ケアプランの作成 

その後，本人や家族の状況，希望等を踏まえ，介護（介護予防）サービス

計画書（ケアプラン）を作成する。ケアプランは，「要介護１～５」と認定

された場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員（ケアマネジャー）に，

要支援１～２」と認定された場合は地域包括支援センターに，依頼して作成

してもらうことができる。作成費用の自己負担はない。 

そして，作成されたケアプランに基づいて，介護サービス事業者から介護

サービスの提供を受けることとなる。 

（６）利用者自己負担 

   介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は，介護サービスにかか
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った費用の１割（ただし，一定以上の所得がある場合は２割又は３割）であ

る。 

（７）利用者自己負担の軽減措置 

 ア 負担限度額認定 

介護保険制度では，施設サービスや短期入所サービスを利用する際，食

費・居住費は自己負担となるが，所得や資産等が一定以下の場合には，負担

限度額認定申請により負担する金額が軽減され，利用者自己負担は負担限

度額までとなり，負担限度額を超えた食費・居住費は介護保険から支給され

る。グループホームや有料老人ホーム等は対象外である。 

 イ 高額介護サービス費 

   月々の介護サービス利用者自己負担額が，世帯または個人の所得区分に

応じた上限額を超えたときは，その超えた部分が高額介護サービス費とし

て払い戻される。在宅サービス，施設サービスともに対象となるが，食費，

居住費，日常生活費，特定福祉用具購入費，住宅改修費などは対象外である。 

 ３ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

介護予防・日常生活支援総合事業は，市町村が６５歳以上の高齢者を対象

として，それぞれの市町村の基準でサービスを実施する介護予防事業であ

る。介護予防・日常生活支援総合事業は，市町村が中心となり，地域の実情

に応じて，これまでの介護事業者によるサービス提供に加え，地域住民やボ

ランティア等による多様なサービスを提供し，また介護予防の自主的な取

り組みを支援するものである。 

要支援認定を受けた者と基本チェックリストで生活機能の低下がみられ

た者を対象とした介護予防・生活支援サービス事業と６５歳以上の全ての

者を対象とした一般介護予防事業がある。 

（２）松江市の介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容 
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 ア 介護予防・生活支援サービス事業 

   松江市独自の「訪問型サービス」と「通所型サービス」がある。 

   「訪問型サービス」は，①専門のホームヘルパーによる入浴や食事などの

身体介護や生活支援を行う「訪問サービス（現行の基準相当）」，②身体介護

を含まない，掃除・洗濯・食事の準備・調理等の生活援助を行う「訪問型サ

ービスＡ（緩和した基準）」，③地域住民やボランティアなどによる生活援助

（ゴミ出し・掃除など）を行う「訪問型サービスＢ（住民主体・ボランティ

ア）」，④保健の専門職が必要な相談指導等を実施する「訪問型サービスＣ

（短期集中型）」がある。 

   「通所型サービス」としては，①通所介護施設に通い，食事・入浴・排泄

などの支援を受ける（１日程度。日帰り）という「通所サービス（現行の基

準相当）」，②通所介護施設に通い，食事・入浴・排泄などの支援を受ける（半

日程度。日帰り）という「通所サービスＡ（緩和した基準）」，③地域住民や

ボランティアが開催する，健康増進や介護予防を主目的とした会へ参加す

る「通所サービスＢ（住民主体・ボランティア）」，④約３か月間，運動機能

向上のための教室に通う「通所型サービスＣ（短期集中型）」がある。 

（３）松江市の介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ 

 ア 相談 

   地域包括支援センターまたは松江市役所の窓口に相談をする。 

 イ 基本チェックリスト 

   介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストに回答をする。基

本チェックリストは全２５項目について「はい」「いいえ」で回答をする質

問票である。 

   基本チェックリストにおいて，生活機能の低下がみられた場合には，「介

護予防・生活支援サービス事業」が利用できる。 

 ウ 介護予防ケアマネジメント（ケアプランの作成） 
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   松江市の窓口へ介護予防ケアマネジメント依頼書を提出することで介護

予防ケアマネジメントが実施され，ケアプランが作成される。 

   なお，要支援認定を受けた者で予防給付を利用せず，介護予防・日常生活

支援総合事業のみを利用する者も同様に介護予防ケアマネジメントが実施

され，ケアプランが作成される。 

   ケアプランに基づき，サービス利用が可能となる。 

 エ 一般介護予防事業 

   一般介護予防事業は，全ての６５歳以上の高齢者が利用可能である。基本

チェックリストへの回答をしなくても利用は可能である。 

 

第４ 随意契約 

１ 地方公共団体の締結する契約に係る規律 

   地方自治法第２３４条第１項は，「売買，賃借，請負その他の契約は，一

般競争入札，指名競争入札，随意契約又はせり売りの方法により締結するも

のとする」と規定し，同条第２項は「前項の指名競争入札，随意契約又はせ

り売りは，政令で定める場合に該当するときに限り，これによることができ

る」と規定している。このように，地方公共団体の締結する契約は一般競争

入札の方法により締結するのが原則であり，随意契約等は例外的方法と位

置づけられている。 

   また，地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号は，地方自治法第２３

４条第２項の規定により随意契約によることのできる場合を，以下のとお

り規定している。 

 ① 売買，賃借，請負その他の契約でその予定価格が以下の額を超えないとき

（１号）。 

  (1) 工事又は製造の請負 １３０万円 

  (2) 財産の買入れ ８０万円 
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  (3) 物件の借入れ ４０万円 

  (4) 財産の売払い ３０万円 

  (5) 物件の貸付け ３０万円 

  (6) 上記以外のもの ５０万円 

 ② 不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要とする物品の製造，

修理，加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で

その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき（２号）。 

 ③ 障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる契約や，障害者

施設等，シルバー人材センター連合，シルバー人材センター，母子・父子福

祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき（３号）。 

 ④ 新規事業分野の開拓事業者により生産された新商品の買入れ若しくは借

入れ又は新役務の提供を受ける契約をするとき（４号）。 

 ⑤ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき（５号）。 

 ⑥ 競争入札に付することが不利と認められるとき（６号）。 

 ⑦ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みの

あるとき（７号）。 

 ⑧ 競争入札に付し入札者がないとき，又は再度の入札に付し落札者がない

とき（８号）。 

 ⑨ 落札者が契約を締結しないとき（９号）。 

２ 松江市随意契約ガイドライン 

   松江市は，上記の規律を踏まえ，「松江市随意契約ガイドライン（随意契

約を適切に執行するための指針）」を定めている。 

本ガイドラインは，地方公共団体の契約は競争入札が原則であることを

確認するとともに，「例外事項である随意契約を行う場合には，個々の契約

ごとに技術の特殊性，経済的合理性，緊急性等の解釈を客観的かつ総合的に

判断することで，公正性や経済性を確保し，市民に対する説明責任を果たす
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とともに，安易な随意契約を行うことのないよう，施行令に適応する指針と

するため」に作成されたものである。そして，「市民に対して説明ができる

か」という点を基本的な視座として，過去の前例で判断していないか（合理

的理由があるかどうか。業務等に精通している，納入実績あり，使い勝手が

よいという理由で判断していないか。），法令の状況はどうか（法令上，限定

されているか。長期継続契約による競争入札への変更は可能か。），工夫すれ

ば競争入札に変更できないか（仕様（内容）の変更や工夫（業務の分離・分

割等）はできないか。），排他的権利（特殊技術・設備等，特許権，著作権等）

があるか（既に権利が消滅していないか。新しい同種の業務で一般化されて

いないか。），契約の相手方として，その相手方しかいないか，という点を，

確認項目として冒頭に掲げている。 

   なお，随意契約には，複数の者から見積書を徴する「競争見積方式による

随意契約」と，１者から見積書を徴する「特命随意契約（１者随契）」があ

る。 

３ 随意契約に係わる事務処理の流れ 

   随意契約に係わる事務処理は，以下の図に示されたとおりであるが，設計

額の多寡によって手続の一部が省略される場合がある。なお，事務決済金額

は売買，賃貸，請負その他の契約でそれぞれ異なるが，一般的な業務委託に

関する契約手続きは下記のとおりとなる。 

(1) 設計額１００万円以上の場合 

下表①～⑦のすべての手続を経る必要がある。 

なお，①段階については，Ⓐ新規事業，契約予定額が前年度比１０％以上

の増額となるもの，その他担当課が審査を希望するものについては随意契

約審査会で審議し，Ⓑ上記以外のものは随意契約審査会委員長・同副委員

長・入札係の合議による書面審査を行い，それぞれ承認を得るものとされて

いる。  
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 (2) 設計額５０万円以上１００万円未満の場合 

   上表②（随意契約施行伺の起案）以降の手続を経る必要がある。 

(3) 設計額５万円以上５０万円未満の場合 

  上表⑥（支出負担行為伺の起案）以降の手続を経る必要がある。 

  

（出典）平成３０年２月１３日付け「随意契約に係わる事務処理の流れの変更について（通知）」

（契第１３２号） 
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第３章 高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保 

 

  松江市は，公営住宅の適切な管理や,公共施設のバリアフリー化を推進する

など，高齢者の暮らしに配慮した住環境の整備を進めることとしている。 

  また,近年，増加しているサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等

については，適正な助言・指導を行うこととしている。 

  計画では，このような観点から，基本方針１「高齢者の住まいと介護サービ

スの充実強化」の中の「高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保」において，

①高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保のための３つの取り組み，②

安心して暮らせる住・生活環境の整備のための２つの取り組みを行うことと

している。 

 

Ⅰ 高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保 

 

【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保」の「高齢者のニー

ズに応じた多様な住まいの確保」の取り組みについての平成３０年度の実施

状況として，「サービス付き高齢者向け住宅の施設運営事業者及び入居者に対

する実態調査（アンケート）を実施した。」としている。 

  進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「調査結果による利用者の実態

を踏まえ，平成３１年度にサービス付き高齢者向け住宅の運営状況や介護サ

ービスの提供状況及び入居者の状況等を把握し，事業者及び入居者への働き

かけを行う。」としている。 
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【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保」の「高齢者のニー

ズに応じた多様な住まいの確保」の取り組みについての平成３０年度の課題

と対策として，「サービス付き高齢者住宅については，サービス提供実態が施

設ごとに異なり，市民にとって分かりにくい状況となっている。事業者と協力

しながら利用者への周知徹底を図っていく。」としている。 

 

第１ 公営住宅の供給 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保のため，「公営住

宅の供給」をすることとされ，具体的には， 

 

高齢者に低廉で良質な住宅を供給するため，引き続き公営住宅の適切な

整備と管理を行います。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   建築指導課 

 【実施事業】 

   高齢者に公営住宅を供給するための事業としては，本章Ⅱ第１記載の市

営住宅高齢者向け住戸改善事業がある。 

 【実施内容】 

   本章Ⅱ第１において述べる。 

 ３ 実施状況 
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  高齢者への公営住宅の供給という観点からは，本章Ⅱ第１記載のバリア

フリー化（市営住宅高齢者向け住戸改善事業）のほか，入居に際しての高齢

者に対する優遇措置として，入居者資格の優遇措置，抽選回数の優遇措置が

実施されている。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第２ 安心ハウスの提供 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保のため，「安心ハ

ウスの提供」をすることとされ，具体的には， 

 

高齢者に対する賃貸住宅の供給促進と良好な居住水準を確保するため，

松江市が認める高齢者向け優良賃貸住宅（松江市安心ハウス）に対し，家賃

の補助を行います。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の内容 

 【担当課】 

   建築指導課 

 【実施事業】 

   松江市安心ハウスの家賃の減額に要する費用の補助金交付事業 

 【実施内容】 

   松江市安心ハウスは，高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を

改正する法律（平成２３年法律第３２号）による改正前の高齢者の居住の安

定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以下「旧法」という）第３
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１条の規定に基づき島根県知事の認定を受けた優良賃貸住宅であって，松

江市安心ハウスとして市長の認定を受けた賃貸住宅部分をいう。松江市安

心ハウスは，島根県が認定した高齢者向け優良賃貸住宅（バリアフリー化と

緊急時対応サービスを備えている。）に，社会福祉施設又は医療施設を合築

又は併設した住宅である。 

   本事業は，市認定事業者が入居者の居住の安定を図るため，松江市安心ハ

ウスの家賃の減額を行う場合において，その減額に要する費用の一部を助

成することにより，高齢者の良好な居住環境の整備促進を図ることを目的

とする。 

   本事業の補助金の交付対象事業は，旧法第４３条の規定により，市認定事

業者が入居者の居住の安定を図るために高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を，

補助開始より１０年を上限（ただし，市長が特に認めるものについてはこの

限りではない。）に減額する事業である。補助金交付期間は，補助開始より

１０年が上限であるが，「市長が特に認めるもの」については，補助金交付

期間の延長が可能であり，最大で２０年である。 

   松江市安心ハウスの家賃の減額に要する費用の補助金は，松江市から市

認定事業者に交付される。 

   本事業は，平成１７年４月１日から開始された。松江市安心ハウスの家賃

の減額に要する費用の補助金交付要綱，松江市安心ハウスの家賃の減額に

要する費用の補助金交付事務に関する取扱い要領が整備されている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   松江市安心ハウスの家賃の減額に要する費用の補助金交付事業の平成３

０年度の予算は３６，０００千円，同年度の決算は３５，３４４千円であっ

た。なお，本事業には，国からの家賃対策調整補助金７，０３３千円，社会

資本整備総合交付金９，５７５千円が充てられている。 
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 【実施状況】 

   現在，市認定事業者は５事業者である。松江市安心ハウスは，島根県が認

定した高齢者向け優良賃貸住宅であることを要件としているが，高齢者向

け優良賃貸住宅は，平成２３年の法改正により，サービス付き高齢者向け住

宅に制度改正されており，制度改正以降に新規に松江市安心ハウスとして

認定できる住宅はない。今後，市認定事業者が増えることはない。 

５事業者の状況は次の表のとおりである。補助金交付期間の上限である

１０年を経過した事業者もいるが，松江市は，「市長が特に認めるもの」と

して，補助金交付期間を毎年１年間ずつ延長している。また，Ｎｏ．３の事

業者は，サービス付き高齢者向け住宅の認定も受けている。 

 

No. 戸数 合築・併設施設 補助開始年月日 

１ １２戸 通所介護（デイサービス）施設 平成１７年４月１日 

２ ９戸 医療施設 平成１７年１０月１日 

３ ３０戸 通所介護（デイサービス）施設 平成１８年６月１日 

４ ３０戸 通所介護（デイサービス）施設 平成２２年４月１日 

５ ４０戸 通所介護（デイサービス）施設 平成２４年４月１日 

   過去３年間の入居者の推移は次の表のとおりである。 

   各年度当初の入居戸数（カッコ内は年度途中の入退去戸数） 

No. 戸数 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

１ １２ １１（入２・退３） １０（入２・退２） １０（入３・退１） 

２ ９ ７（入１・退１） ７（入１・退２） ６（入３・退０） 

３ ３０ ３０（入４・退７） ２７（入８・退６） ２９（入９・退８） 

４ ３０ ２９（入９・退１０） ２８（入８・退８） ２８（入６・退７） 

５ ４０ ３８（入１２・退１１） ３９（入９・退８） ４０（入７・退７） 



24 

 

 

   松江市としては，近年，同様の住宅として，サービス付き高齢者向け住宅

の整備がすすんでおり，松江市安心ハウスは，家賃減額補助金が交付される

のに対し，サービス付き高齢者向け住宅にはそのような制度はなく，バラン

スが悪いとの認識はある。 

 ４ 監査の結果 

   【本事業の存続の可否の早期検討（意見）】 

 ア 現状 

   本事業は，今後，市認定事業者が増えることはない。現在の５事業者のう

ち，３事業者は，原則的な補助金交付期間である１０年を経過している。近

年，同様の住宅として，サービス付き高齢者向け住宅の整備がすすんでいる。 

 イ 規範・基準 

   地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に

努めるとともに，最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。 

   事業の実施においては，松江市が事業を実施する必要性・公共性，事業の

有効性，効率性が求められる。 

 ウ 意見 

（ア）近年，松江市安心ハウスと同様の住宅として，サービス付き高齢者向け住

宅の整備が進んでおり，代替施設が存在する。 

よって，松江市が本事業を実施する必要性・公共性は薄れている。 

（イ）本事業は，入居する者にとっては有益なものであるが，本事業に要する費

用は年間３５００万円以上であるところ，定員は１２１名である。国からの

補助金・交付金でその一部が賄われているとしても，費用に対して，その効

果（サービス）を受けることができる市民が多いとはいえない。 

よって，費用に対して十分な効果が得られているとまではいえず，事業の
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効率性は高くない。 

（ウ）また，松江市安心ハウスと同様の住宅であるサービス付き高齢者向け住宅

に入居している者との公平性を欠く側面もある。 

（エ）仮に，本事業を廃止した場合には，入居者の受け入れ先の確保には十分配

慮する必要はある。１２１戸の居住者全員につき同時に受け入れ先を確保

するというのは困難を伴う可能性があるが，直近３年間の退去状況をみる

と，平成２８年度は３２名，平成２９年度は２６名，平成３０年度は２３名

が退去している。仮に３年前から新規入居を停止していたとすれば，３年間

で８１名が退去し，入居者は４０名程度になっていたはずである。本事業を

廃止する場合は，計画的に行うことで，入居者に与える影響を抑えることは

可能である。 

（オ）以上のことから，本事業は存続の可否について早期に検討することが望ま

しい。 

 

第３ サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の質の確保 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保のため，「サービ

ス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の質の確保」をすることとされ，

具体的には， 

 

入居者が安心して生活できるよう，施設運営事業者等に必要な助言・指

導・監督を実施します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 
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   建築指導課，福祉総務課 

【実施事業】 

   社会福祉法人・施設等監査指導認可事業 

 【実施内容】 

   サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の質の確保のため，施設

運営事業者等に必要な指導等を実施するものである。 

 ３ 実施状況 

【予算・決算】 

社会福祉法人・施設等監査指導認可事業の平成３０年度の予算は１，０１

９千円，同年度の決算は５６１千円であった。この事業は，老人ホームの他，

介護保険事業所，保育や障がい者関係の事業所等の監査指導認可について

の費用も含まれている。 

【実施状況】 

   ハード面（施設整備面）は建築指導課，ソフト面（サービス面）は福祉総

務課が担当している。 

   サービス付き高齢者向け住宅の登録・更新（５年毎）・変更については，

建築指導課が担当している。 

 ４ 監査の結果 

   松江市に存在するサービス付き高齢者向け住宅は，全て老人福祉法に基

づく老人福祉施設であることから，福祉総務課担当部分については，第４章

Ⅳ第４で述べる。 

  建築指導課担当部分については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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Ⅱ 安心して暮らせる住・生活環境の整備 

 

【平成３０年の実施状況】 

松江市は，「高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保」の「安心して暮ら

せる住・生活環境の整備」の取り組みについての平成３０年度の実施状況とし

て， 

市営住宅３戸のバリアフリー化を実施。 

改修率：２５．２％ ８９／３５２戸 

市営住宅戸数：２，２３８戸 

  うち高齢者向け改善工事が可能な住宅：３５２戸 

  平成３０年度末時点の累計改善済み戸数：８９戸 

としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「年５戸のバリアフリー化を行

う。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保」の「安心して暮ら

せる住・生活環境の整備」の取り組みについての平成３０年度の課題と対策と

して，「年次的に改善工事を実施し，公営住宅の改善を図る。」としている。 

 

第１ 公営住宅のバリアフリー化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，安心して暮らせる住・生活環境の整備のため，「公営住宅のバ

リアフリー化」をすることとされ，具体的には， 
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高齢者や障がい者など誰にとっても住みやすい公営住宅を目指して，手

すりの設置や車いす通行が可能となる幅員の確保などバリアフリー化に引

き続き取り組みます。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   建築指導課 

【実施事業】 

   市営住宅高齢者向け住戸改善事業 

【実施内容】 

市営住宅を高齢者向けにバリアフリー化（手すり設置，ドアレバーハンド

ル化，トイレ・浴室の非常警報機の設置等も含む）する事業である。 

松江市住生活基本計画及び松江市公営住宅等長寿命化計画において，市

営住宅における高齢者向け住戸改善は毎年５戸を目標としている。 

バリアフリー化する住戸の選定は，バリアフリー化することが可能な住

戸（建物１階部分の住戸）のうち，空室となっている住戸から行われている。 

３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   市営住宅高齢者向け住戸改善事業の平成３０年度の予算は７，５１２千

円であり，同年度の決算は６，７９５千円であった。なお，本事業には，国

からの社会資本整備総合交付金３，０５７千円が充てられている。 

 【実施状況】 

   平成２９年度は４戸，平成３０年度は３戸のバリアフリー化が実施され

た。毎年５戸のバリアフリー化が達成できていないのは，バリアフリー化す
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ることが可能な住戸（建物１階部分の住戸）の空室状況や社会資本整備総合

交付金の配分状況によるものである。 

４ 監査の結果 

   【バリアフリー化する住戸の選定（意見）】 

 ア 現状 

   平成２９年度及び平成３０年度にバリアフリー化された計７戸の住戸の

供用開始年度は，昭和４７年度が１戸，昭和４８年度が１戸，昭和４９年度

が１戸，昭和５０年が１戸，昭和５５年度が１戸，昭和５９年度が１戸，昭

和６１年度が１戸であった。それぞれの公営住宅の耐用年数は７０年であ

る。 

 イ 規範・基準 

   地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に

努めるとともに，最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。 

 ウ 意見 

   平成２９年度及び平成３０年度にバリアフリー化された住計７戸の住戸

の供用開始年度につき，最も古い住戸は昭和４７年度，最も新しい住戸は昭

和６１年度であり，その差は１４年であり，最も古い住戸は最も新しい住戸

と比較して，バリアフリー化をした後に耐用年数まで使用できる期間が１

４年短いということになる。 

   バリアフリー化する住戸の選定にあたっては，バリアフリー化すること

が可能な住戸（建物１階部分の住戸）の空室状況に左右される側面があるが，

なるべくバリアフリー化をした後に耐用年数まで使用できる期間が長い住

戸を優先することが望ましい。 
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第２ 住環境のバリアフリー化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，安心して暮らせる住・生活環境の整備のため，「住環境のバリ

アフリー化」をすることとされ，具体的には， 

 

「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」等に基づき，計画的な公共施設

の整備や民間施設への指導・誘導などを通じて，だれもが使いやすいスペー

スの確保や手すりなどの設備を充実し，公共的施設や住宅などの生活環境

の整備を進めます。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   建築指導課 

【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

【実施内容】 

   松江市ひとにやさしいまちづくり条例等に基づく，公共施設等の整備で

ある。 

 ３ 実施状況 

   松江市ひとにやさしいまちづくり条例においては，一定規模以上のスー

パーマーケットや宿泊施設等の特別特定施設の新築等にあたって，松江市

への届出等が必要であるとされている。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

  



31 

 

第４章 介護保険サービスの充実と質の向上 

 

  松江市では，介護が必要になっても，住み慣れた地域で安心して暮らすため

には，高齢者一人一人の尊厳が保持され，健康状態や暮らしの状況に応じたき

め細かなサービスが提供できるサービス提供体制の整備，サービスの充実と

質の向上が不可欠であるとし，施設整備や運営推進会議への参加や介護相談

員の派遣等の第三者評価や事業所への指導監督を実施し，必要な助言・指導を

行い，サービスの質の向上に努めるとしている。また，「サービス内容の適正

化」と「介護費用の適正化」という観点から，介護保険サービスに係る様々な

主体が連携して，介護給付の適正化に取り組むこととしている。 

  計画では，このような観点から，基本方針１「高齢者の住まいと介護サービ

スの充実強化」の中の「介護保険サービスの充実と質の向上」において，①地

域の特性に応じた柔軟な介護保険サービスの提供のための３つの取り組み，

②介護保険施設等の整備のための４つの取り組み，③第三者評価の充実のた

めの２つの取り組み，④事業所の指定・指導のための４つの取り組み，④介護

保険サービス事業所等関係機関の連携のための２つの取り組みを行うことと

している。 

 

Ⅰ 地域の特性に応じた柔軟な介護サービスの提供 

 

【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「地域の特性に応じた

柔軟な介護サービスの提供」の取り組みについての平成３０年度の実施状況

として，「地域密着型サービス事業所の運営推進会議に４００回程度出席し，

助言指導を行った。（年間５７０回予定）」「９名の方に対し市町村特別給付を

実施した。」としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 
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【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「引き続き運営推進会議に出席

し，サービスの質の向上を目指す。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「地域の特性に応じた

柔軟な介護サービスの提供」の取り組みについての課題と対策として，「共生

型サービスの指定申請を希望される事業所がないため，制度の周知を図る。」

としている。 

 

第１ 現在提供している介護保険サービスの充実 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，地域の特性に応じた柔軟な介護サービスの提供のため，「現在

提供している介護保険サービスの充実」をすることとされ，具体的には， 

 

要介護認定者数の増加に対応できるよう，従来の介護保険サービスの提

供基盤を充実するとともにサービスの質の向上を図ります。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   「介護保険サービスの充実と質の向上」という本章全体のスローガンにあ

たる。具体的に予算措置が講じられ実施されている事業は，本章の各事業と
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いうこととなる。介護保険サービスの提供基盤の充実は，「Ⅱ 介護保険施

設等の整備」，介護保険サービスの質の向上は，「Ⅲ 第三者評価の充実」「第

Ⅳ 事業所の指定・指導」「Ⅴ 介護保険サービス事業所等関係機関の連携」

の各事業により実施される。 

 ３ 実施状況 

   本章の各事業の実施状況のところで記載する。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第２ 市町村特別給付（在宅復帰支援） 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，地域の特性に応じた柔軟な介護サービスの提供のため，「市町

村特別給付（在宅復帰支援）」をすることとされ，具体的には， 

 

介護保険施設等に入所していた人が退所し，在宅において介護を受けな

がら生活を送る際に，支給限度額を超える介護サービスを利用しなければ

在宅での介護が難しい場合に，利用者の負担を緩和するため，支給限度額

に上乗せします。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課 

 【実施事業】 

   市町村特別給付 

 【実施内容】 
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   要介護１～要介護５の認定があり，介護保険施設等（介護老人福祉施設・

介護老人保健施設・介護医療院・医療一般病床・医療療養病床）に１か月以

上入所していた者が在宅生活を希望するものの，支給限度額を超える介護

サービスを利用しなければ在宅復帰が困難な場合に，支給限度額に特別給

付を上乗せして支給する松江市独自の制度である。介護保険法第６２条，松

江市介護保険条例第４条，第５条に基づく制度であり，松江市市町村特別給

付に関する規則が定められている。 

   特別給付の支給額は，区分支給限度額の２割が上限であり，支給対象期間

は，介護保険施設等を退所又は退院した月を含め６か月間である。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   市町村特別給付の平成３０年度の予算は２，０００千円，同年度の決算は

１５５千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度に市町村特別給付を利用した人数は，９名に留まる。決算は

予算の１０分の１以下であり，利用者が著しく少ないのが現状である。 

 ４ 監査の結果 

   【原因分析の必要性（意見）】 

 ア 現状 

市町村特別給付の利用者が少ない原因について，松江市は，この制度は，

対象者のケアマネジャーから支給申請がされているところ，ケアマネジャ

ーへの周知はしているため，周知不足が原因ではなく，在宅復帰をしたいと

いう人自体が少ないことが原因ではないかと考えているとのことであった。 

 イ 規範・基準 

   松江市は，高齢者の要介護度が高くなっても，在宅での生活ができる体制

の整備を目指している。基本方針３「医療と介護の連携」において，「在宅



35 

 

医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」をすることとされていること

からも，高齢者が住み慣れた自宅で生活を続けることができるよう支援す

ることを計画している。 

   そのために，介護保険施設等から在宅への復帰を支援する市町村特別給

付は重要な制度であり，利用者の増加を図る必要がある。 

 ウ 意見 

   市町村特別給付の利用者が少ない原因について，在宅復帰をしたい人自

体が少ないのか，それとも，在宅復帰をしたいが市町村特別給付を含む在宅

医療・介護を支える制度が不十分なため在宅復帰を諦めているのか不明で

ある。 

   したがって，この点について，より詳しい調査をすることが望ましい。在

宅復帰をしたいが市町村特別給付を含む在宅医療・介護を支える制度が不

十分なため在宅復帰を諦めているのであれば，詳しく調査をすることは，市

町村特別給付の利用者増加に向けた分析にとどまらず，在宅医療・介護を支

えるサービス全体の分析にも繋がるからである。 

 

第３ 地域共生型サービスの充実 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，地域の特性に応じた柔軟な介護サービスの提供のため，「地域

共生型サービスの充実」をすることとされ，具体的には， 

 

高齢者と障がい児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため，新

たに制度化された共生型サービス事業所の普及・推進を行います。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 
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 【担当課】 

   介護保険課 

 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   障がいを持つ人が利用するのは「障がい福祉サービス」であり，６５歳以

上の高齢者が利用するのは「介護保険サービス」であるため，障がい福祉サ

ービスの利用者は６５歳になると，それまで利用していた障がい福祉サー

ビス事業所から介護保険サービス事業所へ変更しなくてはならなかったと

ころ，平成３０年４月１日から，障がいを持つ人が６５歳以上になっても，

引き続き同じ事業所でサービスを受けることができるように，介護保険又

は障がい福祉のいずれかのサービスの指定を受けている事業所が，もう一

方の事業所の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が設定された。その

普及・推進を行う。 

 ３ 実施状況 

   既存の事業所への制度周知を行っている。松江市内に共生型サービス事

業所はまだ存在しない。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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Ⅱ 介護保険施設等の整備 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「介護保険施設等の整

備」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「中央圏域に介護

老人保健施設を整備するため，公募を行い事業者を選定した。」「小規模特別養

護老人ホームとグループホームについて，公募を行った。」「養護：措置対象者

を決定する入所判定委員会を３回開催。」としている。進捗状況の評価として

は，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「整備予定サービスについて事

業者が決まらない場合，再度公募を行う。」，生活支援ハウスについては，サー

ビス付き高齢者住宅等の整備が進み，事業継続の意義が薄らいでおり，事業見

直しを検討している，「養護：Ｈ３０と同じ。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「介護保険施設等の整

備」の取り組みについての課題と対策として，「介護職員の不足が言われる中，

人材確保対策も必要となっている。」「生活支援ハウスについては，入居継続が

困難になるケースに備えた事業運用の見直しを委託事業者から求められてい

る。」としている。 

 

第１ 特別養護老人ホームの整備 

 １ 実施事業の位置づけ 

  計画では，介護保険施設等の整備として，「特別養護老人ホームの整備」を
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することとされ，具体的には， 

 

第６期計画中に整備できなかった小規模特別養護老人ホーム（地域密着型

特養）の整備を支援します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課 

 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

八束町に小規模特別養護老人ホーム（地域密着型特養）（２９床）を整備

するものである。松東圏域（対象地区：朝酌，川津，持田，本庄，島根，美

保関，八束）においては高齢化率が高いため，第６期介護保険事業計画（平

成２７年度～平成２９年度）において，松東圏域に小規模特別養護老人ホー

ム（地域密着型特養）の整備をすることとした。松東圏域の中で八束町とし

たのは，川津，持田には既に既存施設があること，第５期介護保険事業計画

において，整備用地として市有の遊休地を活用する手法が示されていると

ころ，八束町において遊休市有物件（松江市八束保健福祉総合センター）が

生じたことによる。遊休市有物件（松江市八束保険福祉総合センター）の建

物及び備品を無償譲渡し，土地は賃貸するという条件で公募を実施するも

のである。 

 ３ 実施状況 

   平成２８年度に公募を行い，予定事業者は決定したものの，着工前に予定

事業者が撤退したため，第７期介護保険計画で引き続き計画に挙げられた
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ものである。 

   平成３０年度にも公募を行ったが，事業者の応募がなかった。 

 ４ 監査の結果 

   【次回公募に向けた早急な方針決定の必要性（意見）】 

 ア 現状 

   平成２８年度及び平成３０年度における２度の公募を経ても事業者が決

定していない。松江市としては，詳細な原因分析まではしていないが，市内

の事業者への聞き取りから，遊休市有物件の建物及び備品の無償譲渡，土地

の賃貸という条件と介護職員の確保が原因ではないかと考えているとのこ

とであった。 

   遊休市有物件（松江市八束保険福祉総合センター）は，既に築２０年を経

過していること，小規模特別養護老人ホーム（地域密着型特養）のために改

修等に相当の資金が必要になる点から，遊休市有物件の建物及び備品の無

償譲渡，土地の賃貸という条件がネックになっているのではないかとのこ

とであった。介護職員の確保については，市内全域で既存の施設でも問題に

なっていることであり，八束町の施設で介護職員を確保できるかどうかが

ネックになっているのではないかとのことであった。 

   次回の公募については具体的に決まっていない。遊休市有物件の利用と

いう条件を維持するのか否か，遊休市有物件の利用という条件を設定しな

い場合，募集場所について八束町に限定するのか圏域内等に範囲に広げる

のか否か，などの点についても，まだ決まっていない。 

 イ 規範・基準 

国では，高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて

自立した日常生活を営むことができるよう，医療・介護・介護予防・住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム

の構築を推進しており，松江市においても，本計画を「地域包括ケア計画」
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と位置付けて，第６期計画の「地域包括ケアシステム構築にむけた取り組み」

をさらに進化・推進させるとしている。 

   特別養護老人ホームの中でも，より地域に根差した形態が小規模特別養

護老人ホーム（地域密着型特養）であり，松江市の地域包括ケア計画におい

て重要な施設である。 

   このような地域包括ケア計画における小規模特別養護老人ホーム（地域

密着型特養）の位置づけからすると，同施設の整備の必要性は高い。 

 ウ 意見 

   本事業については，第６期介護保険事業計画から第７期介護保険事業計

画への継続事業あり，このままでは２期６年を経過しても整備がされない

状況である。 

   次回の公募について，早急に方針を決定し，実施されることが望ましい。 

 

第２ 医療系サービスの整備 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護保険施設等の整備として，「医療系サービスの整備」をす

ることとされ，具体的には， 

 

医療機関から退院した高齢者に対して，リハビリテーション等の医療サ

ービスを提供することにより在宅復帰を支援するため，医療機関と在宅の

中間的施設である介護老人保健施設の整備を支援します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課 
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 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   中央圏域（城北，城西，城東，白潟，朝日，雑賀）に，定員１００名程度

の介護老人保健施設を整備するものである。 

３ 実施状況 

  平成３０年度に公募を行ったところ，事業者から応募があり，選定をした。

現在，事業者による準備が進んでいる状況である。 

４ 監査の結果 

  本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護保険施設等の整備として,「認知症対応型共同生活介護（グ

ループホーム）の整備」をすることとされ,具体的には, 

 

認知症の高齢者が，家庭的な環境の下で共同生活するグループホームの

整備を支援します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課 

 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 
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   中央圏域（城北，城西，城東，白潟，朝日，雑賀），湖南圏域（乃木，忌

部，玉湯，宍道），松南第２圏域（竹矢，八雲，東出雲）に，各１ヵ所ずつ，

定員１８名の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）を整備するもの

である。 

 ３ 実施状況 

   平成３０年度に公募を行ったところ，松南第２圏域については，事業者か

ら応募があり，選定をした。現在，事業者による準備が進んでいる状況であ

る。一方，中央圏域と湖南圏域については，事業者から応募がなかった。 

   第７期計画中にもう１回公募をする予定である。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第４ 生活支援ハウスの入所措置，養護老人ホームの入所措置 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護保険施設等の整備として,「生活支援ハウスの入所措置，

養護老人ホームの入所措置」をすることとされ，具体的には， 

 

身体的・経済的・環境的な理由で，自宅での生活が困難な高齢者が入所

する施設である生活支援ハウス及び養護老人ホームへの入所措置を行う。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

①対象事業１―生活支援ハウス運営事業 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 
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   生活支援ハウス運営事業 

 【実施内容】 

   生活支援ハウスは，デイサービスセンター等に居住部門を合わせて整備

した小規模多機能施設であり，原則として６０歳以上のひとり暮らしの者，

夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者で

あって，独立して生活することに不安のある者に対して，介護支援機能，居

住機能，交流機能を総合的に提供し，生活援助員を配置し各種相談に対応す

ることで生活を支援するものである。なお，介護保険の要介護度認定で要介

護１～５の者は対象外であり，入居途中で要介護状態となった者は退所と

なる（ただし，入所者の状況を確認し，自立した生活が可能と判断する場合

はその限りではない。）。 

   松江市生活支援ハウス運営事業実施要綱，松江市生活支援ハウスにおけ

るサービス手数料の徴収に関する条例，松江市生活支援ハウスにおけるサ

ービス手数料の徴収に関する条例施行規則が定められている。 

   松江市では，平成１４年から本事業を開始し，事業者に生活支援ハウスの

運営を委託して，事業を実施している。定員は１０名である。 

②対象事業２―養護老人ホーム入所措置 

【担当課】 

   福祉総務課 

【実施事業】 

  養護老人ホーム入所措置 

【実施内容】 

松江市が老人福祉法に基づき，職権により施設へ措置をする制度である。

入所判定委員会が年３回（６月，１０月，２月）開催され，入所の可否につ

いて審査が行われる。被措置者のうち，各月の初日において所持金（預貯金

等を含む。）の合計額が７０，０００円に満たない者には，扶助費月額１０，
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０００円が支給される。 

 ３ 実施状況 

①対象事業１―生活支援ハウス運営事業 

 【予算・決算】 

   生活支援ハウス運営事業の平成３０年度の予算は８，２３６千円，同年度

の決算は８，２３６千円であった。事業者への委託料である。剰余金の精算

の規定があるが，剰余金は生じていない。 

 【実施状況】 

利用者は，平成２７年度９名，平成２８年度９名，平成２９年度１０名，

平成３０年度１０名，平成３１年度８名で推移している（利用者数は各年度

４月１日時点の人数）。 

②対象事業２――養護老人ホーム入所措置 

 【予算・決算】 

   養護老人ホーム入所措置の平成３０年度の予算は２９１，７６７千円，同

年度の決算は２６４，８４２千円であった。 

 【実施状況】 

   入所判定委員会が３回開催され，平成３０年度の被措置者は１１７名で

あった。 

 ４ 監査の結果 

①対象事業１―生活支援ハウス運営事業 

（１）【事業の早期廃止に向けた検討の必要性（意見）】 

 ア 現状 

   松江市は，生活支援ハウスについては，サービス付き高齢者向け住宅等の

整備が進み，事業継続の意義が薄らいでおり，事業の見直しを検討している。 

 イ 規範・基準 

   地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に
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努めるとともに，最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。 

   事業の実施においては，松江市が事業を実施する必要性・公共性，事業の

有効性，効率性が求められる。 

 ウ 意見 

（ア）生活支援ハウスは，平成１２年度の介護保険制度施行により施設入所して

いる高齢者が介護認定で「自立」，「要支援」とされた場合，施行５年を目処

に介護保険施設を退所せざるを得ない状況となり，その後の受け皿として

設置された経緯がある。 

しかし，民間の養護老人ホームやケアハウス，近年増加したサービス付き

高齢者向け住宅等の代替施設が存在する。 

よって，松江市が本事業を実施する必要性・公共性は薄れている。 

（イ）本事業は，入居する者にとっては有益なものであるが，本事業に要する費

用は年間８００万円以上であるところ，定員は１０名である。実際の利用者

は１０名を下回る時期もある。費用に対して，その効果（サービス）を受け

ることができる市民は極めて少ない。 

   よって，費用に対して十分な効果が得られているとはいえず，事業の効率

性は低い。 

（ウ）以上ことから，本事業は早期廃止に向けて検討をすることが望ましい。廃

止にあたっては，現在の入居者の受け入れ先の確保に十分配慮されたい。 

（２）【見積書・決算書の記載形式の統一（指摘）】 

 ア 現状 

   事業者から提出された平成３０年度の生活支援ハウスの見積書・決算書

を比較すると，記載形式が統一されていない。 

見積書は，収入欄は，「事業収入１１，３６８，０００円」と記載され，

その内訳は，「利用料収入３，１３２，０００円」「受託事業収入８，２３６，
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０００円」と記載されている。「利用料収入」とは，入居者が事業者へ直接

支払いをする水道光熱費月額６，８８０円，ケービルテレビ受信料（テレビ

設置の場合）月額４２０円，食費日額１３５０円（朝食３１０円，昼食５２

０円，夕食５２０円）（自炊の場合は不要）である。そして，支出欄はこの

利用者負担額も含めた金額が記載されている。 

一方，決算書は，収入欄は，「業務委託費８，２３６，０００円」とのみ

記載され，「利用料収入」の記載はなく，支出欄も利用者負担額を含めない

金額が記載されている。 

 イ 規範・基準 

   松江市生活支援ハウス運営事業委託契約書第７条において，「受注者は契

約期間終了日に委託料を精算し，余剰が生じた場合は発注者に返還するも

のとする。」と規定されている。 

   生活支援ハウスは，定員が１０名であるため，予算段階では，年間を通し

て１０名が入居したと見積もって予算を組む必要があるところ，入居者が

自炊する場合，入居者が１０名に満たない人数で推移する場合等には，収入

においては利用料収入が減少し，支出においては給食費や水道光熱費等が

減少するが，給食費や水道光熱費等の支出について利用料収入で賄われて

いる部分は一部に過ぎないため，収入の減少よりも支出の減少が大きく，余

剰が生じるため，余剰金の返還という処理が規定されている。 

 ウ 指摘 

利用料を含めた収入・支出が記載された見積書と利用料を含めない収入・

支出が記載された決算書では，比較ができず，余剰金の有無・金額等につい

て検証できない。 

事後精算の規定がある以上，見積書・決算書ともに，利用料を含めた収入・

支出を記載し，生活支援ハウス運営事業全体の収入・支出を明確にすべきで

ある。さらに，決算書においては，利用料収入の内訳として，水道光熱費，
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ケーブルテレビ受信料，食費の費目ごとの金額を記載するべきである。 

松江市は，事業者に対し，見積書・決算書の記載形式を上述のように統一

するよう求めるべきである。 

（３）【適切な委託料の算定（指摘）】 

 ア 現状 

   事業者から提出された見積書に記載された見積金額８，２３６，０００円

がそのまま業務委託契約の委託料となっている。 

   以下，水道光熱費を例に示すが，見積書の審査が疎かになっている可能性

が否定できない。 

事業者から提出された平成３０年度の生活支援ハウスの見積書・決算書

の「水道光熱費」を比較すると，見積書では「水道光熱費２，２６８，００

０円」と記載されており，決算書では「水道光熱費（利用者負担除く）６３

９，７１８円」と記載されている。 

   水道光熱費の利用者負担額は月額６，８８０円であり，年間を通して１０

名が入居していたとして年間８２５，６００円である。見積書記載の水道光

熱費２，２６８，０００円のうち，利用者負担額を除いた金額は１，４４２，

４００円となる。 

   そうすると，利用者負担額を除いた水道光熱費は，見積書では１，４４２，

４００円，決算書では６３９，７１８円であり，決算は見積もりの２分の１

以下の支出額である。 

   平成３０年度は，１～２室の空室，入居者が一時的に入院するという支出

額減少事由は存在したが，見積もりに比し決算が２分の１以下になるよう

な支出額減少事由はない。 

 イ 規範・基準 

   委託料の算定は適切に行われなければならない。 

 ウ 指摘 



48 

 

   水道光熱費について，見積もり額が明らかに過大であり，委託料の算定が

適切に行われていないといわざるを得ず，事後精算の規定（松江市生活支援

ハウス運営事業委託契約書第７条）が存在するために，見積書の審査が疎か

になっている可能性が否定できないので，見積書の審査をより慎重に行う

べきである。 

（４）【決算書の精査の必要性（指摘）】 

 ア 現状 

   事業者から提出された決算書は，委託額と同額の支出額が記載されてお

り，余剰金は生じていない。 

   平成３０年度の入居者状況について，事業者から提出された月毎の事業

実績報告書によれば，１室が１か月間空室であることを空室１か月とする

と，空室１３か月が確認された。さらに，入院中のため入居者が生活支援ハ

ウスで生活していない場合もあり，１室の入居者が１か月間入院中である

ことを入院空室１か月とすると，少なくとも入院空室５か月が確認された。 

 イ 規範・基準 

   松江市生活支援ハウス運営事業委託契約書第７条において，「受注者は契

約期間終了日に委託料を精算し，余剰が生じた場合は発注者に返還するも

のとする。」と規定されている。 

   生活支援ハウスは，定員が１０名であるため，予算段階では，年間を通し

て１０名が入居したと見積もって予算を組む必要があるところ，入居者が

自炊する場合，入居者が１０名に満たない人数で推移する場合等には，収入

においては利用料収入が減少し，支出においては給食費や水道光熱費等が

減少するが，給食費や水道光熱費等の支出について利用料収入で賄われて

いる部分は一部に過ぎないため，収入の減少よりも支出の減少が大きく，余

剰が生じるため，余剰金の返還という処理が規定されている。 

 ウ 指摘 
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   少なくとも年間を通して１．５人分が空室であれば，水道光熱費や給食費

等が減少し，余剰金が生じるはずである。前記（３）記載のとおり，水道光

熱費は大幅に減少している。しかし，事業者から提出された決算書は，委託

額と同額の支出額が記載されており，余剰金は生じていない。 

その要因は，決算書では，「職員給与・非常勤職員給与」「福利厚生費」「修

繕費」「燃料費」「消耗器具備品費」等の費目が見積書よりも増額されている

こと，見積書に記載のない「退職給付費用」「賃借料」が支出計上されてい

ることなどによる。 

入居者が定員未満であれば，余剰金が生じるはずである。まして，上記（３）

で述べたとおり，見積書記載の金額が過大であれば，なおさら余剰金が生じ

るはずである。 

   入居者の推移に応じて精算できるように余剰金の返還規定があるのだか

ら，松江市は，決算書の支出に計上された項目・金額の相当性を精査するべ

きである。 

（５）【委託費の算定における人件費の算定方法の検討（意見）】 

 ア 現状 

   松江市生活支援ハウスでは，利用人員６名以上１０名以下の施設では，生

活援助員として常勤１名，非常勤１名を配置しなければならない。 

本事業に係る業務委託契約においては，本業務に携わる事業者の常勤職

員１名，非常勤職員１名の人件費が，当該職員らの具体的な給与額で委託費

に計上されている。 

また，決算書においては，見積書に記載のない「退職給付費用」が支出計

上されている。 

   見積書記載の人件費は合計４，６３５，０００円に対し，決算書記載の人

件費は合計５，４０８，５７８円である。 

 イ 規範・基準 
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   業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

   委託費の中に当該業務に携わる人員の人件費相当額を含める場合，本事

業のように，当該業務を担当する職員の具体的な給与額をもって算定する

方法を採ることも考えられるが，その一方で，実際の担当職員の具体的な給

与額を離れ，当該業務を担当するに十分な能力を有する職員を措定した上

で，そのような職員の給与額を一人工と評価するなどして，「一人工あたり

の給与額×人数」という算式で人件費を算定する方法も考えられる。 

   前者の方法によると，いかなる役職又は地位の職員が当該業務を担当す

るかによって，委託費に占める人件費相当額が変動することになる上，職員

の給与額の相当性（妥当性）を担保するものではない。本事業では，担当す

る職員の退職給付費用まで支出しており，松江市が事業者の職員の人件費

をそのまま肩代わりしている状況になっている。人事異動やベースアップ

など委託先側の事情によって事業費（委託費）が変動することになれば，当

該事業の正確な事業規模や事業価値を見誤るおそれが生じるほか，年度間

の業績比較による事業継続判断も困難となり得る。 

   これに対し，「一人工あたりの給与額×人数」という算式で人件費を算定

する方法によれば，上記の弊害を回避することができ，年度間比較にも耐え

うる安定した人件費相当額の算出が可能となるはずである。 

   標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題はあるものの，現状の

算定方法が最も合理的といえるか否か，改めて検討することが望ましい。 

②対象事業２―養護老人ホーム入所措置 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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Ⅲ 第三者評価の充実 

 

【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「第三者評価の充実」

の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，１１介護事業所に２

２９回，介護サービス事業所等へ介護相談員を派遣，市の職員又は地域包括支

援センターの職員が地域密着型サービス事業所で開催される運営推進会議に

約４００回出席したとしている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とさ

れている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「相談員の人数を増やし活性化

を図り，引き続き介護相談員を派遣し，介護サービス事業所の質の向上を図

る。」，市の職員又は地域包括支援センターの職員が引き続き運営推進会議に

参加し，助言や指導を行うとしている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「第三者評価の充実」

の取り組みについての課題と対策として，「介護相談員については，近年新し

い相談員を募集していなかったが，活性化を図るため，新規募集をする。」と

している。 

 

第１ 事業所への介護相談員派遣 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，第三者評価の充実のため，「事業所への介護相談員派遣」をす

ることとし，具体的には， 
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介護相談員が施設を訪問し，直接聞いた利用者の声を施設側へ伝える活

動を通して，施設サービスの質の向上を図る。また，地域密着型施設の運

営推進会議への派遣や，派遣報告書の公表等を行います。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   健康政策課 

【実施事業】 

   介護相談員派遣事業 

【実施内容】 

   松江市に登録された介護相談員が，介護サービス施設・事業所に出向いて，

利用者の疑問や不満，不安を聞き，その解消を図るとともに，介護サービス

施設・事業所における介護サービスの質の向上を図ることを目的とするも

のである。 

   また，介護相談員の地域密着型施設の運営推進会議への派遣，派遣報告書

の公表を行うものである。 

   松江市介護相談員派遣事業実施要綱が定められている。介護保険制度に

おける位置づけは，地域支援事業の任意事業である。 

 ３ 実施状況 

【予算・決算】 

   介護相談員派遣事業の平成３０年度の予算は２，９２４千円，決算は２，

０５７千円であった。介護相談員の報償費が１，９１９千円を占めている。 

【実施状況】 

   介護相談員派遣事業は，松江市では，平成１２年１０月から実施された事
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業であり，介護相談員の人数は，平成３０年度は１２名，平成３１年度は１

５名に増員された。 

  平成３０年度は１１介護事業所に，介護相談員２名１組で概ね月２回訪問

が行われている（ただし，派遣のない月もある）。年間の派遣回数は２２９回

である。 

   毎月，介護相談員の連絡会が行われている。 

   介護相談員の地域密着型施設の運営推進会議への派遣は，介護相談員の

日程調整がついた場合に派遣しており，平成３０年度は２施設に各１回ず

つ介護相談員を派遣した。 

派遣報告書の公表は，派遣事業報告書を受け入れ事業所へ報告書として

配布しているが，松江市のホームページ等で広く公表を行ってはいない。 

 ４ 監査の結果 

（１）【派遣報告書の公表（指摘）】 

 ア 現状 

   計画では，派遣報告書の公表を行うこととされているが，派遣事業報告書

は受け入れ事業所に報告書として配布されるに留まっている。 

 イ 規範・基準 

行政計画は，行政機関が，行政上の目標を設定し，その目標を達成するた

めの手段を総合することによって示された行政活動基準であるとされる。

そのため，行政計画は行政活動の自己統制手段としての意義を有し，各行政

機関による個々の施策・事業についての裁量権を統制するものである。した

がって，行政計画は，合理的な理由がない限り，実施されるべきである。 

また，地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の

増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を上げるようにしなけれ

ばならない（地方自治法第２条第１４項）。 

 ウ 指摘 
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   公表とは，広く世間に発表することであり，受け入れ事業所へ，報告書と

して，派遣実施報告書を配布することをもって，公表が行われたと捉えるこ

とはできない。 

   公表が行われていない理由は不明であり，計画後，合理的な理由により計

画が変更されたとはいえない。 

   よって，計画に沿って，派遣事業報告書が広く市民の目に触れるように公

表をすべきである。その際には，松江市のホームページに掲載する等の方法

が考えられる。 

（２）【派遣受け入れ先事業所の増加への方策の検討（意見）】 

 ア 現状 

   予算２，９２４千円，決算２，０５７千円であり，予算に対し決算が３分

の２程度に留まっている。松江市によれば，その理由は，既に介護相談員の

派遣を受け入れている介護サービス事業所の他に，新規の派遣受け入れ先

事業所を見込んで予算を組むものの，松江市から介護サービス事業所に介

護相談員の受け入れを申し入れても，断られ，介護相談員派遣の受け入れ先

事業所が増加しないからとのことである。松江市において，介護サービス事

業所が介護相談員の派遣の受け入れを断る理由・原因の分析は行われてい

ない。介護相談員の派遣を受け入れた介護サービス事業所は，平成３０年度

は１１介護事業所に留まる。 

 イ 規範・基準 

   介護サービス事業所は，介護相談員派遣事業に協力するよう努める義務

（努力義務）がある（平成１１年３月３１日付け厚労省令第３９号第３４条

第２項，平成１８年３月１４日付け厚労省令第３４号第３条の３７第３項

ほか）。 

本事業の目的は，「介護保険制度の中には，都道府県国民健康保険団体連

合会又は市町村による苦情対応に係る対策が盛り込まれているが，これら
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は何らかの問題が生じた場合の事後的な対応が中心であることから，本事

業は，苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平，不

満又は疑問に対応して改善の途を探ること（問題提起・提案解決型の事業）

を目指すもの」（平成１８年５月２４日付け厚生労働省老健局計画課長通

知・老計発第０５２４００１号）である。 

 ウ 意見 

   介護サービス事業所が介護相談員の受け入れを断る理由・原因の分析を

し，派遣受け入れ先事業所の増やす方策を検討されることが望ましい。 

   仮に，介護サービス事業所が，介護相談員が苦情を拾いに来るという捉え

方をしているのであれば，本事業の目的を，具体的な活動報告等を交えなが

ら説明し，介護サービス事業所の理解を得ることが望ましい。 

   そして，介護サービス事業所の理解を得るための方策とともに，利用者や

その家族を含む市民への広報活動の方策も検討されることが望ましい。 

   前述の派遣実施報告書の公表もその一環として有用であると考える。 

（３）【地域密着型施設の運営推進会議への派遣の再検討（意見）】 

 ア 現状 

   計画では，介護相談員を地域密着型施設の運営推進会議へ派遣すること

とされていたが，介護相談員の日程調整がついた場合に派遣しており，平成

３０年度は２施設に各１回ずつに留まる。松江市としては，運営推進会議に

は市の職員又は地域包括支援センターの職員が構成員として出席する（指

定地域密着型サービス事業の人員，設備及び運営に関する基準第３条の３

７，第５９条，第８５条，第１０８条）ことから，介護相談員の派遣はこれ

と重複するため，積極的な派遣は行っていないとのことである。 

 イ 基準 

   介護相談員の行う活動の中には，「サービスの現状把握に努める」という

ことが含まれている（松江市介護相談員派遣事業実施要綱第４条（２）ハ，



56 

 

ニ）。 

 ウ 意見 

   運営推進会議では，サービス提供状況等の報告がなされる。運営推進会議

に，市の職員又は地域包括支援センターの職員が構成員として出席すると

しても，介護相談員がサービスの現状把握のために出席する意義はあると

考えられる。 

   介護相談員の負担との兼ね合いにはなるが，介護相談員の地域密着型施

設の運営推進会議への積極的な派遣について再検討することが望ましい。 

 

第２ 地域密着型運営推進会議への参加とグループホームの外部評価 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，第三者評価の充実のため，「地域密着型運営推進会議への参加

とグループホームの外部評価」をすることとされ，具体的には， 

 

地域密着型サービスの趣旨に則り，より地域に開かれた事業所とするた

め，２ヵ月（サービスによっては３ヵ月，６ヵ月）に１回各事業所で開催

される運営推進会議に積極的に参加する。 

また，グループホームについては，１年に１回外部評価を実施し，指摘

された課題について解決を図る。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

①対象事業１―地域密着型運営推進会議への参加 

【担当課】 

   介護保険課 

【実施事業】 



57 

 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

【実施内容】 

   事業所は，提供するサービスに応じ，２か月，３か月，６ヵ月に１回以上，

運営推進会議が開催することとなっており，市の職員又は地域包括支援セ

ンターの職員が構成員として出席する。指定地域密着型サービス事業の人

員，設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日付厚生労働省令第３

４号）第３条の３７，第５９条，第８５条，第１０８条に定められている。 

②対象事業２―グループホームの外部評価 

【担当課】 

   介護保険課 

【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

【実施内容】 

   各事業所が外部機関に外部評価を依頼し，外部機関が作成した外部評価

を，各事業所から松江市に提出を受けている。指定地域密着型サービス事業

の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日付厚生労働省令

第３４号）第７２条第２項，第９７条第７項に定められている。 

 ３ 実施状況 

①対象事業１―地域密着型運営推進会議への参加 

【実施状況】 

   地域密着型運営推進会議には，松江市と地域包括支援センターが，事業所

ごとにどちらが担当するのを決めて，出席している。 

②対象事業２―グループホームの外部評価 

【実施状況】 

   各事業所の運営推進会議において，各事業所から，外部評価で指摘された

課題に対する事業所の今後の対応について発表がある。 
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 ４ 監査の結果 

①対象事業１―地域密着型運営推進会議への参加 

本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

②対象事業２―グループホームの外部評価 

【外部評価で指摘された課題に対する事業所の対応についてのフォロー

アップ（意見）】 

 ア 現状 

   外部評価で指摘された課題に対する事業所の今後の対応について，厳密

に追跡して調査することまではしていない。 

 イ 規範・基準 

   計画では，「グループホームについては，１年に１回外部評価を実施し，

指摘された課題について解決を図る。」こととされている。 

 ウ 意見 

外部評価で指摘された課題について解決を図る主体はグループホームの

事業者であるが，グループホームの運営推進会議には，松江市の職員又は地

域包括支援センターの職員が構成員として出席するのであるから，そのよ

うな場で，外部評価で指摘された課題に対する事業所の対応について，フォ

ローアップを行うことが望ましい。 
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Ⅳ 事業所の指定・指導 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「事業所の指定・指

導」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「介護事業所の

指定は，申請があった時点で速やかに行っている。事業所に対する苦情等あ

れば，随時指導を行っている。」「３月に集団指導を実施（３月２５日，３月

２７日）」「１月～３月にケアプラン点検を実施（３事業所）」「老人福祉法に

基づき，施設への実地指導を実施（２６件）（文書指摘をした施設数）」とし

ている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「事業所の指定及び指導業務

は随時行う。」「ケアプラン点検について件数を増やす（６事業所）。」「施設

への実地指導を５年に１回の頻度で実施する。」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「事業所の指定・指

導」の取り組みについての課題と対策として，「ケアプラン点検について，

体制を見直し件数を増やす。」としている。 

 

 

第１ 地域密着型サービス事業所の指定及び指導 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，事業所の指定・指導として，「地域密着型サービス事業所の指

定及び指導」をすることとされ，具体的には， 
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介護保険事業計画に基づき，事業所の適切な指定を行います。 

また，集団指導・実地指導を実施し，法令順守の徹底を図っていきます。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   指定：介護保険課 

指導：福祉総務課 

【実施事業】 

   社会福祉法人・施設等監査指導認可事業 

【実施内容】 

地域密着型サービス事業所の指定，指導をするものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   社会福祉法人・施設等監査指導認可事業の平成３０年度の予算は１，０１

９千円，同年度の決算は５６１千円であった。この事業は，地域密着型サー

ビス事業所の他，介護保険事業所，老人ホーム，保育や障がい者関係の事業

所等の監査指導認可についての費用も含まれている。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，集団指導のほか，実地指導２３件が実施されている。 

 ４ 監査の結果 

   地域密着型サービス事業所の指定については，特段の指摘すべき点は見

当たらなかった。 

   地域密着型サービス事業所の指導については，同様に介護保険法に基づ

く指導を行う点で共通する本章Ⅳ「第２ 介護保険事務所の指定及び指導」
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の部分で述べる。 

 

第２ 介護保険事業所の指定及び指導 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，事業所の指定・指導として，「介護保険事業所の指定及び指導」

をすることとされ，具体的には， 

 

松江市が所管する社会福祉法人及び介護保険施設等の適正な運営の確

保を図るため，関係法令・通知に基づく指導監査を実施するとともに，必

要な助言・指導を行います。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   指定：介護保険課 

指導：福祉総務課 

【実施事業】 

   社会福祉法人・施設等監査指導認可事業 

【実施内容】 

介護保険事業所の指定，指導をするものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本章Ⅳ「第１ 地域密着型サービス事業所の指定及び指導」参照。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，集団指導のほか，実地指導６０件が実施されている。 

   また，監査を１件実施し，不正請求を認め，指定取消処分が行われている。 
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 ４ 監査の結果 

（１）【介護保険事業所向けの申請の手引き（指摘）】 

 ア 現状 

   介護保険事業所向けの申請の手引の整備がされていない。介護保険事業

所の指定について，平成２０年から島根県より権限移譲を受けていたが，条

例やガイドライン等は島根県の作成したものにより，松江市が事務を行う

形式であった。しかし，平成３０年４月，松江市は中核市に移行したことに

より，松江市の条例等により松江市が事務を行う形式となった。申請の手引

きについて，従前利用していた島根県作成のものはあるが，新たに松江市の

条例等に基づいた松江市のものを作成する必要が生じたが，まだ一部分し

か作成できていない。 

 イ 規範・基準 

   中核市に移行することで生じる変更については，市民に影響が及ばない

よう中核市移行までの期間中に対処すべきである。 

 ウ 指摘 

   中核市移行までの期間中に，松江市版の介護保険事業所向けの申請の手

引きを作成し，準備すべきである。 

（２）【前回実地指導での指導事項の改善状況について，次回の実地指導結果報

告書への記載（意見）】 

 ア 現状 

   実地指導を行った後，松江市は実地指導結果報告書を作成し，今回の指導

事項（文書指摘，口頭指導，助言）を記載する。平成３０年度の実地指導結

果報告書を閲覧したところ，今回の実地指導における指導事項の他に，前回

の実地指導における指導事項の改善状況について記載している報告書と記

載していない報告書があった。 
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   松江市では，前回の実地指導における指導事項については，次回の実地指

導の際に，その改善状況を確認はしているが，前回の実地指導における指導

事項の改善状況について，実地指導結果報告書の必須記載事項にはしてい

ない。 

 イ 規範・基準 

   実地指導結果報告書に，前回の実地指導における指導事項の改善状況の

記載がなければ，当該事項の改善状況を確認したか否か，また改善がなされ

ていたのか否か書面上判然としない。 

 ウ 意見 

   実地指導結果報告書に，前回の実地指導における指導事項の改善状況を

明記することが望ましい。 

（３）【判断基準の明文化（意見）】【実地指導結果報告書における文書指摘，口

頭指導，助言の記載内容の区別（指摘）】 

 ア 現状 

   指導区分には，文書指摘，口頭指導，助言がある。 

   文書指摘は，運営基準に不適合がある，一時的に人員又は設備が必要な基

準を満たしていない等であり，松江市は文書により指摘し，事業者は，その

改善状況について，文書で報告を行う必要がある。 

   口頭指導は，文書指摘には至らない軽微な誤りや不備等であって速やか

な改善が見込まれるもの等であり，松江市は口頭により指導する。 

   助言は，望ましいというレベルのものであり，松江市は口頭により助言す

る。 

   平成３０年度の実地指導結果報告書を閲覧したところ，同じ指導内容に

ついて事業所によって指導区分が異なるように読めるものがあった。以下，

「指摘」とは「文書指摘」を指し，「指導」とは「口頭指導」を指す。 

   退職者の秘密保持の措置について，ある事業所の実地指導結果報告書に
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は，「秘密保持について，従業員でなくなった後においても秘密を保持すべ

き旨を取り決め，違約金などの定めを置くよう指摘した。」と記載されてい

たのに対し，別の事業所の実地指導結果報告書には，「秘密保持について，

従業員であった者が，職務上知り得た利用者の情報を漏らすことがないよ

うに違約金等の定めを置くなど，必要な措置を講じるよう指導した。」と記

載されていた。どちらの内容も違約金等の定めがないように読める。 

   これにつき，担当課に確認すると，実地指導結果報告書は，課内部の書類

であり，基準（国が厚生労働省令で定めたもの）がそのまま記載されている

が，指摘と指導は区別されており，秘密保持の措置の確認を行う同意書はあ

るが違約金等の記載がないものは指摘，記載されているが内容が不足して

いるものは指導とのことであった。 

   また，利用者家族の個人情報の利用について，ある事業所の実地指導結果

報告書には，「個人情報の利用について，利用者家族の情報を用いる場合は，

当該家族から文書により同意を得るよう指摘した。」と記載されていたのに

対し，別の事業所の実地指導結果報告書には，「個人情報の利用について，

利用者家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ利用者家族からも同意を

得るよう様式を検討するよう指導した。」と記載されていた。どちらの内容

も文書による同意がない（家族の署名欄も署名もない）ように読める。 

   これにつき，担当課に確認すると，実地指導結果報告書は，課内部の書類

であり，基準（国が厚生労働省令で定めたもの）がそのまま記載されている

が，指摘と指導は区別されており，同意書に家族欄がないものは指摘，家族

欄はあり，家族の署名はあるものの代理人欄など他の箇所へ署名をしても

らっている場合は指導とのことであった。 

   他にも，氏名変更のあった者の資格証の変更手続き，修了証の奥書証明に

ついて，ある事業所の実地指導結果報告書には，「氏名変更があった者の資

格証の手続きをし，終了証については奥書証明をするよう指摘した。」と記
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載されていたのに対し，別の事業所の実地指導結果報告書には，氏名変更の

あった者の資格証の変更手続きについて，「氏名変更のあった者の資格証に

ついて，変更の手続きをするよう指導した。」と記載されており，さらに別

の事業所の実地指導結果報告書には，氏名変更のあった者の修了証の奥書

証明について，「氏名の変更があった者の修了証について，奥書証明をする

よう指導した。」と記載されていた。 

   これにつき，担当課に確認すると，実地指導結果報告書は，課内部の書類

であり，基準（国が厚生労働省令で定めたもの）がそのまま記載されている

が，指摘と指導は区別されており，事業所が変更手続きや奥書証明をするこ

とを未理解で対応していない場合は指摘，理解していたがたまたま忘れて

いた場合は指導とのことであった。 

   担当課によれば，同じ指導内容について事業所によって指導区分が異な

るものではないとのことである。 

   担当課による各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は明文

化されていない。 

 イ 規範・基準 

   各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準が明確にされている

のであれば，その判断基準を明文化した方が，指導区分の適用の精確性をよ

り向上させることができる。 

   実地指導結果報告書は，次回の実地指導の際に，前回の実地指導における

指導事項の改善状況を確認するためのものであることから，職員が交代す

る等しても，分かりやすい表現でなければならない。 

ウ 意見 

  担当課によれば，各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は

明確であるから，指導区分の適用の精確性をより向上させるためには，その

判断基準を明文化することが望ましい。 
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エ 指摘 

  現在の記載内容では，「ア 現状」で述べたような指摘と指導について，

その記載内容から，担当課が述べるような内容の区別をすることは困難で

あり，むしろ，同じ指導内容について事業所によって指導区分が異なるよう

に読める。 

  担当課によれば，各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は

明確であるから，各判断基準に沿った記載内容に区別して記載するべきで

ある。 

 

第３ 給付適正化事業の充実 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，事業所の指定・指導のため，「給付適正化事業の充実」をする

こととされ,具体的には, 

 

国保連合会の給付適正化システムにより，不適正な事業所の調査を実施

します。また給付費通知書の送付や，ケアマネジャーへの研修会実施，ケ

アプラン点検等に積極的に取り組みます。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   介護保険課 

【実施事業】 

   給付適正化事業 

【実施内容】 

国保連合会の給付適正化システムによる不適正な事業所の調査，利用者
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への給付費通知書の送付による介護利用実績通知，ケアマネジャーへの給

付適正化に関する研修会の実施（第５章Ⅰ第１「ケアマネジャー等研修会の

開催」と同一である。），ケアプラン点検等である。 

 ３ 実施状況 

【予算・決算】 

   給付適正化事業の平成３０年度の予算は１，６０９千円，同年度の決算は

１，５０７千円であった。決算の内訳は，ケアマネジャー研修会議費９３千

円，介護給付費通知費１，４１４千円である。 

【実施状況】 

   過去５年（平成２６年度～平成３０年度）において，給付適正化システム

により検出された不適正な事業所はなかった。ケアプラン点検については，

平成３０年度は３事業所について行った。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

 

第４ 老人福祉法に基づく老人福祉施設（事業所）の指定及び指導 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，事業所の指定・指導として,「老人福祉法に基づく老人福祉施

設（事業所）の指定及び指導」をすることとされ,具体的には, 

 

老人福祉法に基づく老人福祉施設の適正な運営の確保を図るため，関係

法令・通知に基づく指導監査を実施するとともに，必要な助言・指導を行

います。 

 

とされている。 
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 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   福祉総務課 

【実施事業】 

   社会福祉法人・施設等監査指導認可事業 

【実施内容】 

老人福祉法に基づく老人福祉施設（事業所）の指定，指導をするものであ

る。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本章Ⅳ「第１ 地域密着型サービス事業所の指定及び指導」参照。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，集団指導のほか，実地指導３１件が実施されている。 

 ４ 監査の結果 

（１）【前回実地指導での指導事項の改善状況について，次回の実地指導結果報

告書への記載（意見）】 

 ア 現状 

   実地指導を行った後，松江市は実地指導結果報告書を作成し，今回の指導

事項（文書指摘，口頭指導，助言）を記載する。平成３０年度の実地指導結

果報告書を閲覧したところ，今回の実地指導における指導事項の他に，前回

の実地指導における指導事項の改善状況について記載している報告書と記

載していない報告書があった。 

   松江市では，前回の実地指導における指導事項については，次回の実地指

導の際に，その改善状況を確認はしているが，前回の実地指導における指導

事項の改善状況について，実地指導結果報告書の必須記載事項にはしてい

ない。 
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 イ 規範・基準 

   実地指導結果報告書に，前回の実地指導における指導事項の改善状況の

記載がなければ，当該事項の改善状況を確認したか否か，また改善がなされ

ていたのか否か書面上判然としない。 

 ウ 意見 

   実地指導結果報告書に，前回の実地指導における指導事項の改善状況を

明記することが望ましい。 

（２）【判断基準の明文化（意見）】【実地指導結果報告書における文書指摘，口

頭指導，助言の記載内容の区別（指摘）】 

 ア 現状 

   指導区分には，文書指摘，口頭指導，助言がある。 

   文書指摘は，運営基準に不適合がある，一時的に人員又は設備が必要な基

準を満たしていない等であり，松江市は文書により指摘し，事業者は，その

改善状況について，文書で報告を行う必要がある。 

   口頭指導は，文書指摘には至らない軽微な誤りや不備等であって速やか

な改善が見込まれるもの等であり，松江市は口頭により指導する。 

   助言は，望ましいというレベルのものであり，松江市は口頭により助言す

る。 

   平成３０年度の実地指導結果報告書を閲覧したところ，同じ指導内容に

ついて事業所によって指導区分が異なるように読めるものがあった。以下，

「指摘」とは「文書指摘」を指し，「指導」とは「口頭指導」を指す。 

   会計について，ある事業所の実地指導結果報告書には，「会計の区分につ

いて区別がされていなかったので，事業所別に会計の区分を行うよう指摘

した。」と記載されていたのに対し，別の事業所の実地指導結果報告書には，

「事業所ごとに会計を区分するよう助言した。」と記載されていた。どちら

の内容も事業所ごとに会計の区分がされていなかったように読める。 
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   これにつき，担当課に確認すると，実地指導結果報告書は，課内部の書類

であり，基準（国が厚生労働省令で定めたもの）がそのまま記載されている

が，指摘と助言は区別されており，複合施設において「会計区分」が事業ご

とに区分されずにひとつの区分で記載されている場合は指摘，会計は区分

されているが，一部費用案分の方法や考え方が誤っている項目があった場

合は助言とのことであった。 

   また，身体的拘束等の適正化のための対策委員会の開催について，ある事

業所の実地指導結果報告書には，「身体拘束適正化検討委員会を３カ月に１

回以上開催するよう指摘した。」と記載されていたのに対し，別の事業所の

実地指導結果報告書には，「身体的拘束適正化委員会を３月に１回以上行う

よう助言。」と記載されていた。 

   これにつき，担当課に確認すると，実地指導結果報告書は，課内部の書類

であり，基準（国が厚生労働省令で定めたもの）がそのまま記載されている

が，指摘と助言は区別されており，委員会が３か月に１回開催されていない

場合は指摘，３か月に１回は開催する委員会が都合により開催時期がずれ

た場合などは助言とのことであった。 

   担当課によれば，同じ指導内容について事業所によって指導区分が異な

るものではないとのことである。 

   担当課による各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は明文

化されていない。 

イ 規範・基準 

   各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準が明確にされている

のであれば，その判断基準を明文化した方が，指導区分の適用の精確性をよ

り向上させることができる。 

   実地指導結果報告書は，次回の実地指導の際に，前回の実地指導における

指導事項の改善状況を確認するためのものであることから，職員が交代す
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る等しても，分かりやすい表現でなければならない。 

ウ 意見 

  担当課によれば，各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は

明確であるから，指導区分の適用の精確性をより向上させるためには，その

判断基準を明文化することが望ましい。 

エ 指摘 

  現在の記載内容では，「ア 現状」で述べたような指摘と助言について，

その記載内容から，担当課が述べるような内容の区別をすることは困難で

あり，むしろ，同じ指導内容について事業所によって指導区分が異なるよう

に読める。 

  担当課によれば，各項目における文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は

明確であるから，各判断基準に沿った記載内容に区別して記載するべきで

ある。会計について，一部費用案分の方法や考え方が誤っている項目があっ

た場合などは，具体的にどの項目においてどのような方法や考え方の誤り

があったのかも記載しておくべきである。 
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Ⅴ 介護保険サービス事業所等関係機関の連携 

 

【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「介護保険サービス事

業所等関係機関の連携」の取り組みについての平成３０年度の実施状況とし

て，「小規模多機能管理者，認知症デイサービス部会，グループホーム部会な

どに定期的に参加し，助言を行った。」としている。進捗状況の評価としては，

「Ａ：順調」とされている。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「引き続き各部会へ参加する。」

としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護保険サービスの充実と質の向上」の「介護保険サービス事

業所等関係機関の連携」の取り組みについての課題と対策として，「部会への

参加者が少なくなり，会議の存続が検討されている。」としている。 

 

第１ 介護保険事業所連絡会の開催を通じた事業所の組織化 

１ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護保険サービス事業所等関係機関の連携のため,「介護保険

事業所連絡会の開催を通じた事業所の組織化」をすることとされ，具体的に

は， 

 

介護保険事業所の横のつながりを形成し，情報の共有化と事業所間の連

携を推進するため，連絡会を開催して事業所の組織化を図ります。 
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とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   介護保険課 

【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

【実施内容】 

介護保険事業所連絡会は，事業所が主催する情報交換・勉強会である。事

務局は事業所が持ち回りで担当している。松江市は，開催場所として市役所

の会議室を提供し，介護保険課職員がオブザーバーの立場で出席している。 

 ３ 実施状況 

   平成３０年度に実施された介護保険事業所連絡会は，次のとおりである。 

（１）小規模多機能型居宅介護事業所管理者会 

   平成３０年４月１７日  １４：００～１４：４０ 事業所出席者８名 

   平成３０年７月１７日  １４：００～１４：４０ 事業所出席者５名 

   平成３０年１０月１６日 １４：００～１４：４０ 事業所出席者４名 

   平成３１年１月１５日  １４：００～１４：３０ 事業所出席者５名 

   平成３１年３月１２日  １４：００～１５：００ 事業所出席者８名 

（２）地域密着型通所連絡会（認知症対応型通所介護事業所連絡会） 

平成３０年８月２２日 １３：００～１４：２０ 事業所出席者３名 

 ４ 監査の結果 

   【介護保険事業所連絡会への主体的関与（意見）】 

 ア 現状 

小規模多機能型居宅介護事業所管理者会，地域密着型通所連絡会（認知症

対応型通所介護事業所連絡会）のどちらの連絡会についても，松江市内の当
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該介護保険サービスを提供する事業所のうちのごく一部事業所しか参加し

ていない。地域密着型通所連絡会（認知症対応型通所介護事業所連絡会）は，

参加者が少なく中止になった回もある。どちらの連絡会においても参加者

が少ないことが問題視されている。 

また，小規模多機能型居宅介護サービスと認知症対応型通所介護サービ

ス以外の介護保険サービスにおいては，連絡会が開催されていない。 

松江市が連絡会を主催する予定はない。松江市としては，事業所が主体的

に課題を持ち寄り議論しなければ意味がなく，松江市が主催すると松江市

がアナウンスするだけの会になってしまうと危惧しているからである。 

 イ 規範・基準 

   計画では，「介護保険事業所の横のつながりを形成し，情報の共有化と事

業所間の連携を推進するため，連絡会を開催して事業所の組織化を図」るこ

ととされている。 

 ウ 意見 

   松江市が主体となって，介護保険サービス事業所ごとに，介護保険事業所

連絡会を開催することが望ましい。 

   確かに，松江市の危惧する点も否定はしない。しかし，連絡会が開催され

ていない介護保険サービスについては，まず連絡会を開催することが重要

である。小規模多機能型居宅介護事業所管理者会，地域密着型通所連絡会

（認知症対応型通所介護事業所連絡会）についても，存続が危ぶまれる状況

であり，出席する事業所を増やし，活性化することが重要である。 

   現状，事業所が主催する形式では行き詰っているのであるから，松江市が

主体となって，介護保険サービス事業所ごとに，介護保険事業所連絡会を開

催し，参加者確保に努めることが望ましい。 
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第２ ブロック連絡会への参加・連携 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護保険サービス事業所等関係機関の連携のため，「ブロック

連絡会への参加・連携」をすることとされ，具体的には， 

 

地域包括支援センターが主催する，介護保険事業所を対象にしたブロッ

ク連絡会を開催し，制度等について説明を行い，周知を図ります。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   健康政策課 

【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

【実施内容】 

地域包括支援センターが，介護保険事業所を対象としてブロック連絡会

を開催し，制度等の説明，周知を図るものである。 

 ３ 実施状況 

   平成３０年度は，平成３０年４月２３日，平成３０年９月２１日，平成３

１年２月２６日，合計３回開催された。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第５章 介護人材の育成・確保の取り組みの強化 

 

  松江市では，今後，７５歳以上の高齢者が増加することに伴い，介護サービ

スを必要とする高齢者も大幅に増加することが見込まれており，将来にわた

り安定的に介護サービスを提供するためには，介護人材の確保が不可欠であ

るところ，松江市は，介護人材の確保，介護人材の定着，介護人材の育成の３

つの視点に立ち，介護現場に働く人材確保に向けた取り組みを推進していく

こととされている。 

  計画では，このような観点から，基本方針１「高齢者の住まいと介護サービ

スの充実強化」の中の「（３）介護人材の育成・確保の取り組みの強化」にお

いて，①介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のための８つの取り組

み，②介護職場の環境整備のための４つの取り組みを行うこととしている。 

 

Ⅰ 介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「介護人材の育成・確保の取り組みの強化」の「介護現場で働

く従事者の質の向上と人材確保」の取り組みについての平成３０年度の実

施状況として，「定期的に事例検討会を開催した。」「２月にケアプランの作

成に関する研修会を開催した。」「介護人材確保検討会議を開催し，人材の確

保について検討を行った（計５回）。」「市内介護事業所へ介護人材確保に関

するアンケート調査を実施（対象数：３５６件，回答数：２３９件）。」とし

ている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「引き続き事例検討会，ケア
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マネ研修会を開催し，質の向上を図る。」「介護人材確保検討会議については，

事業所と連携して実施する事業スケジュールに合わせ定期的に開催する。」

「現在行っている中学生を対象とした介護職場体験の拡充。」「県福祉人材

センターと連携し，中学校における福祉事業をモデル的に開催する。」とし

ている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「介護人材の育成・確保の取り組みの強化」の「介護現場で働

く従事者の質の向上と人材確保」の取り組みについての平成３０年度の課

題と対策として，「要介護者の自立支援に資するケアプラン作成が出来るよ

う，引き続き研修会を行う。」「人材確保については引き続き事業所のニーズ

を確認しながら，事業所と連携して進める。」としている。 

 

第１ ケアマネジャー等研修会の開催 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「ケアマ

ネジャー等研修会の開催」をすることとされ，具体的には， 

 

ケアマネジャー等を対象とした，事例検討やケアプラン作成に関する研

修会を行い，ケアマネジャー等の質の向上を図ります。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課 

 【実施事業】 
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   給付適正化事業の中で予算化されている。 

 【実施内容】 

   ケアマネジャー等を対象とした事例検討やケアプラン作成に関する研修

会である。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   第４章Ⅳ「第３ 給付適正化事業の充実」の中で予算化されている。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，平成３０年８月３１日に行政とケアマネ協会との意見

交換会，平成３１年２月８日に松江市と地域包括支援センター，松江地域介

護支援専門員協会が連携し，松江市ケアマネジャー研修会が開催された。 

 ４ 監査の結果 

   【目標値達成への取り組み（意見）】 

 ア 現状 

   ケアマネジャー等の研修会の開催回数について，現状では，年２回開催に

留まっている。 

 イ 規範・基準 

計画では，ケアマネジャー等の研修会の開催回数について，平成２９年度

は年２回開催であったところ，令和２年度までに年３回開催とするよう目

標値が設定されている。 

 ウ 意見 

   令和２年度までに，年３回開催となるよう，新たな研修会について，内容

等を，ケアマネジャー協会とも協議のうえ，取り組むことが望ましい。 

 

第２ 医師やケアマネジャー等多職種の合同研修会の開催 

 １ 実施事業の位置づけ 
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   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「医師や

ケアマネジャー等多職種の合同研修会の開催」をすることとされ，具体的に

は， 

 

医師とケアマネジャーとの合同研修会を開催することにより情報の共

有化や，ケアマネジャーの医療知識向上を図り，医療との連携を図ります。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   多職種連携について～市内の病院と施設の種類と機能～ 

 【実施内容】 

   松江市医師会・松江地域介護支援専門員協会合同研修会を（主催：松江市

医師会 松江地域介護支援専門員協会，共催：松江市健康部・健康政策課 

松江市在宅医療・介護連携支援センター）を年１回開催している。地域包括

支援センターは，研修周知や開催の準備をしている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   平成３０年度の予算は１９０千円，同年度の決算は１６９千円である。 

 【実施状況】 

   平成３１年１月２６日，第１５回松江市医師会・松江地域介護支援専門員

協会合同研修会が開催された。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第３ 地域包括支援センターによるケアマネジャー支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「地域包

括支援センターによるケアマネジャー支援」をすることとされ，具体的には， 

 

処遇困難事例等を早期に課題解決につなげるため，包括支援センターが

参画してケアマネジャーを支援します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   地域包括支援センターの日常業務として，ケアマネジャーからの相談に

対し支援を実施するものである。 

 ３ 監査の結果 

  本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

 

第４ 介護職員等による，たんの吸引等の適切な実施に向けた支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「介護職

員等による，たんの吸引等の適切な実施に向けた支援」をすることとされ，
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具体的には， 

 

松江市では喀痰吸引できる介護職員等が不足しているため，喀痰吸引研

修費用の補助制度の創設や，保健所，市，センター，関係介護事業所等に

よるプロジェクトチームを発足し課題に対処します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

喀痰吸引等研修事業費補助金事業 

 【実施内容】 

平成３０年度において，喀痰吸引等研修事業費補助金事業が創設された。 

   指定介護サービス事業所等が，その所属する介護職員に対し，認定特定行

為業務従事者の資格を取得するために必要な研修受講料を負担又は補助す

る事業を実施した場合に，実施事業に要する経費の一部について補助金を

交付するものである。 

   補助金の交付の対象となる費用は，島根県及び登録研修期間等が実施す

る喀痰吸引等研修の受講費（テキスト代及び保険代を含む。交通費は含まな

い。）であり，研修受講者１名につき，研修費用の２分の１と上限額の少な

い方の金額が補助金として交付される。第１号研修及び第２号研修は上限

６万円，第３号研修は上限３万円である。また，１補助事業所につき，交付

対象経費となる研修受講者は４名が上限である。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 



82 

 

   喀痰吸引等研修事業費補助金事業の平成３０年度の予算は６００千円，

同年度の決算は３８千円である。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，２事業所，合計５名について，第１号研修・第２号研修

の費用につき補助金を交付した。 

   計画においては，「特定の者の喀痰吸引できるヘルパー数」（第３号）につ

いて，平成２９年度の６２名から平成３２年度までに９０名とするよう目

標値が設定されており，「不特定多数の喀痰吸引できるヘルパー数」（第１

号・第２号）について，平成２９年度の４６０名から平成３２年度までに４

７０名とするよう目標値が設定されている。「特定の者の喀痰吸引できるヘ

ルパー数」について，平成３０年度末時点で８９名，「不特定多数の喀痰吸

引できるヘルパー数」について，平成３０年度末時点で５７９名となってい

る。 

   保健所，市，在宅医療・介護連携支援センター，関係介護事業所等による

プロジェクトチームは発足されていない。 

 ４ 監査の結果 

【プロジェクトチーム発足の検討・協議過程の記録化（意見）】 

 ア 現状 

   保健所，市，在宅医療・介護連携支援センター，関係介護事業所等による

プロジェクトチームは発足されていない。 

   プロジェクトチームについて，どのような協議過程を経て現在まで発足

に至っていないのかにつき記録はない。 

   一方，喀痰吸引等研修については，実地研修を医療機関で行わなければな

らないが，現在，松江市内では受け入れ先医療機関がないという課題がある。

平成３０年度の２事業所５名は，その事業所が独自で受け入れ先医療機関

を用意して実地研修を行ったものである。 
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 イ 規範・基準 

行政計画は，行政機関が，行政上の目標を設定し，その目標を達成するた

めの手段を総合することによって示された行政活動基準であるとされる。

そのため，行政計画は行政活動の自己統制手段としての意義を有し，各行政

機関による個々の施策・事業についての裁量権を統制するものである。した

がって，行政計画は，合理的な理由がない限り，実施されるべきである。 

   本計画では，「保健所，市，センター，関係介護事業所等によるプロジェ

クトチームを発足し課題に対処」することとされている。 

 ウ 意見 

現在の松江市においては，事業所が独自で開拓しない限り，実地研修の受

け入れ先医療機関がないという課題が存在する。 

計画では，課題に対処するため，プロジェクトチームの発足が明記されて

いる。 

課題がある以上，プロジェクトチームの発足を検討することが望ましい。 

   また，計画には，プロジェクトチームの発足が明記されており，計画の重

要性からすれば，最終的に発足に至らなかった場合に事後的な検証・見直し

を行うために，その協議過程は記録化されることが望ましい。 

 

第５ 介護に携わる専門職のスキルアップ研修 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「介護に

携わる専門職のスキルアップ研修」をすることとされ，具体的には， 

 

介護従事者のための医療知識・制度講座，事例検討会等を開催し，医療

との連携を推進するとともに，介護保険サービス事業所間の連携を図り，

介護従事者の質の向上を図ります。 
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とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課・健康政策課 

 【実施事業】 

介護に携わる専門職のスキルアップ研修事業 

 【実施内容】 

   介護従事者向けの研修会を実施するものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   平成３０年度の予算は９２千円，同年度の決算は５２千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年５月１４日，「こんなところが変わった！地域の医療・介護～

２０１８年診療報酬・介護報酬改定～」と題する研修会が開催された。 

   平成３０年６月８日，「地域包括ケア病棟について」と題する研修会が開

催された。 

   平成３０年１２月１２日，「まめネットについて」と題する研修会が開催

された。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第６ （仮称）介護人材確保検討会議の開催 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「（仮称）

介護人材確保検討会議の開催」をすることとされ，具体的には， 
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介護人材の確保に向けた具体的な方策を検討し，中長期的な視点で取り

組んでいくため，介護事業所や養成機関，行政等の関係機関で構成する

「（仮称）介護人材確保検討会議」を開催します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

介護人材確保対策事業 

 【実施内容】 

介護人材不足に対処するため，平成３０年度に，介護人材確保検討会議

が立ち上げられた。介護人材確保検討会議は，介護人材の確保・育成・定

着のための課題の整理，介護事業所が行う取り組み，必要な行政の支援，

関係機関が連携して取り組む事項等を検討するものである。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

平成３０年度の予算は２３３千円，同年度の決算は１０４千円であった。

１０４千円は郵送料であり，介護事業所へアンケート調査分が大半を占め

る。 

【実施状況】 

   ５回の会議が開催された（検討会議２回，ワーキング会議３回）。８月

には，松江市内の介護事業所を対象としたアンケート調査が実施された。 

 ４ 監査の結果 
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   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第７ 小中学生への社会教育の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「小中学

生への社会教育の推進」をすることとされ，具体的には， 

 

小中学生に対し，介護職場での職場体験や各種行事での触れ合いを通

じて介護職に対する魅力を伝え，介護を担う人材の裾野の拡大に努めま

す。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   職場体験等によって，小中学生へ介護職の魅力を発信するものである。 

 ３ 実施状況 

   中学生を対象とした介護職場体験について，平成３０年度の介護人材確

保検討会議を経て，拡充を図った結果，松江市内１００事業所が受け入れ可

能となった。また，平成３０年度の介護人材確保検討会議を経て，平成３１

年度には，介護職の方々に中学校へ出前講座を行ってもらう取り組みを行

うこととなった。 

 ４ 監査の結果 
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   【小学生を対象とした介護職の魅力発信事業（意見）】 

 ア 現状 

   中学生を対象とした介護職の魅力発信事業は取り組まれているが，小学

生を対象とした魅力発信事業はない。 

 イ 規範・基準 

行政計画は，行政機関が，行政上の目標を設定し，その目標を達成するた

めの手段を総合することによって示された行政活動基準であるとされる。

そのため，行政計画は行政活動の自己統制手段としての意義を有し，各行政

機関による個々の施策・事業についての裁量権を統制するものである。した

がって，行政計画は，合理的な理由がない限り，実施されるべきである。 

   本計画では，小学生も対象としている。 

 ウ 意見 

   小学生を対象とした，介護職への理解を深めるための事業を企画するこ

とが望ましい。 

 

第８ 各種資格取得・研修参加に対する支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保のため，「各種資

格取得・研修参加に対する支援」をすることとされ，具体的には， 

 

質の高い介護サービスを安定的に提供するため，各種の資格取得や研修

参加に対する費用を助成することで介護を担う人材のスキルアップを図

ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 
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 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

喀痰吸引等研修事業費補助金事業 

 【実施内容】 

   各種の資格取得や研修参加に対する費用の助成である。現在，喀痰吸引等

研修事業費補助金事業がある。 

 ３ 実施状況 

   本章Ⅰ「第４ 介護職員等による，たんの吸引等の適切な実施に向けた支

援」のとおり。 

４ 監査の結果 

   【費用助成の対象となる資格・研修の検討（意見）】 

 ア 現状 

   現在，費用助成の対象となるのは，喀痰吸引等研修のみである。 

 イ 規範・基準 

行政計画は，行政機関が，行政上の目標を設定し，その目標を達成するた

めの手段を総合することによって示された行政活動基準であるとされる。

そのため，行政計画は行政活動の自己統制手段としての意義を有し，各行政

機関による個々の施策・事業についての裁量権を統制するものである。した

がって，行政計画は，合理的な理由がない限り，実施されるべきである。 

   本計画では，「各種の資格取得や研修参加に対する費用を助成する」こと

とされている。 

 ウ 意見 

   他に費用助成の対象とすることが適切な資格・研修があるか否かにつき，

検討することが望ましい。 
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Ⅱ 介護職場の環境整備 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「介護人材の育成・確保の取り組みの強化」の「介護職場の環境

整備」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「介護人材確保

検討会議（計５回）の中で，検討し，平成３１年度は介護職場のＰＲを強化す

ることとした。」としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされて

いる。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「介護ロボット等職場環境の改

善につながる設備等の開発について，市内ものづくり企業と検討を行う。」「市

内の教育機関と市内事業所が連携した介護技術コンテストやイベントを開催

し，若年層の雇用確保や介護職場のＰＲを行う。」「認定制度，表彰制度につい

ても検討を行い可能なものから実施する。」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護人材の育成・確保の取り組みの強化」の「介護職場の環境

整備」の取り組みについての平成３０年度の課題と対策として，「介護事業所

における負担軽減の具体的なニーズの把握」「介護事業所における実効性」「介

護職員の負担軽減や表彰制度について具体策を引き続き検討する。」としてい

る。 

 

第１ 介護ロボット等の導入支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護職場の環境整備のため，「介護ロボット等の導入支援」を
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することとされ，具体的には， 

 

介護現場で働く職員の負担軽減を図り，働きやすい職場環境づくりのた

めの介護ロボット等の導入を支援します。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   介護現場で働く職員の負担軽減のための介護ロボット等の導入の支援で

ある。 

 ３ 実施状況 

   介護ロボットの導入について，現時点で積極的な事業所はない。松江市は，

その理由としては，導入にかかるコスト面の負担が大きいこと，装着の手間

がかかり作業効率が悪いことなどが考えられるとしている。 

   松江市は，介護ロボット等の開発について，市内のものづくり企業と検討

を行うこととした。 

 ４ 監査の結果 

  本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第２ 介護事業所認定制度の創設 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護職場の環境整備のため，「介護事業所認定制度の創設」を
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することとされ，具体的には， 

 

人材育成や働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる介護事業所の

認定制度を創設し，介護人材の定着につなげていきます。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   介護事業所認定制度の創設である。 

 ３ 実施状況 

   「介護事業所認定制度の創設」に向けて，松江市として，具体的な計画に

基づいた行動がとられているわけではない。 

   計画に挙げられている「介護事業所認定制度」とは，国が都道府県に対し，

実施を求めている「人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度」のこ

とを指している。実施主体は県である。島根県は現時点では「人材育成等に

取り組む介護事業者の認証評価制度」を実施していない。 

 ４ 監査の結果 

【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

 ア 現状 

「介護事業所認定制度の創設」に向けて，松江市として，具体的な計画に

基づいた行動がとられているわけではない。 

 イ 規範・基準 
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本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。 

行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃ

ｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随時見直し，検討がなされるこ

とが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

   計画に挙げられている「介護事業所認定制度」とは，県が実施主体となる

「人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度」であり，島根県がまだ

実施していないとしても，計画に「介護事業所認定制度の創設」を記載する

以上は，「人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度の創設」に向け

て，松江市として，どのような行動をするのか（県や介護事業所等への働き

かけ等）について，計画の策定，運用，進行管理のサイクルを立て，実行す

るとともに，随時見直し，検討がなされなければならない。 

   松江市として，「介護事業所認定制度の創設」＝「人材育成等に取り組む

介護事業者の認証評価制度の創設」に向けた計画の策定，運用，進行管理を

すべきである。 

 

第３ 介護従事者の表彰制度の創設 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護職場の環境整備のため，「介護従事者の表彰制度の創設」

をすることとされ，具体的には， 

 

同一事業所において，一定期間従事した方に対する表彰制度を創設する

ことで介護人材の定着・離職防止を図ります。 
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とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   介護従事者の表彰制度の創設である。 

３ 実施状況 

   現在，検討段階である。 

 ４ 監査の結果 

  本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第４ 「介護の日」のＰＲ及び介護職場に関する情報提供 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護職場の環境整備のため，「『介護の日』の PR及び介護職場

に関する情報提供」をすることとされ，具体的には， 

 

１１月１１日の「介護の日」や介護職場の魅力をＰＲし，介護職のイメー

ジアップを図ります。 

 

とされている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 
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松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   「介護の日」のＰＲや介護職場の魅力発信をするものである。 

 ３ 実施状況 

   平成３１年度から介護事業所と連携してＰＲイベントを実施している。 

 ４ 監査の結果 

  本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第６章 介護予防・重度化防止の取り組みの推進 

 

  介護保険制度の改正により，松江市は平成２９年４月から「介護予防・日常

生活支援総合事業（総合事業）」を開始した。総合事業は，元気な高齢者から

要支援者まで一体的に介護予防に取り組むもので，介護サービス事業者のほ

か，地域住民やＮＰＯなど多様な主体による多様なサービスの提供体制を構

築し，高齢者の社会参加や住民主体の通いの場を中心とした事業の充実を図

ることとしている。 

  計画の中では，このような観点から，基本方針２「健康づくりと介護予防の

推進・認知症対策」の中の「介護予防・重度化防止の取り組みの推進」におい

て，①介護予防・日常生活支援総合事業の充実のための６つの取り組み，②一

般介護予防事業の拡充・推進のための６つの取り組み，③介護予防の啓発推進

のための１つの取り組みを行うこととしている。 

 

Ⅰ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「介護防止・重度化防止の取り組みの推進」の「介護予防・日常

生活支援総合事業の充実」の取り組みについての平成３０年度の実施状況と

して，「サービスＡ（従前より緩和した基準のサービス），サービスＢ（住民主

体型サービス）の指定事業所・登録団体，利用者とも少ない。」とし，１２月

末時点で，サービスＡ指定事業所（訪問４，通所３），サービスＡ延べ利用者

（訪問１０８，通所２），サービスＢ登録団体（訪問３，通所１１），サービス

Ｃ延べ利用者（訪問０，通所２０）としている。進捗状況の評価としては，「Ｃ：

遅れている」とされている。 
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 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「緩和型サービス利用が基本と

なるよう，見直しを進める。」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護防止・重度化防止の取り組みの推進」の「介護予防・日常

生活支援総合事業の充実」の取り組みについての平成３０年度の課題と対策

としては，「依然として従前相当型サービスの利用が多いため，緩和型サービ

ス利用を基本とし，国県交付金の上限額を超過しないよう見直しを図る必要

がある。」としている。 

 

第１ 介護予防の充実による高齢者の自立支援，重度化防止 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，介護予防・日常生活支援総合事業の充実のため，「介護予防の

充実による高齢者の自立支援，重度化防止」をすることとされ，具体的には， 

 

生活機能の低下した高齢者に対して，自立支援の理念を踏まえて「心身機

能」「活動」「参加」のそれぞれの要素を充実していけるように取り組みを行

います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

  介護保険課 

【実施事業】 

「介護予防の充実による高齢者の自立支援，重度化防止」という本章全体
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のスローガンにあたる。具体的に予算措置が講じられ実施されている事業

は，本章の各事業ということとなる。 

 ３ 実施状況 

   本章の各事業の実施状況のところで記載する。 

４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第２ 介護予防ケアマネジメントの実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，介護予防・生活支援サービス事業の充実のため，「介護予防ケ

アマネジメントの実施」をすることとされ，具体的には， 

 

高齢者の自立支援，重度化防止等に資するようにケアマネジメントが行

われるよう，また高齢者自身の気づきによる生活意欲を引き出すセルフマ

ネジメントを実施します。 

また，介護支援専門員を対象とした研修会・事例検討会等の開催を検討し

ます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

 介護保険課 

【実施事業】 

   介護予防ケアマネジメント事業 

【実施内容】 

  介護予防ケアマネジメントは，高齢者の自立支援を目的として，基本チェ
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ックリスト２５項目の質問に回答し該当者と判断される者（ただし，要支援

２相当まで）に対し，その状況に応じて，介護予防に向けたケアを検討しケ

アプランを作成するものである。 

   介護予防ケアマネジメント事業は，地域包括支援センター（社会福祉法人

松江市社会福祉協議会）へ業務委託されている。 

   その他，介護支援専門員を対象とした研修会・事例検討会を開催するもの

である。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   介護予防ケアマネジメント事業の平成３０年度の予算は５６，８３０千

円，同年度の決算は５２，２９４千円であった。 

   介護支援専門員（ケアマネジャー）を対象とした研修会は，第四章Ⅳ第３

「給付適正化事業の充実」の中で予算化されている。 

 【実施状況】 

   ケアマネジメントＡ（介護予防支援に準じた形で，原則的に行う介護予防

ケアマネジメントで，指定事業所のサービス利用，または短期集中の通所サ

ービス・訪問サービスの利用の場合に行われるもの）の平成３０年度の実績

は１１，７６０人であった。 

   初回加算の平成３０年度の実績は５６２人であった。 

   小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の平成３０年度の実績は３人で

あった。 

   ケアマネジメントＣ（緩和した基準による介護予防ケアマネジメントで

あって，基本的にサービスの利用又は，地域の予防活動その他の活動への参

加の開始時にのみ行われるもの）の平成３０年度の実績は６人であった。 

   また，平成３１年２月８日，松江市と地域包括支援センター，松江地域介

護支援専門員協会が連携し，介護支援専門員（ケアマネジャー）を対象とし
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た研修会が開催された。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ サービスＡ（緩和型）への移行促進 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，介護予防・生活支援サービス事業の充実のため，「サービスＡ

（緩和型）への移行促進」をすることとされ，具体的には， 

 

訪問型サービスＡ指定事業所および従事者研修の修了者の充実を図り，

従来型サービスから緩和型サービスへの利用の移行拡大を図ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   訪問型サービスＡ 

   通所型サービスＡ 

 【実施内容】 

   松江市介護予防・日常生活支援総合事業の一つである。 

   訪問型サービスＡは，身体介護（入浴，排せつ等）を含まない，掃除・洗

濯・食事の準備や調理等の生活援助サービスを提供するものである。通所型

サービスＡは，通所介護事業所により，生活機能維持を主とした短時間のサ

ービスを提供するものである。 

   松江市は，計画において，サービスＡへの移行を促進し，利用の移行拡大
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を図るものである。 

   計画では，サービスＡ指定事業所数について，平成２９年度は訪問４事業

所・通所４事業所であったところ，平成３２年度までに訪問１６事業所・通

所１６事業所とする目標値が設定されている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   訪問型サービスＡの平成３０年度の予算は２，５３４千円，同年度の決算

は２，３２７千円であった。通所型サービスＡの平成３０年度の予算は２，

４０３千円，同年度の決算は２９千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度１２月末時点において，サービスＡ指定事業所数は，訪問４

事業所・通所３事業所であり，平成２９年度よりも減少している。サービス

Ａへの移行は進んでいない。 

   松江市は，今後，従来型サービスとサービスＡ（緩和型）との該当者の線

引きをする仕組みを導入する予定である。そうすると，従来型サービスを受

けている者の８割程度がサービスＡ（緩和型）に該当する見込みである。平

成３１年度には４月，５月に従来型事業所向けの説明会を行い，事業所とし

てサービスＡに対応可能か否かをアンケートしたが，現時点では，線引きを

する仕組みを導入した場合，サービスＡに対応する事業所が足りない状況

になると推測される。そのため，サービスＡに対応する事業所の確保が優先

であり，線引きをする仕組みを導入する目途は立っていない。 

 ４ 監査の結果 

   【具体的な計画の策定（意見）】 

 ア 現状 

   現在，サービスＡへの移行は進んでいない。松江市は，今後，従来型サー

ビスとサービスＡ（緩和型）の線引きを行う仕組みを導入する予定であるが，
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現状で導入した場合，サービスＡに対応する事業所が足りなくなると推測

されるため，サービスＡに対応する事業所の確保が優先であり，線引きをす

る仕組みを導入する目途は立っていない。 

 イ 規範・基準 

国では，高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて

自立した日常生活を営むことができるよう，医療・介護・介護予防・住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム

の構築を推進しており，松江市においても，本計画を「地域包括ケア計画」

と位置付けて，第６期計画の「地域包括ケアシステム構築にむけた取り組み」

をさらに進化・推進させるとしている。 

介護予防・日常生活支援総合事業は，地域包括ケアシステムの介護予防，

日常生活支援を豊かにしていくための事業であり，重要である。 

 ウ 意見 

   松江市の試算によれば，従来型サービスを受けている者の８割程度がサ

ービスＡ（緩和型）に該当する見込みであり，潜在的にサービスＡ利用者は

存在する。 

   そうである以上，サービスＡへの移行促進に向け，線引きをする仕組みを

導入する時期の目途を立て，それに向けてサービスＡに対応する事業所を

確保する具体的な計画の策定を行うことが望ましい。 

 

 

第４ サービスＢ（住民主体型）への移行促進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護予防・生活支援サービス事業の充実のため，「サービスＢ

（住民主体型）への移行促進」をすることとされ，具体的には， 
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地域への情報提供や説明を定期的に行い，地域での支え合いの体制づく

りに取り組み，従来型サービスから住民主体サービスへの利用の移行拡大

を図ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   訪問型サービスＢ 

   通所型サービスＢ 

 【実施内容】 

   訪問型サービスＢは，住民ボランティアの団体等による身体介護を伴わ

ない生活援助（掃除・ごみ出し等）である。 

   通所型サービスＢは，住民ボランティア団体等が開催する，健康増進や介

護予防を主目的とした会への参加である。 

   松江市は，住民ボランティア団体等は，事業立ち上げ費，その後の運営費

につき，申請により，補助金を交付する（松江市総合事業住民主体サービス

立ち上げ支援補助金，同運営費支援補助金）。 

   計画では，サービスＢの登録団体数について，平成２９年度は訪問１団

体・通所８団体であったところ，平成３２年度までに訪問１０団体・通所６

０団体とする目標値が設定されている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   訪問型サービスＢの平成３０年度の予算は１，８１３千円，同年度の決算
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は２０６千円であった。 

   通所型サービスＢの平成３０年度の予算は３，０８９千円，同年度の決算

は１，２６０千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度１２月末時点において，サービスＢの登録団体数は，訪問３

団体・通所１１団体である。この中には実質的に稼働していない団体もあり，

サービスＢへの移行は進んでいない。 

 ４ 監査の結果 

【サービスＢの担い手の育成の検討（意見）】 

 ア 現状 

   サービスＢを実施する団体を増やすため，松江市は，なごやか寄り合い事

業を行っている団体等に声をかけたり，公民館に声をかけ地域でボランテ

ィア活動を行っている方を紹介してもらったりしている。 

   しかし，松江市としては，サービスＢを実施してもらえそうな団体・人物

にはおよそ声をかけ終わったとの認識であり，今のところサービスＢを実

施する団体がこれ以上増える見込みは少ない。 

 イ 規範・基準 

国では，高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて

自立した日常生活を営むことができるよう，医療・介護・介護予防・住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム

の構築を推進しており，松江市においても，本計画を「地域包括ケア計画」

と位置付けて，第６期計画の「地域包括ケアシステム構築にむけた取り組み」

をさらに進化・推進させるとしている。 

介護予防・日常生活支援総合事業は，地域包括ケアシステムの介護予防，

日常生活支援を豊かにしていくための事業であり，重要である。 

 ウ 意見 
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   地域住民が自発的に団体を立ち上げ，サービスＢを実施することが理想

的ではあるが，現状を踏まえると，サービスＢを実施する団体を立ち上げる

担い手の育成をするか否かにつき，今後，検討されることが望ましい。 

 

第５ サービスＣ（短期集中型）の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護予防・生活支援サービス事業の充実のため，「サービスＣ

（短期集中型）の推進」をすることとされ，具体的には， 

 

病後や退院後など一時的な生活機能低下時に，短時間の集中したサービ

スを保健・医療の専門職により実施することで，そのまま介護状態になるこ

とを防止するよう取り組みます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   訪問型サービスＣ 

   通所型サービスＣ 

 【実施内容】 

   訪問型サービスＣは，保健師等の保健の専門職が必要な相談指導等を実

施するものである。松江市の直営事業である。 

   通所型サービスＣは，約３か月間，運動機能向上のための教室に通うもの

である。２事業所へ業務委託している。 

   計画では，サービスＣの延べ利用者数について，平成２９年度は訪問０
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名・通所１３名であったところ，平成３２年度までに訪問１０名・通所１０

０名とする目標値を設定している。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   訪問型サービスＣの平成３０年度の予算は０円，同年度の決算は０円で

あった（直営事業のため０円）。 

   通所型サービスＣの平成３０年度の予算は１，２２５千円，同年度の決算

は５０９千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度１２月末時点のサービスＣの延べ利用者数は，訪問０名・通

所２０名であった。現状では目標値には届いていない。 

   松江市としては，訪問型サービスＣについて，介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）と連携し，低栄養防止など短期集中的なケアが必要な方に保健師等

保健の専門職がアプローチをしていく方法を実施する予定である。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第６ サービスＤ（移送サービス）の新設に向けた研究 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護予防・生活支援サービス事業の充実のため，「サービスＤ

（移送サービス）の新設に向けた研究」をすることとされ，具体的には， 

 

今後一層移動手段がない生活困難者が増加し，外出機会の確保など地域

における移動支援ニーズが高まっていくことが予想されるため，事業実施

に向けた研究を行います。 
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とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   訪問型サービスＤ（移送サービス）の新設に向けた研究である。 

 ３ 実施状況 

   訪問型サービスＤは，通院等の場合における送迎前後の付添支援である。

制約が多く，現状，実現に至っていない。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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Ⅱ 一般介護予防事業の拡充・推進 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「介護防止・重度化防止の取組みの推進」の「一般介護予防事業

の拡充・推進」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「から

だ元気塾は，前年度から２会場増やし３７会場とした。延べ参加人数１５，０

７８人（１２月末時点）。」「歯つらつ健口教室は，前年度並みの参加人数とな

っている。実参加人員８５人（１２月末時点）。」「地域リハビリテーション活

動支援事業は，７月から利用受付を開始し，１２月末で１０件となっている。」

としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「からだ元気塾は，会場数を増

やすとともに，市報や地域でのよびかけ等周知を強化する。」「歯つらつ健口教

室は，今後も参加者を確保するため，歯科医師，地域包括支援センター等で勧

奨する。」「地域リハビリテーション活動支援事業は，３０年度からの新規事業

であり，十分周知されていない。地域，なごやか寄り合いへの呼びかけを徹底

していく。」とされている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

 松江市は，「介護防止・重度化防止の取組みの推進」の「一般介護予防事業

の拡充・推進」の取り組みについての平成３０年度の課題と対策として，「多

くの高齢者の参加が望まれるが，不十分である。特に男性の参加が少ない。社

会参加が介護予防に効果があることなど啓発を行い，参加を促進する必要が

ある。」としている。 
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第１ なごやか寄り合い事業による介護予防の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，一般介護予防事業の拡充のため，「なごやか寄り合い事業によ

る介護予防の推進」をすることとされ，具体的には， 

 

高齢者の閉じこもり防止などを目的に，身近な公民館・集会所等に定期的

に高齢者が集まり，体操やレクリエーション，茶話会等を行い介護予防を推

進します。ボランティアへの支援により，内容の充実や継続実施の支援を強

化します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   松江市なごやか寄り合い事業 

 【実施内容】 

   松江市介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業のうちの地

域介護予防活動支援事業である。 

   松江市なごやか寄り合い事業は，地域の介護予防に関する住民主体の通

いの場の育成及び支援を目的とするものである。 

   地域住民がなごやか寄り合い事業を実施する会を立ち上げ，公民館，集会

所等で，交流，懇談，健康講座，レクリエーション等の活動をする。 

   松江市は，事業の立ち上げ及び運営にあたり，スタッフを派遣し支援をす

る。会の立ち上げから２年目までは，１回３，０００円までの額で，月１回，

年１２回を限度とした会に交流に必要な物品を現物支給する支援もある。 



109 

 

   松江市なごやか寄り合い事業は，松江市社会福祉協議会に業務委託され

ている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   松江市なごやか寄り合い事業の平成３０年度の予算は６，７１４千円，同

年度の決算は６，８９４千円であった。 

   なお，市社協との間では、平成３０年４月１日付けで本事業に係る業務委

託の対価を６，７１４，０００円とする業務委託契約を締結しているが，平

成３１年３月３１日付けで上記対価を６，８９４，９８０円に増額する変更

契約を締結している。 

 【実施状況】 

   新規の会の立ち上げは年１０件程度ある。平成３０年度における会の総

数は３７２会である。 

 ４ 監査の結果 

（１）【委託費の算定における人件費の算定方法の検討（意見）】 

ア 現状 

本事業に係る業務委託契約においては，本業務に携わる市社協の正規職 

１名分の人件費が，当該職員の具体的な給与額で委託費に計上されている 

また，本事業については，年度当初に委託費を６，７１４千円とする業務

委託契約を締結しているが，年度末に改めて委託費を６，８９４千円に増額

する変更契約を締結している。上記変更（委託費の増額）の主たる要因は，

本事業を担当する市社協職員の人件費増（ベースアップ・昇級）によるもの

であり，全体としての増加額は他の費目との差し引き計算の結果，１８０，

９８０円にとどまったものの，実際の人件費増額分は１９１，３１１円であ

る。 

イ 規範・基準 



110 

 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

委託費の中に当該業務に携わる人員の人件費相当額を含める場合，本事

業のように，当該業務を担当する職員の具体的な給与額をもって算定する

方法を採ることも考えられるが，その一方で，実際の担当職員の具体的な給

与額を離れ，当該業務を担当するに十分な能力を有する職員を措定した上

で，そのような職員の給与額を一人工と評価するなどして，「一人工あたり

の給与額×人数」という算式で人件費を算定する方法も考えられる。 

   前者の方法によると，いかなる役職又は地位の職員が当該業務を担当す

るかによって，委託費に占める人件費相当額が変動することになる上，職員

の給与額の相当性（妥当性）を担保するものではない。人事異動やベースア

ップなど委託先側の事情によって事業費（委託費）が変動することになれば，

当該事業の正確な事業規模や事業価値を見誤るおそれが生じるほか，年度

間の業績比較による事業継続判断も困難となり得る。 

   これに対し，「一人工あたりの給与額×人数」という算式で人件費を算定

する方法によれば，上記の弊害を回避することができ，年度間比較にも耐え

うる安定した人件費相当額の算出が可能となるはずである。 

   標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題はあるものの，現状の

算定方法が最も合理的といえるか否か，改めて検討することが望ましい。 

（２）【委託費の事後的な精算を目的とした変更契約締結の適否（意見）】 

ア 現状 

本事業については，年度当初に委託費を６，７１４千円とする業務委託契

約を締結しているが，年度末に改めて委託費を６，８９４千円に増額する変

更契約を締結している。上記変更（委託費の増額）の主たる要因は，本事業

を担当する市社協職員の人件費増によるものであり，全体としての増加額
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は他の費目との差し引き計算の結果，１８０，９８０円にとどまったものの，

実際の人件費増額分は１９１，３１１円である。 

なお，松江市と市社協との間の業務委託契約は，年度末に対価（委託費）

を増額又は減額，精算等するものが大半のようであり，上記のような変更契

約の締結は本事業に限った処理ではない。但し，当初の業務委託契約書には，

契約期間終了日に委託料を精算し，余剰が生じたときは松江市に返還する

との規定は設けられているものの，不足が生じた場合に松江市が追加で委

託料を支払う旨の規定はない。また、変更契約は，あくまで松江市と市社協

との事後的な個別合意に基づいて締結されたという形式が採られている。 

イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

そもそも業務委託契約とは，委託した業務（事務）に対して対価を支払う

契約である。この場合の対価（委託費）の額は，委託事務の内容や量に応じ

て決せられるのが一般的であり，たとえ実際に委託事務の遂行に要した経

費の額が契約当時に予定していた額を超過又は不足した場合でも，契約当

時に予測不可能な事情が生じた場合等の例外的場合でない限り，委託費の

額を事後的に増加又は減少させることはないのが通常である（現に松江市

では，市社協以外を相手方とする業務委託契約において事後的な委託費の

増減額が一般化している事例はほとんどないようである。）。 

そうである以上，市社協が実際に支出した経費の多寡によって年度末に

改めて変更契約を締結し，委託費の額を増減する現在の運用は，一般的な業

務委託契約のあり方を踏まえたとき，特異な処理として違和感が残る。現在

の運用では，結果的に本件事業に係る事業費の一切を松江市が負担してい

ることになり，本事業の実施を松江市直営ではなく市社協に委託している
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意義が失われかねない。そればかりでなく，事後的な精算が予定されている

ために，当初予算額がほとんど意味をなさなくなる。そうすると，予算決定

時（予定価格決定時）における委託費の算定や審査がおろそかになる危険性

があり，適切な業務内容の設定とそれに見合った適切な対価（委託費）の額

の見極めが不十分となるおそれが否定できない。 

市社協との間で業務委託契約を締結するにあたっては，年度末に委託費

の額を増減（精算）する現在の運用の問題点を踏まえ，そのような運用を採

らざるを得ない合理的な理由の有無を再検討するのが望ましい。そして，再

検討の結果，合理的理由が見当たらない場合には，市社協以外を契約相手方

とする他の業務委託契約と同様に，予算段階で緻密な対価（委託費）設定を

行うとともに，当然のように年度末における対価（委託費）の増減額は行う

ことを避け，事後的な対価（委託費）の増減は例外的な処理として位置づけ

る方向性で検討することが望ましい。 

（３）【実施要綱における引用条項の誤記（指摘）】 

 ア 現状 

   なごやか寄り合い事業実施要綱は，第１条に趣旨を定めており，次のよう

な規定となっている。 

   「第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４５第１項第２号に規定する介護予防・日常生活支

援総合事業の一般介護予防事業について，また松江市介護予防・日常生活支

援総合事業実施要綱（松江市告示４３４号平成２８年１２月２６日告示）

（以下「総合事業実施要綱」という。）第１５条第１項一般介護予防事業の

実施について，および松江市介護予防・日常生活支援総合事業一般予防事業

実施要綱第５条第１項第３号に定める地域介護予防活動支援事業のうち松

江市なごやか寄り合い事業の実施に関し，必要な事項を定めるものとする。」 

イ 規範・基準 
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  実施要綱における条項の引用は正しくされなければならない。 

 ウ 指摘 

   なごやか寄り合い事業実施要綱第１条について，「松江市介護予防・日常

生活支援総合事業実施要綱（松江市告示４３４号平成２８年１２月２６日

告示）（以下「総合事業実施要綱」という。）第１５条第１項一般介護予防事

業の実施について」と記載されているところ，正しくは，「松江市介護予防・

日常生活支援総合事業実施要綱（松江市告示４３４号平成２８年１２月２

６日告示）（以下「総合事業実施要綱」という。）第１５条一般介護予防事業

の実施について」である。また，「松江市介護予防・日常生活支援総合事業

一般予防事業実施要綱第５条第１項第３号に定める地域介護予防活動支援

事業」と記載されているところ，正しくは，「松江市介護予防・日常生活支

援総合事業一般予防事業実施要綱第５条第３項に定める地域介護予防活動

支援事業」である。 

実施要綱の引用条項を正確に記載すべきである。 

 

第２ 運動教室や介護予防教室の開催等による介護予防の普及 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，一般介護予防事業の拡充のため，「運動教室や介護予防教室の

開催等による介護予防の普及」をすることとされ，具体的には， 

 

高齢者の運動機能の向上等を目的としたからだ元気塾の開催や，なごや

か寄り合いなどに運動指導士やリハビリテーション専門職等を派遣し，運

動機能を向上する取り組みを行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 
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【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   からだ元気塾事業 

 【実施内容】 

   松江市介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業のうちの介

護予防普及啓発事業である。からだ元気塾は，第１号被保険者が要介護状態

等になることを防止し，又は要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的として

実施する運動教室である。３７会場で週１回開催されている。３事業者に業

務委託（１事業者に３５会場，その他２事業者は１会場ずつ業務委託）をし

て実施されている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   からだ元気塾事業の平成３０年度の予算は１８，６９６千円，同年度の決

算は１７，１１０千円である。 

 【実施状況】 

   実参加者数は７７２人であり，１会場１回あたり，５人～３０人程度の参

加者がおり，年間延べ参加者数は２万人を超える。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ 口腔・低栄養重症化予防事業による介護予防の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，一般介護予防事業の充実のため，「口腔・低栄養重症化予防事

業による介護予防の推進」をすることとされ，具体的には， 
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フレイル対策として，口腔機能の低下や低栄養を防止し，事業を推進する

よう口腔機能向上の教室や講座等を開催します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   口腔機能向上プログラム事業 

 【実施内容】 

   松江市介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業のうちの介

護予防普及啓発事業である。口腔機能向上プログラムは，第１号被保険者が

要介護状態等になることを防止し，又は要介護状態等の軽減・悪化の防止を

目的として実施する高齢期における口腔機能の低下及び口腔機能の向上に

資する専門的な指導である。松江市歯科医師会に業務委託して実施されて

いる。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   口腔機能向上プログラム事業の平成３０年度の予算は３，７３５千円，同

年度の決算は２，６５３千円である。 

 【実施状況】 

   松江市内６１医療機関において，歯つらつ健口教室が開催されている。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第４ 健康づくり活動の推進 

   当該取り組みは，本計画の施策の柱（４）健康づくりの取り組みの強化に

含まれる施策であり，高齢者のみを対象とした施策ではないため，監査の対

象から除く。 

 

第５ 地域リハビリテーション活動の促進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，一般介護予防事業の充実のため，「地域リハビリテーション活

動の促進」をすることとされ，具体的には， 

 

自立支援，重度化防止等に向けた介護予防の取り組みにおいて重要とな

る，通所・訪問サービス事業，地域ケア会議や住民運営の憩いの場等にリハ

ビリテーション専門職等の関与が促進できる仕組みづくりを行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   地域リハビリテーション専門職派遣事業 

 【実施内容】 

   松江市介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業のうちの地

域リハビリテーション活動支援事業である。なごやか寄り合い等の地域住

民の通いの場等にリハビリテーション専門職（理学療法士，作業療法士，言

語聴覚士）を派遣するものである。松江市内の複数の事業所に業務委託して

実施されている。 
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 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   地域リハビリテーション専門職派遣事業の平成３０年度の予算は１，１

２５千円，同年度の決算は１２６千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度途中から実施されたため，平成３０年度の派遣実績は１４

件である。平成３１年度の派遣件数は５０件程度となる見込みである。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第６ 介護予防事業の評価 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，一般介護予防事業の拡充のため，「介護予防事業の評価」をす

ることとされ，具体的には， 

 

なごやか寄り合いやからだ元気塾による各地区での介護予防に資する通

いの場の参加状況や開催内容について，効果の評価を行い，一層の推進を図

ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   一般介護予防事業評価事業 

 【実施内容】 
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   松江市介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業のうちの一

般介護予防事業評価事業である。松江市なごやか寄り合い事業，からだ元気

塾事業の効果の評価を行い，事業へフィードバックするものである。この評

価は，島根大学と連携して実施している。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   一般介護予防事業評価事業の平成３０年度の予算は２，２３２千円，同年

度の決算は２，１４６千円であった。データ入力等を行う嘱託職員の人件費

である。 

 【実施状況】 

   からだ元気塾利用者一人ずつ評価票を作成し，毎年度，随時データ入力を

行い，蓄積されたデータにつき，平成３０年度，解析を実施し，評価が実施

された。 

   この評価事業に協力している島根大学の准教授は，からだ元気塾の運動

プログラム作成にも協力しており，データ解析の評価結果は，運動プログラ

ムにもフィードバックされている。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

  



119 

 

Ⅲ 介護予防の啓発促進 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「介護防止・重度化防止の取組みの推進」の「介護予防の啓発促

進」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「介護予防教室 

口腔機能向上２回開催（１２月末時点），運動機能向上３回開催（１２月末時

点）」「出前講座１２回開催（１２月末時点）」「健康予防手帳配布数１，６００

冊（１２月末時点）」としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とさ

れている。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「高齢者の自発的な健康づくり

に向け，市の地区担当保健師と連携した取り組みも合わせて実施する。」とし

ている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「介護防止・重度化防止の取組みの推進」の「介護予防の啓発促

進」の取り組みについての平成３０年度の課題と対策として，「講話を通じ，

自発的な健康づくりのきっかけとするため，地区担当保健師と連携した地域

での啓発が必要。」としている。 

 

第１ 介護予防に関する意識啓発の促進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   計画では，介護予防の啓発促進のため，「介護予防に関する意識啓発の促

進」をすることとされ，具体的には， 
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介護予防の必要性や介護予防教室についての情報を周知し，介護予防の

意識啓発を図ります。また，介護予防手帳等により自発的な健康づくり，介

護予防の取り組み，セルフマネジメントを推進します。 

 

としている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

 【実施事業】 

   松江市として具体的に予算措置を講じた事業はない。 

 【実施内容】 

   介護予防に関する意識啓発の活動である。 

 ３ 実施状況 

   介護予防教室の周知・実施，出前講座による介護予防の必要性の周知，健

康予防手帳（介護予防手帳も併記されたもの）の配布が実施された。 

 ４ 監査の結果 

   本取り組みについては，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第７章 認知症対策の強化 

 

松江市では，要介護等認定者のうち，認知症高齢者の日常自立度Ⅱ以上の高

齢者が６割以上を占めており，今後も増加することが見込まれることから，認

知症の人とその家族が，その意思を尊重され，住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けられるよう，適切な時期に適切な医療や介護，サポートを受けることが

できる体制を充実させるための取り組み，地域における見守りやインフォー

マルサービス等の拡大・強化に向けた取り組みを行うこととしている。 

計画では，このような観点から，基本方針２「健康づくりと介護予防の推進・

認知症対策」の中の「認知症対策の強化」において，①認知症の早期発見・発

症遅延・重度化防止のための５つの取り組み，②当事者・家族の支援のための

５つの取り組み，③啓発・ネットワークづくりのための５つの取り組みを行う

こととしている。 

 

Ⅰ 認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「認知症対策の強化」の「認知症の早期発見・発症遅延・重度

化防止」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「認知症初

期集中支援事業は２医療機関に委託しており，対応件数６件（１２月末時点）

であった。対応件数が少ないため，必要性が少ないのか必要なケースにつな

がっていないのか検証が必要。」としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：

順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「認知症初期集中支援事業は，
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引き続き２医療機関に委託し，認知症地域支援推進員との連携を図る。」と

している。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「認知症対策の強化」の「認知症の早期発見・発症遅延・重度

化防止」の取り組みについての課題と対策として，「認知症初期集中事業は，

認知症地域支援推進員と連携できておらず，ケース対応後の経過観察など，

連携を図る必要がある。」としている。 

 

第１ 認知症予防に関する取り組みの推進 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止のために「認知症予

防に関する取り組みの推進」することとされ，具体的には， 

 

認知症予防に効果のあるプログラム等の検討や開発を行い，教室等の実

施と効果評価に取り組みます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，「認知症予防に効果のあるプログラム等の検討・開発」の取

り組みのために，具体的に予算措置が講じられ実施している事業はない。 

３ 実施状況 

計画に上げられた経緯は，松江市から，島根大学に対して，認知症予防に
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効果のあるプログラムの開発を提案したが，平成２９年秋頃から島根大学

とは協議が行われていない状況である。認知症予防については，効果のある

プログラムが確立していない。 

４ 監査の結果 

【計画の検討過程の記録化（意見）】 

ア 現状 

前記のとおり，本計画に「認知症予防に関する取り組みの推進」が取り上

げられた経緯は，松江市から島根大学に対して認知症予防に効果のあるプ

ログラム開発を提案したことによる。 

しかし，松江市と島根大学との間の協議は，平成２９年秋頃から行われて

おらず，協議が行われていない理由も把握していない。 

イ 規範・基準 

本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。 

行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃ

ｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随時見直し，検討がなされるこ

とが予定されているものと考えられる。 

ウ 意見 

本計画の行政計画としての側面からすると，策定された計画の進行管理

がなされなければならず，島根大学との協議の経過が把握されていないこ

とは，事後的な計画の見直し・検討が困難となる。 

計画を適切に評価するためにも，計画の策定（島根大学への提案），運用

（島根大学との協議状況）等を記録化しておくことが望ましい。 
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第２ 認知症初期集中支援事業の充実・強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止のために「認知症初

期集中支援事業の充実・強化」することとされ，具体的には， 

 

主たる支援者がいない認知症又はその疑いのある人が，医療や介護につ

ながるよう包括的かつ集中的な支援を行う認知症初期集中支援チームの活

動の充実，関係機関等への周知及び連携強化により，適切な医療や介護につ

ながる支援体制を強化します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

認知症施策推進事業（認知症初期集中支援事業） 

【訪問支援対象者】 

原則として，４０歳以上で在宅生活をしており，かつ，認知症の人又は認

知症の疑いのある人で，医療・介護サービスを受けていない者等又は医療・

介護サービスは受けているが，対応に苦慮している者（松江市認知症初期集

中支援推進事業実施要綱第６条）。 

【実施内容】 

松江市が実施主体であるが，２つの医療機関に業務委託して行っている。

訪問支援対象者の選定は，松江市と地域包括センターで協議して行ってい

る。 

訪問支援対象者に選定された者に対して，認知症初期集中支援チームが
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訪問し，情報収集及び観察・評価を行い，対象者及びその家族への支援を行

う。また，チーム会議を開催し，初期集中支援を実施する。 

松江市は，業務委託料として，訪問１回につき１８，０００円（医師）又

は４，２５０円（専門職）を，会議１回につき６，５００円（医師）又は４，

２５０円（専門職）を，業務委託者の請求に基づき支払う。 

また，松江市は，事務業務委託料として，事務業務委託者に対して年間５

９７，２００円を契約後一括前払いで支払い，契約期間終了日に委託料を精

算する。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

認知症施策推進事業（認知症初期集中支援事業）の平成３０年度の予算は

５，１１５千円が計上されており，同年度の決算は２，２０５千円であった。

そのうち，業務委託契約の平成３０年度の予算は３，８８８千円が計上され，

同年度の決算は９３８千円であり，事務業務委託契約の平成３０年度の予

算は１，２６６千円が計上され，同年度の決算は１，２６６千円であった。 

【実施状況】 

認知症初期集中支援チームのケース訪問は，平成３０年度は１０件であ

り，ケース会議の開催件数は２６回であった。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第３ アセスメントツール等の活用による早期対応 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止のために「アセスメ

ントツール等の活用による早期対応」することとされ，具体的には， 
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認知症の初期症状に早めに気づき，早めに対応するため，アセスメントツ

ール（チェックリスト等）をかかりつけ医，民生児童委員や福祉推進員等へ

配布し，活用を勧めます。また，もの忘れ診察等の活用により早期受診を勧

めます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，平成２８年頃から市のホームページにチェックリストを掲

載している。また，平成２７年頃にチェックリストが掲載されている認知症

ガイドブックを作成し，適宜見直しをしており，平成３０年３月に改訂を行

った。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

平成３０年度の認知症ガイドブック作成の予算は，４１１，０００円が計

上され，１０００部作成し，決算額は３０２，４００円であった。 

【実施状況】 

平成３０年３月に作成した認知症ガイドブック１０００部は，医療機関

に５００部，民生委員に６００部配布し，不足分は一部コピーして配布した。 

認知症ガイドブックは，出前講座においての紹介，地域包括支援センター

において紹介がなされている。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 
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第４ 認知症早期発見ツール（簡易タッチパネル）の活用 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止のために「認知症早

期発見ツール（簡易タッチパネル）の活用」することとされ，具体的には， 

 

タブレット端末を利用した認知機能の検査を行います。もの忘れはある

が，認知症によるものなのか気になる方など，誰でも気軽に利用いただき，

認知症の早期発見に活用していきます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市として，「認知症早期発見ツール（簡易タッチパネル）の活用」の

取り組みのために，予算措置を講じて実施している事業はない。市社協が，

自主財源によりタブレットを購入し，実施している。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市として，予算措置を講じた事業はない。 

【実施状況】 

市社協が，自主財源で購入したタブレットに島根大学が開発した認知症

早期発見ツールをダウンロードし，タブレット端末を健康福祉フェスティ

バルやなごやか寄り合い等に持ち出している。平成３０年度のタブレット

端末の利用回数は２１８回である。また，松江市の行事においても，市社協
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からタブレットを借り受けて，持ち出しをしている。 

松江市でも，タブレットを６台購入し，活用するため，令和２年度の予算

要求を行っている。 

４ 監査の結果 

【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

 ア 現状 

「認知症早期発見ツール（簡易タッチパネル）の活用」の取り組みについて，

松江市として予算措置を講じている事業はなく，同取り組みについては，市

社協の自主財源により実施されている。 

 イ 規範・基準 

本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。 

行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃ

ｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随時見直し，検討がなされるこ

とが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

本計画が行政計画である以上，松江市が実施主体ではない事業について

計画を策定しても，運用，進行管理のサイクルの中での見直し，検討をする

ことは形式的にはできず，松江市と市社協との関係により，事実上行われて

いるにすぎないことになる。 

前記行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みについては，行政が計

画の策定主体となり，目指す地域社会像とその実現に向けて行政が実施す

ることを明示すべきであり，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市とし

てのかかわりを明示すべきである。 
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第５ 認知症にかかる医療機関との連携 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止のために「認知症に

かかる医療機関との連携」することとされ，具体的には， 

 

認知症疾患医療センター，かかりつけ医，認知症サポート医，認知症専門

医療機関，認知症初期集中支援チームの連携を強化し，認知症の早期発見・

発症遅延・重度化予防の取り組みを推進します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，認知症にかかる医療機関との連携の取り組みのために，具体

的に予算措置が講じられ実施している事業はない。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

認知症対策推進部会を年２回開催し，その費用として，介護保険特別会計

から部会長１名に１回６，５００円，その他の委員５名に各１回５，０００

円を支出している。 

【実施状況】 

医療機関とは日々連携を図り，関係構築を行っている。認知症対策推進部

会を年２回開催し，認知症サポート医から２名，ケアマネジャー協会から１

名，精神保健福祉士協会から１名，認知症家族の会から１名，看護師協会か

ら１名，松江市の職員，市社協の職員が参加して，認知症にかかる医療機関
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との連携について協議している。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 
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Ⅱ 当事者・家族の支援 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「認知症対策の強化」の「当事者・家族の支援」の取り組みに

ついての平成３０年度の実施状況として，「認知症ケアパス（ガイドブック）

について，平成２７年度に作成しているが内容を更新し，医療機関や相談支

援者に配布予定。」，「認知症カフェについては，市主催のカフェを立ち上げ，

月１回実施している。市主催カフェを含め市内４か所で開催されている。」

としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「認知症ケアパスについて，

本人や家族向けの分かりやすいパンフレットを作成する。」，「市主催の認知

症カフェについて，引き続き月１回開催する。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「認知症対策の強化」の「当事者・家族の支援」の取り組みに

ついての課題と対策として，「３０年度作成の認知症ケアパスについては，

医療機関等に向けた専門的な内容であり，本人や家族に適したケアパスを

別に作る必要があると医師等から指摘を受けたため，別途作成する。」，「市

主催の認知症カフェについて，より多くの認知症本人やその家族に参加い

ただくため，市報や新聞広告等での周知に加え，個別に働きかけが必要。」

としている。 

 

第１ 認知症ケアパスの見直し，普及 

１ 実施事業の位置づけ 
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計画では，当事者・家族の支援のために「認知症ケアパスの見直し，普及」

をすることとされ，具体的には， 

 

認知症の人やその家族が，認知症の症状に応じ，安心して適切な医療や介

護サービスを受けることができるよう，社会資源等をまとめたケアパス（ガ

イドブック）を適宜見直し，市民や関係（者）機関への周知と活用を推進し

ます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，認知症ケアパスを定期的に見直し，改訂している。認知症ケ

アパスは，チェックリスト等とともに，ガイドブックの中に収録されている。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

平成３０年度の認知症ガイドブック作成の予算は，４１１，０００円が計

上され，１０００部作成し，決算額は３０２，４００円であった。 

【実施状況】 

平成３１年３月に作成した認知症ガイドブック１０００部は，医療機関

に５００部，民生委員に６００部配布し，不足分は一部コピーして配布した。 

認知症ガイドブックは，出前講座においての紹介，地域包括支援センター

において紹介がなされている。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 
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第２ 当事者や家族への支援の強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，当事者・家族の支援のために「当事者や家族への支援の強化」

をすることとされ，具体的には， 

 

認知症の人と家族の会等の周知・紹介，認知症カフェ等の立ち上げの推進

など，認知症の人とその家族の支援を行います。また，介護マークの普及に

取り組みます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，当事者や家族への支援の強化の取り組みのために，具体的に

予算措置が講じられ実施している事業はないが，市主催で認知症カフェを

月１回実施している。また，民間６か所でも，認知症カフェを実施している。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市は，当事者や家族への支援の強化の取り組みのために，特に予算措

置を講じている事業はない。 

【実施状況】 

松江市主催の認知症カフェを月１回実施し，参加者から１００円を徴収

し，お茶を購入している。会場費は，スティックビルで行うため無料である。

参加者は，２０人程度，認知症本人やその家族は２，３人程度，その他は支
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援者や医療機関の介護に携わっている関係者である。 

平成３０年度の参加人数は，延べ２３７人であり，実数は本人１３人，家

族３９人，地域住民２１人であった。 

市報や新聞の情報欄において周知を行っている。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第３ 若年性認知症施策の強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，当事者・家族の支援のために「若年性認知症施策の強化」をす

ることとされ，具体的には， 

 

本人や家族のニーズを把握するとともに，若年性認知症や特有の課題を

市民や関係（者）機関へ周知します。また，ニーズや課題に対応したサービ

スを検討・導入するなど，当事者や家族への支援を図ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，若年性認知症施策の強化の取り組みのために，具体的に予算

措置が講じられ実施されている事業はなく，会議なども行っていない。 

３ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 
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第４ 認知症地域支援推進員による支援体制の強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，当事者・家族の支援のために「認知症地域支援推進員による支

援体制の強化」をすることとされ，具体的には， 

 

認知症地域支援推進員が中心となり，医療機関，介護サービス事業所，地

域包括支援センターや認知症初期集中支援チーム，その他関係者の連携を

図り，認知症の人や家族への相談・支援体制を強化します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，国の地域支援事業実施要綱を受け，認知症地域支援推進員を

平成２９年９月から１人嘱託職員として採用している。 

【実施内容】 

国の地域支援事業実施要綱において，認知症地域支援推進員は，医療機関

や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症

の人やその家族を支援する相談業務，地域において「生きがい」をもった生

活を送れるよう社会参加活動のための体制整備等を行い，当該推進員を中

心として，医療・介護等の強化等による，地域における支援体制の構築と認

知症ケアの向上を図るものとされている。 

これを受けて，松江市では，認知症地域支援推進員の業務内容として，①

認知症（特に若年性認知症）の人への個別的支援と関係機関との連携，②認

知症に関する啓発，③認知症に関する地域の情報収集，④認知症サポーター
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の活動と見守りネットワークの拡大を定めている。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

認知症地域支援推進員の平成３０年度の予算は２，９１８千円が計上さ

れており，同年度の決算は２，４６７千円であった。 

【実施状況】 

平成２９年９月から認知症地域支援推進員を嘱託職員として１人採用し，

主に，認知症サポーター養成講座の運営業務等を行っている。 

４ 監査の結果 

【認知症地域支援推進員の具体的業務の拡充（意見）】 

ア 現状 

松江市における認知症地域支援推進員は，現状，主に認知症サポーター養

成講座の運営業務に従事している。 

イ 規範・基準 

松江市では，前記のとおり，国の地域支援事業実施要綱を受けて，認知症

地域支援推進員の業務内容として，①認知症（特に若年性認知症）の人への

個別的支援と関係機関との連携，②認知症に関する啓発，③認知症に関する

地域の情報収集，④認知症サポーターの活動と見守りネットワークの拡大

を定めている。 

また，本計画においても，認知症ケアパスの見直し，普及（前記第１），

若年性認知症施策の強化（前記第３），認知症にかかる医療機関との連携（後

記第５），地域の見守りネットワークの充実・強化（後記Ⅲ第３）等が松江

市の取り組みとして挙げられている。 

ウ 意見 

認知症地域支援推進員の前記目的・役割からしても，認知症地域支援推進

員の業務内容は，認知症サポーター養成講座の運営業務に限られるもので
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はなく，本計画における松江市の取り組みにおいても，当該推進員の業務と

して従事すべき取り組みがあるので，今後，認知症地域支援推進員の業務に

ついては，その具体的業務内容を拡充することを検討することが望ましい。 

 

第５ 認知症にかかる医療機関との連携 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，当事者・家族の支援のために「認知症にかかる医療機関との連

携」をすることとされ，具体的には， 

 

認知症疾患医療センター，かかりつけ医，認知症サポート医，認知症専門

医療機関，認知症初期集中支援チームの連携を強化し，認知症の早期発見・

発症遅延・重度化予防の取り組みを推進します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

具体的事業等については，前記Ⅰ「第５ 認知症にかかる医療機関との連

携」と同様。 
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Ⅲ 啓発・ネットワークづくり 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「認知症対策の強化」の「啓発・ネットワークづくり」の取り

組みについての平成３０年度の実施状況として，「認知症サポーターについ

ては，４７回（１２月末時点）開催し，このうち市主催の養成講座も１回開

催した。受講者にボランティア参加に対する意向確認を行い，名簿を作成し

た。３月１７日に認知症サポーターステップアップ講座を開催。」，「見守り

ネットワーク事業協力事業所は，９事務所増え，２６事業となった（１２月

末時点）。」，「徘徊ＳＯＳネットワーク（行方不明者情報のメール配信）は，

配信先の登録が３００名増え，９９１件となっている。」としている。進捗

状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「認知症サポーターについて

は，ステップアップ研修等を通じ，実践可能な取り組みを集約する。キャラ

バン・メイト（認知症サポーター養成講座の講師役）フォローアップ研修を

通じ，キャラバン・メイト相互の連絡会・勉強会の立ち上げを検討する。」，

「見守りネットワーク事業協力事業所の増加を推進する。」，「徘徊ＳＯＳネ

ットワーク配信先登録の増加を推進する。本メールで情報発信される認知

症の方等に対し，見守りタグの配布を検討する。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「認知症対策の強化」の「啓発・ネットワークづくり」の取り

組みについての課題と対策として，「認知症サポーターについては，活動の

場がないため，認知症本人の話し相手，外出支援，見守り活動など，具体的
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な活動につながるよう検討する。」，「見守りネットワーク協力事業所数は十

分でないため，金融業や小売業等の事業所を個別に勧奨する。」，「徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク配信先登録数は十分ではないため，見守りネットワーク協

力事業所等に勧奨する。」としている。 

 

第１ 認知症サポーターキャラバンの強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，啓発・ネットワークづくりのために「認知症サポーターキャラ

バンの強化」をすることとされ，具体的には， 

 

認知症への理解を深める「認知症サポーター養成講座」の開催を継続する

とともに，認知症サポーターが活躍することができるよう取り組みを推進

します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市認知症サポーター等養成事業 

【実施内容】 

地域や職域，学校等において，認知症の人と家族を支える認知症サポータ

ーを養成することを目的として，松江市又は各団体が主催の認知症サポー

ター養成講座を開催する。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 
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松江市認知症サポーター等養成事業の平成３０年度の予算は３５４千円

で計上されており，同年度の決算は１９６千円であった。 

【実施状況】 

認知症サポーター養成講座は，平成３０年度６２回実施され，参加人数は

延べ１９２９人であった。団体や企業，学校からの依頼に基づき，認知症地

域支援推進員が講師を手配して派遣している。 

チラシやホームページ，見守りネットワークの事業者会などで周知を行

っており，チラシは自治会や公民館単位で配布している。学校にも周知して

いる。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第２ 認知症に関する情報発信の強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，啓発・ネットワークづくりのために「認知症に関する情報発信

の強化」をすることとされ，具体的には， 

 

認知症の理解や援助，社会資源・ケアパス（認知症ガイドブック），相談

窓口等，認知症に関連する各種情報について，市報・ホームページ等の媒体，

各種集会や講演会等を活用し，市民，関係（者）機関等へ広く周知します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 
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松江市では，認知症に関する情報発信の強化の取り組みのために，具体的

に予算措置が講じられ実施されている事業はない。 

３ 実施状況 

松江市では，認知症ガイドブックの情報等を，適宜，市報・ホームページ

等の媒体に掲載し，また，各種集会や講演会等において活用している。 

４ 監査の結果 

【周知方法の取り組みの必要性（意見）】 

ア 現状 

松江市が周知している情報を得て，地域包括支援センターに相談すると

いう流れはあるものと考えられるが，情報を取得した契機の調査までは行

っていない。また，高齢者見守りネットワークの事業者から相談窓口がわか

らないとの意見もあった。 

イ 規範・基準 

周知方法については，費用対効果の側面もあり，一概に最善の方法を決め

ることは困難であり，また，その効果を測定することは困難であると考えら

れる。 

しかし，現在の周知方法の問題点や改善点を随時検討することは必要で

あり，どこで情報を得たか，また，高齢者福祉の事業に参加している職員や

市民等にどの程度認識されているか等の調査を行うことによって，より効

果的な周知方法を検討する必要はある。 

ウ 意見 

松江市での他の取り組みを行っている職員や市民等にどの程度認知され

ているか，また，相談窓口に来た人がどのような媒体により情報を得たか等

の調査を行うことにより，より効果的な周知方法を検討することが望まし

い。 
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第３ 地域の見守りネットワークの充実・強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，啓発・ネットワークづくりのために「地域の見守りネットワー

クの充実・強化」をすることとされ，具体的には， 

 

認知症の人を含む高齢者を見守り，必要な支援が提供できるように民間

事業者や地域住民等で構成する団体との連携・支援を行い，地域の見守り等

の体制を強化します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【事業】 

松江市地域における高齢者の見守りネットワーク事業 

【実施内容】 

松江市内で事業を実施する民間事業者等で，地域における高齢者の見守

りネットワーク事業の目的を理解し，松江市と協定を締結した協力事業者

が，日常業務の範囲内において，地域の高齢者（おおむね６５歳以上）に対

して，「さりげない見守り」を行い，何らかの異常を発見した場合は，地域

包括支援センターに連絡する。 

事業内容としては，⑴見守りネットワーク構築の推進，⑵地域包括ケアシ

ステムの構築，⑶認知症施策の推進及び啓発ネットワークづくり，⑷認知症

高齢者等行方不明者に対する捜査協力，⑸高齢者虐待及び消費者被害の防

止，⑹地域における見守りネットワークに関する普及及び啓発，⑺地域にお

ける見守りネットワーク関係機関との情報交換及び助言が挙げられる。 
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３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市地域における高齢者の見守りネットワーク事業の平成３０年度の

予算は７２９千円で計上されており，同年度の決算は６２３千円であった。 

【実施状況】 

平成３０年度末時点での登録事業者数は，２８事業者であった。平成２７

年度の登録事業者は１６事業者であり，その後，平成２８年度は０事業者，

平成２９年度は１事業者，平成３０年度は１１事業者，令和元年度は６事業

者（１２月時点）が新たに参加している。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第４ 徘徊ＳＯＳネットワークの強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，啓発・ネットワークづくりのために「徘徊ＳＯＳネットワーク

の強化」をすることとされ，具体的には， 

 

行方不明となった高齢者の早期発見のため，従来のメール配信方法に加

え，ＳＮＳ等の活用による方法を検討します。また，市民や関係（者）機関

への周知を行い，地域での見守り体制を強化します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 
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松江市として，「徘徊ＳＯＳネットワークの強化」の取り組みのために，

具体的に予算措置が講じられ実施している事業はない。市社協が，国のモデ

ル事業として，日本生命財団からの補助金により，平成２１年にシステム構

築して，徘徊ＳＯＳネットワーク事業を実施している。 

【事業内容】 

行方不明者が出た場合，メール受信登録者にその情報を一斉に送信し，メ

ール受信登録者は，何か情報があれば警察に情報提供する。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市が，「徘徊ＳＯＳネットワークの強化」の取り組みのために，具体

的に予算措置を講じた事業はない。 

【実施状況】 

平成３０年度の利用登録者は１０５人，メール受信登録者は１０８５人

であり，平成２９年度は利用登録者が９５人，メール受信登録者が９２８人，

平成２８年度は利用登録者が１４２人，メール受信登録者が７０９人であ

った。なお，利用登録者は，２年に１度，現況確認をするため，その際に死

亡や施設入所により登録が取り下げられることがある。 

認知症サポーター養成講座の修了生にメール受信登録を依頼し，国際ア

ルツハイマーデーで街頭啓発活動などを行い周知している。 

平成３０年度のメール送信件数は９件あり，うち７人が保護されており，

平成２９年度のメール送信件数は４件あり，すべて保護されている。 

４ 監査の結果 

【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

 ア 現状 

「徘徊ＳＯＳネットワークの強化」の取り組みについて，松江市として予算

措置を講じている事業はなく，同取り組みについては，徘徊ＳＯＳネットワー
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ク事業が，市社協の自主財源により実施されている。 

 イ 規範・基準 

本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。 

行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃ

ｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随時見直し，検討がなされるこ

とが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

本計画が行政計画である以上，松江市が実施主体ではない事業について

計画を策定しても，運用，進行管理のサイクルの中での見直し，検討をする

ことは形式的にはできず，松江市と市社協との関係により，事実上行われて

いるにすぎないことになる。 

前記行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みについては，行政が計

画の策定主体となり，目指す地域社会像とその実現に向けて行政が実施す

ることを明示すべきであり，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市とし

てのかかわりを明示すべきである。 

 

第５ 徘徊高齢者対策の強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，啓発・ネットワークづくりのために「徘徊高齢者対策の強化」

をすることとされ，具体的には， 

 

徘徊等で保護された高齢者の身元不明対策として，見守りツール等の活

用や導入を検討します。 
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とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市として，「徘徊高齢者対策の強化」の取り組みのために，具体的に

予算措置を講じて実施している事業はない。市社協が，独自に検証事業とし

て実施している。 

【事業内容】 

申請者に対して，ＧＰＳを貸し出し，対象者が携帯し，行方不明が発生し

た際に利用する。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市として，「徘徊高齢者対策の強化」の取り組みのために，具体的に

予算措置を講じて実施している事業はない。 

【実施状況】 

令和元年６月から実験的に稼働を始め，１０台のＧＰＳのうち，９台が稼

働中，１台が申請中である。 

４ 監査の結果 

【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

 ア 現状 

「徘徊高齢者対策の強化」の取り組みについて，松江市として予算措置を講

じている事業はなく，同取り組みについては，「徘徊等で保護された高齢者の

身元不明対策としての見守りツール」の事業が，市社協の自主財源により実施

されている。 

 イ 規範・基準 
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本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。 

行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃ

ｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随時見直し，検討がなされるこ

とが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

本計画が行政計画である以上，松江市が実施主体ではない事業について

計画を策定しても，運用，進行管理のサイクルの中での見直し，検討をする

ことは形式的にはできず，松江市と市社協との関係により，事実上行われて

いるにすぎないことになる。 

前記行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みについては，行政が計

画の策定主体となり，目指す地域社会像とその実現に向けて行政が実施す

ることを明示すべきであり，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市とし

てのかかわりを明示すべきである。 
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第８章 在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備 

 

松江市では，高齢者の要介護度が高くなっても，可能な限り住み慣れた地域

や自宅で自分らしい生活を続けるためには，医師をはじめとする医療と介護

にかかわる多職種との連携を強化し，高齢者やその家族が在宅での療養や看

取りまで選択できるような在宅医療・介護サービスの提供体制の構築が必要

であるとの認識から，医療・介護関係者の協力を得ながら，切れ目なく在宅医

療と在宅介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的な

取り組みを企画・立案した上で，実行を図るとともに検証や改善に取り組むこ

ととされている。 

計画では，このような観点から，基本方針２「健康づくりと介護予防の推進・

認知症対策」の中の「（７）在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」

において，①在宅医療・介護サービスの提供体制の構築のための５つの取り組

み，②多職種連携による生活支援のための５つの取り組み，③介護現場で働く

従事者の質の向上と人材確保のための５つの取り組み，④地域住民への普及

啓発のための２つの取り組みを行うこととしている。なお，③介護現場で働く

従事者の質の向上と人材確保のための５つの取り組みは，基本方針１「高齢者

の住まいと介護サービスの充実強化」の中の「（３）介護人材の育成・確保の

取り組みの強化」としても実施されており，本章では取り上げない。 

 

Ⅰ 在宅医療・介護サービスの提供体制の構築 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」の「在宅

医療・介護サービスの提供体制の構築」の取り組みについての平成３０年度

の実施状況として，「医療・介護関係者間の情報共有ツールのまめネットの
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普及に努めており，１２月に医療・介護関係者を対象とする研修会を開催し

た。また，松江市医師会まめネット検討班と連携し，島根県訪問看護ステー

ション協会松江支部へのアンケートを実施した。」「松江市喀痰吸引等研修

事業費補助金は，７事業所（不特定の者対象６，特定の者対象１）から申請

希望があったが，実地研修を受講できる医療機関等が見つからず，２事業所

６名の申請実績となっている。市内の社会福祉法人と保健所の共催で平成

３０年１１月に基本研修（特定の者対象）を実施し，２４名が受講。」とし

ている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「まめネットについて，松江

市での導入に向け取り組む。」「喀痰吸引等研修事業費補助金，基本研修（特

定の者対象）の継続実施。また，研修機会の拡大に取り組む。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」の「在宅

医療・介護サービスの提供体制の構築」の取り組みについての課題と対策と

して，「まめネットを導入している診療所や介護事業者はまだ少ない。利用

者を拡大するため，松江市での導入に向けて取り組む。」「喀痰吸引等研修事

業費補助金は，申請希望があったが，実地研修が受講できる医療機関等が見

つからず，辞退する事業者が多かった。基本研修，実地研修とも研修機関を

増やしていく必要がある。」としている。 

 

第１ 多職種連携会議を活用した切れ目ない在宅医療と在宅介護の一体的

な提供体制の構築 

１ 実施事業の位置づけ 
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計画では，在宅医療・介護サービスの提供体制の構築のために「多職種連

携会議を活用した切れ目ない在宅医療と在宅介護の一体的な提供体制の構

築」することとされ，具体的には， 

 

地域の医療・介護関係者等が参画する多職種連携会議等で明らかになっ

た課題に対する具体的な取り組みの企画・実行を図り，実施状況の検証や取

り組みの改善を図ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

①松江市多職種連携会議運営事業 

②松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち，在宅医療・介護連携の課題

の抽出と対応策の検討業務（松江市在宅医療・介護連携推進事業に関す

る要綱第３条第２号） 

③松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち，切れ目のない在宅医療と在

宅介護の提供体制の構築推進業務（松江市在宅医療・介護連携推進事業

に関する要綱第３条第３号） 

【実施内容】 

民間主導で行われている多職種が集まって情報共有する会議が，松江市

内の 7 地区にそれぞれ７会議あり，そのうち課題抽出等の行われる会議に

ついて，民間の会議からの申請に応じて，多職種連携会議と位置づけ，委託

費を支払っている。 

３ 実施状況 
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【予算・決算】 

多職種連携会議の平成３０年度の予算は２９８千円で計上されており，

同年度の決算は８４千円であった。民間の７会議のうち，申請のあった２会

議について，多職種連携会議として位置づけ，委託費として合計７０，００

０円を支出している。 

【実施状況】 

民間の多職種の集まる会議においては，研修会や看取りの体制整備，相談

窓口のあり方等が検討され，地域でできる取り組みが協議されている。民間

の会議からの申請に応じて，多職種連携会議として位置づけられ，松江市が

委託費を支出した会議においては，在宅医療・介護連携の課題を抽出するた

めの協議が行われている。多職種連携会議で協議された松江市全体で取り

組むべき課題等については，松江市で対応をしている。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第２ 医療・介護関係者間の情報共有ツールの普及 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅医療・介護サービスの提供体制の構築のために「医療・介

護関係者間の情報共有ツールの普及」することとされ，具体的には， 

 

医療・介護関係者間での情報共有を促進するため，島根県が推奨する「ま

めネット」の普及に努めます。情報提供・共有シート等の活用により，医療・

介護関係者の情報共有を支援します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 
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【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，在宅医療・介護推進事業の事業費から支出して「まめネット」

を普及するための研修会を実施しているが，個別に「まめネット」普及のた

めに予算措置を講じて実施している事業はない。 

【実施内容】 

患者の情報を総合病院等と共有できるシステムである島根県が推奨する

「まめネット」を，松江市においても普及する取り組みを行っているが，補

助金等はなく，事業者が自費で導入してもらっている。 

医師会や介護事業者，訪問看護事業者を対象として，「まめネット」を普

及するための研修会を実施している。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市では，「まめネット」を普及するための研修会の実施のため，在宅

医療・介護推進事業から，講師謝金９千円を支出している。 

【実施状況】 

松江市での「まめネット」普及率は，１１．７％であり，病院は１１か所

中９か所，診療所は２２４か所中６８か所，歯科は８４か所中４か所，訪問

看護は３０か所中５か所，薬局は９２か所中１３か所，介護事業所は４４７

か所中５か所である。 

今後，松江市においては，介護保険の認定調査において，「まめネット」

の導入が予定されており，導入された場合には，システムにおいて認定情報

を得ることができ，迅速な情報共有を行うことができる。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 
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第３ 在宅医療・介護の提供体制の整備 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅医療・介護サービスの提供体制の構築のために「在宅医療・

介護の提供体制の整備」することとされ，具体的には， 

 

医師会，病院，介護サービス事業所等と連携を図りながら，①退院支援，

②日常の療養生活の支援（訪問診療・往診，訪問看護，訪問歯科診療，訪問

薬剤管理指導等），③急変時の対応，④在宅での看取り，について整備を図

ります。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち，医療・介護関係者の情報共有

の支援（松江市在宅医療・介護連携推進事業に関する要綱第３条第４号），

在宅医療・介護連携に関する相談支援（同条第５号） 

【実施内容】 

松江市と松江市在宅医療・介護連携支援センターが，関係者と共にガイド

ラインを作成し，関係者に周知する。病院とケアマネジャーの認識を共有す

るための研修を実施する。医療職と介護職との連携が困難な場合は，松江市

在宅医療・介護連携支援センターが調整を行う。 

３ 実施状況 

【実施状況】 
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松江市と松江市在宅医療・介護連携支援センターが，関係者と共に作成し

たガイドラインが，令和元年１１月に完成し，関係者に周知を行っている。

また，病院とケアマネジャーの研修を実施し，松江市在宅医療・介護連携支

援センターが，医療職と介護職との連携が困難な場合の調整を行っている。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第４ 在宅医療・介護を支えるための居宅サービスの整備 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅医療・介護サービスの提供体制の構築のために「在宅医療・

介護を支えるための居宅サービスの整備」することとされ，具体的には， 

 

訪問看護，訪問リハビリテーション，定期巡回，随時対応型訪問介護看護

などの居宅サービスの整備をめざします。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

【実施事業】 

松江市では，訪問看護，訪問リハビリテーション，定期巡回，随時対応型

訪問介護看護の事業所を指定し，居宅サービスの整備を行っている。 

３ 実施状況 

【実施状況】 

訪問看護，訪問リハビリテーション，定期巡回，随時対応型訪問介護看護

の事業所数は，介護保険事業計画において，計画数値を定めているものでは
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なく，事業者と随時相談しながら，指定をしている。 

松江市において，平成３０年４月時点で，訪問看護の事業所として指定を

受けている事業所は２５事業所，訪問リハビリテーションの事業所として

指定を受けている事業所は６事業所である。また，定期巡回，随時対応型訪

問介護看護の事業所については，第６期計画で公募し，１事業所を指定した

が，第７期中に当該事業所が撤退したため，平成３０年４月時点で，定期巡

回，随時対応型訪問介護看護の事業所として指定を受けている事業所はな

い。 

サービス付き高齢者住宅の増加に伴い，訪問看護，訪問リハビリテーショ

ンの事業所は増加しているが，定期巡回，随時対応型訪問介護看護の事業所

は，利用者の確保が難しく，減少している。 

４ 監査の結果 

【定期巡回，随時対応型訪問介護看護事業所の整備（意見）】 

ア 現状 

松江市では，前記のとおり，定期巡回，随時対応型訪問介護看護の事業所

を第６期計画において公募し，１事業所を指定したが，第７期計画中に当該

事業所が撤退し，定期巡回，随時対応型訪問介護看護の事業所として指定を

受けている事業所はない。 

事業者が確保できない原因として，松江市では，当該サービスに対するニ

ーズが少なく，利用者の確保が難しいとの認識であり，第８期計画に向けて

公募するか否かも含めて検討中とのことである。 

イ 規範・基準 

国では，高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて

自立した日常生活を営むことができるよう，医療・介護・介護予防・住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム

の構築を推進しており，松江市においても，本計画を「地域包括ケア計画」



156 

 

と位置付けて，第６期計画の「地域包括ケアシステム構築にむけた取り組み」

をさらに進化・推進させるとしている。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は，日中・夜間を通じて，１日複数回

の介護と看護が一体的に連携した定期訪問と随時対応サービスを受けられ

る，医療対応可能な２４時間サービスであり，地域包括ケアの要となるサー

ビスである。 

このような地域包括ケア計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看

護サービスの位置づけからすると，同サービスを行う事業所の整備の必要

性は高い。 

ウ 意見 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの計画における位置づけか

らしても，同サービスを実施する事業者がいない原因を分析した上，事業者

が参入するためのインセンティブや松江市における同サービスの在り方，

公募の方法等を検討し，同サービスを実施する事業者を確保することが望

ましい。 

 

第５ 介護職員等による，たんの吸引等の適切な実施に向けた支援（再

掲） 

この取り組みは，基本方針１「高齢者の住まいと介護サービスの充実強化」

の中の「（３）介護人材の育成・確保の取り組みの強化」としても実施され

ており（第５章Ⅰ第４参照），ここでは取り上げない。 
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Ⅱ 多職種連携による生活支援 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」の「多職

種連携による生活支援」の取り組みについての平成３０年度の実施状況と

して，「医療・介護の多職種連携会議について，６つの日常生活圏域の中で

唯一中央圏域に立ち上がっていなかったが，城西地区で立ち上げを目指す

ことになった。」「入退院支援での課題を共有し，解決策を検討するため，病

病連携推進会議を８月に立ち上げた。３０年度３回開催予定。」としている。

進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「各多職種連携会議に対して，

地域課題の解決等具体的な取り組みを検討いただくように働き掛ける。」

「病病連携推進会議を定期的に開催し，入退院支援の課題の把握と解決に

取り組む。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」の「多職

種連携による生活支援」の取り組みについての課題と対策として，「多職種

連携会議は，顔合わせや研修会が主な取り組みだが，地域課題の解決等具体

的な取り組みを検討いただくように働きかける必要がある。」「病病連携推

進会議では，「診療時間内のカンファレンスは開業医の参加が難しく，退院

時協働指導の加算が取れない」「身元保証人がいない患者の医療同意や退院

後の介護サービス契約に苦慮している」等の課題が明らかになっている。こ

のような課題の解決を目指す必要がある。」としている。 
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第１ 多職種連携会議の活性化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，多職種連携による生活支援のために「多職種連携会議の活性化」

をすることとされ，具体的には， 

 

多職種連携会議の活用を図り，医療・介護現場で働く従事者間の情報交換

や学習を図るとともに，在宅医療・介護連携の対応策について検討を図りま

す。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

具体的事業等については，前記Ⅰ「第１ 多職種連携会議を活用した切れ

目ない在宅医療と在宅介護の一体的な提供体制の構築」と同様。 

３ 監査の結果 

【多職種連携会議への主体的関与（意見）】 

ア 現状 

松江市では，民間の多職種の集まる７地区の会議のうち，在宅医療・介護

連携の課題抽出を行う会議について，申請に応じて，多職種連携会議として

位置づけ，委託費を支出している。 

イ 規範・基準 

本計画では，「多職種連携会議を活用した切れ目ない在宅医療と在宅介護

の一体的な提供体制の構築」（前記Ⅰ第１）の取り組みだけでなく，「多職種

連携会議の活性化」の取り組みも挙げられており，多職種連携会議自体を活

性化していくことが，計画されている。 

なお，松江市では，市が開催する地域包括ケアシステム推進部会において，
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課題への対応策の検討を行い，在宅医療・介護連携センターの業務として，

医療介護関係者の研修会が開催されているが，多職種連携会議として位置

づけられた会議ではなく，本計画において「多職種連携会議の活性化」が位

置づけられている点からすると，松江市自体が多職種連携会議を実施する

ことが必要であると考える。 

ウ 意見 

多職種連携会議として位置づけた民間の７地区の会議の一部について，

委託費を支出して在宅医療・介護連携の課題を抽出するだけでなく，松江市

が主体となって，多職種連携会議を実施することが望ましい。 

 

第２ 松江市在宅医療・介護連携支援センターの活動促進 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，多職種連携による生活支援のために「松江市在宅医療・介護連

携支援センターの活動促進」をすることとされ，具体的には， 

 

①地域の医療・介護資源の把握，②医療・介護関係者の情報共有の支援，

③在宅医療・介護連携に関する相談支援，④医療・介護関係者の研修，⑤地

域住民への普及啓発を推進します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市在宅医療・介護連携推進事業 

【実施内容】 
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松江市が，市社協に対し，介護保険法施行規則第１４０条の６７に基づき，

松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち５つの業務を委託し，市社協が介

護保険法第１１５条の４５第２項第４号の規定に基づき，在宅医療・介護連

携支援センターを設置する。 

市社協が設置した在宅医療・介護連携支援センターは，在宅医療・介護連

携推進センター運営基本方針に従って，⑴在宅医療・介護に関わる関係者

（ケアマネ・介護職・医師・訪問看護師等）が困ったことを相談できる窓口，

⑵相談窓口の役割に必要な情報の収集と発信，⑶医療・介護関係者の情報共

有の支援，⑷医療・介護関係者を対象とした研修会の開催，⑸市民への普及・

啓発の業務を行う。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市在宅医療・介護連携推進事業の平成３０年度の予算は，２０，７２

６千円で計上されており，同年度の決算は１９，２１６千円であった。在宅

医療・介護連携支援センターの設置・運営に関して，松江市から，市社協に

対して別途委託費等を支払われておらず，松江市在宅医療・介護連携推進事

業の委託費により賄われている。 

【実施状況】 

市社協は，松江市からの委託に基づき，在宅医療・介護連携支援センター

専従の職員３名により，前記運営基本方針に従って，⑴から⑸の業務を実施

している。 

松江市は，毎月定例会を行い，事業の進捗管理，市が単独で参加した会議

や研修会の情報を共有し，予算の執行状況の確認を行っている。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 
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第３ 入退院支援の連携強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，多職種連携による生活支援のために「入退院支援の連携強化」

をすることとされ，具体的には， 

 

医療機関と，在宅側の医療・介護関係者が連携し，退院後の生活にスムー

ズに移行できるよう取り組みます。 

・入院時の情報提供・共有 

・病院退院支援担当者とケアマネジャーの連携強化 

・退院に向けての各種加算の有効活用 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，「入退院支援の連携強化」の取り組みのために，松江市在宅

医療・介護連携事業の委託費からガイドブックを作成し，医療機関等に配布

しており，研修等も行っているが，個別に「入退院支援の連携強化」の取り

組みのために予算措置を講じて実施されている事業はない。 

３ 実施状況 

【実施状況】 

松江市では，「入退院支援の連携強化」の取り組みとして，ガイドブック

を作成し，医療機関等に配布している。また，平成２９年度末には，病院と

訪問看護の情報交換のための様式を作成し，医療機関や訪問看護の事業者

に提供している。 
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松江市では，医療機関に対して，退院時の加算等について，周知している。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第４ 医療依存度の高い在宅介護サービス利用者への支援強化 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，多職種連携による生活支援のために「医療依存度の高い在宅介

護サービス利用者への支援強化」をすることとされ，具体的には， 

 

定期巡回・随時対応型訪問看護介護等の導入や情報の共有等，多職種が医

療と介護の連携を深めることにより，難病や誤嚥性肺炎等で入退院を繰り

返す方，がん等の終末期の方等，医療依存度が高い方への支援を強化します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市では，「医療依存度の高い在宅介護サービス利用者への支援強化」

のための取り組みとして，具体的に予算措置が講じられ実施されている事

業はない。 

３ 実施状況 

【実施状況】 

松江市では，定期巡回・随時対応型訪問看護介護の事業者がなくなり，こ

れらのサービス提供をすることができない状況にある。松江市において，医

療依存度が高い方を住宅で介護するというニーズが少ない。在宅医療・介護
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連携支援センターでは，松江保健所の難病についての会議に参加している。 

松江市では，誤嚥性肺炎による入院が多く，研修会の開催などの周知を医

療機関からの要請により行っている。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第５ リハビリテーションの充実 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，多職種連携による生活支援のために「リハビリテーションの充

実」をすることとされ，具体的には， 

 

医療と介護の連携により，急性期・回復期から生活（維持）期に向けて連

続したリハビリテーションの実施を推進します。また，介護サービスにおけ

るリハビリテーションの役割を明確化し，個々のニーズに応じた生活を送

ることができるよう，介護保険サービス事業所における残存機能を活かし

たリハビリテーションの充実強化に努めます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

【実施事業】 

松江市において，「リハビリテーションの充実」の取り組みのために，具

体的に予算措置が講じられ実施されている事業はないが，研修会等でケア

マネジャーに在宅でのリハビリテーションの重要性の説明を行い，リハビ

リテーション専門職派遣事業の周知を行っている。また，デイサービス等で
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の運動やレクリエーションの効果的な実施及び嚥下機能の維持・向上を目

的に，通所事業所等に対し，リハビリテーション専門職派遣事業の活用の周

知を行っている。 

３ 実施状況 

【実施状況】 

松江市では，前記のとおり，ケアマネジャーや事業所に対して，リハビリ

テーション専門職派遣事業の周知を行い，リハビリテーションの重要性に

ついての説明を行っている。 

また，訪問リハビリテーション実施事業所は増加しており，リハビリテー

ション専門職を配置している訪問看護実施事業所も増えている。訪問リハ

ビリテーション実施事業所は，平成２８年度は９事業所であったが，平成３

０年度は１１事業所となっており，訪問看護実施事業所において，リハビリ

テーション専門職を配置している事業所は，３０事業所中２３事業所であ

る。 

４ 監査の結果 

本取り組みについて，特段指摘すべき点はなかった。 
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Ⅲ 介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保（再掲） 

 

この取り組みは，前記のとおり，基本方針１「高齢者の住まいと介護サービ

スの充実強化」の中の「（３）介護人材の育成・確保の取り組みの強化」とし

ても実施されており（第５章Ⅰ参照），本章では取り上げない。 

 

Ⅳ 地域住民への普及啓発 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」の「地域

住民への普及啓発」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，

「在宅医療・介護への理解を深め，自宅での看取りを考えるため，公民館区

ごとに市民講座を開催し，市民への啓発を図る。忌部，城西，城北，古志原，

古江，島根で開催。」「『私と家族の松江市在宅医療安心ガイド』を作成し，

市民窓口，市民講座で配布。『終活支援ノート』を作成し，市窓口，公民館

で配布。」としている。進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「市民講座を１０地域で開催

する。」「引き続き『私と家族の松江市在宅医療安心ガイド』『終活支援ノー

ト』を活用し，在宅医療・介護，自宅での看取りについて啓発する。」とし

ている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備」の「地域

住民への普及啓発」の取り組みについての課題と対策として，「在宅医療・
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介護，自宅での看取りについて，より多くの市民に啓発するため，研修会の

実施や広報を継続して実施する必要がある。」としている。 

 

第１ 地域住民に対する研修会の開催 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，地域住民への普及啓発のために「地域住民に対する研修会の開

催」をすることとされ，具体的には， 

 

医療・介護関係者と連携を図りながら，在宅医療や介護，地域包括ケアシ

ステム，自宅での看取りなどについて地域住民への啓発と周知を行い，地域

住民を巻き込んだ取り組みを進めます。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【事業】 

松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち，地域住民への普及啓発業務

（松江市在宅医療・介護連携推進事業に関する要綱第３条第７号） 

【実施内容】 

松江市では，松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち，地域住民への普

及啓発業務を含む５つの業務を，市社協に委託して行っている。 

３ 実施状況 

【実施状況】 

市社協では，在宅医療・介護連携支援センターの専従職員が地域住民への

普及啓発活動として，平成３０年１月頃から研修を回っている。寸劇等で，
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アドバンスケアプランニング，在宅医療・介護の進め方などの活動を行い，

生活支援ガイド及び安心ガイドを作成し，配布している。 

松江市は，市社協と毎月定例会を行い，事業の進捗管理，予算の執行状況

の確認を行うとともに，研修・会議に参加し，終活支援ハンドブックの周知

などを行っている。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第２ 在宅医療介護ガイドブック，終活支援ハンドブックの活用 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，地域住民への普及啓発のために「在宅医療介護ガイドブック，

終活支援ハンドブックの活用」をすることとされ，具体的には， 

 

在宅医療と介護，自宅等での看取りについて地域住民へ周知を図るため，

広報媒体を活用します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【事業】 

松江市在宅医療・介護連携推進事業のうち，地域住民への普及啓発業務

（松江市在宅医療・介護連携推進事業に関する要綱第３条第７号） 

【実施内容】 

松江市では，「在宅医療介護ガイドブック，終活支援ハンドブックの活用」

の取り組みのため，在宅医療ガイドブックを作成し，民間業者により終活支
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援ハンドブックが作成されている。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市では，「在宅医療介護ガイドブック，終活支援ハンドブックの活用」

の取り組みのため，平成２９年度に在宅医療介護ガイドブックを作成した

が，平成３０年度は新たに作成していない。また，終活支援ハンドブックは，

民間業者が作成するため，予算措置は不要である。 

【実施状況】 

在宅医療介護ガイドブックは，平成２９年度に作成し，平成３０年度から

周知・活用を開始している。同ガイドブックは，医療機関・ケアマネ向けに

作成されており，１０００部冊子を作成し，医療機関等に配布した。 

終活支援ハンドブックは，民間業者が広告費用を集めて作成しており，平

成２９年度に９０００部，平成３０年度に６０００部を作成した。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 
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第９章 総合相談・支援体制の充実強化 

 

  昨今の人口減少や家族・地域社会の変容により，高齢者，障がい者，子ども

といった対象者ごとに構築された既存の縦割りシステムに限界が生じている。

そうした状況を踏まえ，これからは地域住民がそれぞれ役割を持ち，互いに支

え合いながら，自分らしく活躍できる地域コミュニティを形成し，公的な福祉

サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実

現が求められている。 

国では，地域で起きているさまざまな問題を「我が事」としてとらえ，分野

別の相談を「丸ごと」受け止めようという発想から，「我が事丸ごと地域共生

社会実現本部」が立ち上げられた。松江市においても，「我が事・丸ごと」の

地域福祉推進の理念に基づき，包括的な相談支援体制の整備に取り組むこと

とされている。 

本計画では，このような観点から，基本方針４「様々な生活支援サービスの

充実強化」の中の「総合相談・支援体制の充実強化」において，①我が事・丸

ごとの相談支援体制の整備のための２つの取り組み，②地域包括支援センタ

ー機能の充実強化のための４つの取り組み，③地域ケア会議の充実のための

３つの取り組みを，それぞれ行うこととしている。 

 

Ⅰ 我が事・丸ごとの相談支援体制の整備 

 

【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「総合相談・支援体制の充実強化」の「我が事・丸ごとの相談支

援体制の整備」の取り組みについての平成３０年度の実施状況について，松江

市社会福祉協議会が本所や支所，地域包括支援センターなど市内１５カ所に

「ふくしなんでも相談所」を開設し，市民の身近な相談を受け総合的にサポー
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トしている，と評価している。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」と評

価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「２９公民館区に『ふくしなん

でも相談所』の設置を目指す」「平成３１年度は市内５カ所に『ふくしなんで

も相談所サテライト』の設置を目指す」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「総合相談・支援体制の充実強化」の「我が事・丸ごとの相談支

援体制の整備」の取り組みについての課題と対策として，「平成３２年度末ま

でに住民のより身近なエリア（２９公民館区）での相談支援体制の構築をめざ

し，市社協と連携しながら市内社会福祉法人等へ『ふくしなんでも相談所サテ

ライト』設置の要請を行う」としている。 

 

第１ なんでも相談所の機能強化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，「我が事・丸ごと」の相談体制として，「なんでも相談所の機

能強化」を図ることとされ，具体的には， 

 

高齢者，障がい者，子ども，生活困窮者などの総合的な福祉相談窓口を，

社会福祉協議会本所・支所，地域包括支援センター等に開設します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 
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   福祉総務課 

 【実施事業】 

   地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   地域共生社会の実現に向けた包括的な相談支援体制の構築の一環として，

「ふくしなんでも相談所」の窓口を市内１５か所に設置し（市社協本所・支

所・事業所及び各地域包括支援センター），併せて電話相談も受け付けてい

る。市社協職員であるコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）が中心と

なって，高齢者福祉，障がい者福祉，子育て支援，生活困窮等の分野横断的

な総合相談支援を展開している。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は４４，０００千円であり，同年度決算歳

出は４０，４６０千円であった。 

   なお，本事業に係る補助金は，４分の３に相当する額につき国庫補助金が

充てられている。また，本年度は，最終的な本事業費支出が補助金等交付決

定額を下回ったため，令和元年５月１７日付けで，市社協から３，５３９，

７０８円が返納されている。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は「ふくしなんでも相談所」の窓口を１件増設して市内１５

か所に設置し，相談体制を拡充した。また，年間の電話相談件数は１２８件

（１次相談）であり，全体の相談件数の７２．３％を占めている。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第２ コミュニティソーシャルワーカーの活動推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域共生社会の実現に向けて，「コミュニティソーシャルワ

ーカーの活動推進」を図るものとされ，具体的には， 

    

生活支援コーディネーターは地域における生活支援体制の整備を図るだ

けでなく，地域の福祉力を高める新たなサービスの企画・開発，住民ニーズ

の調査，地区社協活動支援など多機能な役割を果たします。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   上記第１（「なんでも相談所の機能強化」）２項に記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 

   上記第１（「なんでも相談所の機能強化」）３項に記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 

   上記第１（「なんでも相談所の機能強化」）４項に記載したとおりである。 
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Ⅱ 地域包括支援センター機能の充実強化 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「総合相談・支援体制の充実」の「地域包括支援センターの機能

の充実強化」の取り組みについての平成３０年度の実施状況を，「国が全国統

一で用いる地域包括支援センター事業評価指標を策定し，市は評価と必要な

措置を講じることになった」とした上で，「『センター職員を対象とした研修計

画の策定』『相談事例の終結条件の確認』『成年後見制度の市長申立てに関する

判断基準の確認』等が未達成であった」としている。なお，進捗状況について

は，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「未達成の評価指標について達

成し，１００％を目指す」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「総合相談・支援体制の充実」の「地域包括支援センターの機能

の充実強化」の取り組みについての課題と対策として，「評価指標達成率，全

国平均６６．２％に対し，本市は８７．５％であった。全国に比べ高い率であ

るが，１００％をめざす必要がある」としている。  

 

第１ 地域包括支援センターの相談機能及び人員体制の強化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，より一層の「地域包括支援センターの相談機能及び人員体制

の強化」を図るものとされ，具体的には， 
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地域包括支援センターで多岐にわたる相談に対し必要な情報を提供する

など，相談機能の充実に努めます。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   包括的支援事業（委託事業） 

 【業務委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   地域包括支援センターは，包括的支援事業等を地域において一体的に実

施する役割を担う中核的機関として，松江市内の６つの日常生活圏域（松東，

中央，松北，湖南，松南第１，松南第２）ごとに設置されているもので（松

東と湖南には１か所ずつサテライトを設置），総合相談支援業務，権利擁護

業務，包括的・継続的ケアマネジメント業務，介護予防ケアマネジメント業

務，地域ケア会議の開催や地域包括ケアシステム構築に向けた取組等を行

うものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は２４５，６６３千円，同年度決算歳出は

２３９，２８１千円であった。 

   なお，市社協との間では，平成３０年４月１日付けで本事業に係る業務委

託の対価を２４６，３９５，０００円（うち２４５，６６３，０００円が本
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事業分，うち７３２，０００円が地域ケア会議分）とする業務委託契約を締

結しているが，平成３１年３月３１日付けで上記対価を２３９，７２１，１

７３円（うち２３９，７２１，１７３円が本事業分，うち４４０，４００円

が地域ケア会議分）に減額する変更契約を締結している。 

 【実施状況】 

   平成３０年度における地域包括支援センターの人員体制は，正職員２８

名，嘱託相談員５名（社会福祉士），臨時職員１名である。また，事業内容

は，訪問・来所・電話による相談対応（新規相談１８５５件，継続相談９６

２件）や個別支援（延べ１万５４９８回），地域のネットワーク構築に向け

た会議の主催（計３８３回）又は他機関主催の会議への参加（計９１４回），

関係機関や医療機関との連携・支援など極めて多岐にわたる。 

 ４ 監査の結果 

（１）【委託費の算定における人件費の算定方法の検討（意見）】 

 ア 現状 

本事業に係る業務委託契約においては，本業務に携わる市社協の正職員，

嘱託職員及び臨時職員の人件費が，当該職員らの具体的な給与額で委託費

に計上されている。 

また，本事業については，年度当初に委託費を２４６，３９５千円とする

業務委託契約を締結しているが，年度末に改めて委託費を２３９，７２１千

円に減額する変更契約を締結している。上記変更（委託費の減額）の主たる

要因は，本事業を担当する市社協職員（正職員）が産休に入ったことにより

人件費相当額が減少したことや，各種経費の支出額が一定程度に抑えられ

たことにある。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 
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 ウ 意見 

委託費の中に当該業務に携わる人員の人件費相当額を含める場合，本事

業のように，当該業務を担当する職員の具体的な給与額をもって算定する

方法を採ることも考えられるが，その一方で，実際の担当職員の具体的な給

与額を離れ，当該業務を担当するに十分な能力を有する職員を措定した上

で，そのような職員の給与額を一人工と評価するなどして，「一人工あたり

の給与額×人数」という算式で人件費を算定する方法も考えられる。 

前者の方法によると，いかなる役職又は地位の職員が当該業務を担当す

るかによって，委託費に占める人件費相当額が変動することになる上，市社

協職員の給与額の相当性（妥当性）を担保するものもない。 

この点，本事業については，正職員の産休という偶然の事情により，結果

的に人件費相当額が減少することになったため，一見すると松江市には何

らの不利益も生じなかったようにも思われる。しかし，このような理解は必

ずしも適切とはいえない。なぜなら，人事異動やベースアップなど委託先側

の事情によって事業費（委託費）が変動することになれば，当該事業の正確

な事業規模や事業価値を見誤るおそれが生じるほか，年度間の業績比較に

よる事業継続判断も困難となり得るからである。 

これに対し，「一人工あたりの給与額×人数」という算式で人件費を算定

する方法によれば，上記の弊害を回避することができ，年度間比較にも耐え

うる安定した人件費相当額の算出が可能となるはずである。 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題はあるものの，現状の

算定方法が最も合理的といえるか否か，改めて検討することが望ましい。 

（２）【委託費の事後的な精算を目的とした変更契約締結の適否（意見）】 

 ア 現状 

本事業については，年度当初に委託費を２４６，３９５千円とする業務委

託契約を締結しているが，年度末に改めて委託費を２３９，７２１千円に減
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額する変更契約を締結している。上記変更（委託費の減額）の主たる要因は，

本事業を担当する市社協職員（正職員）が産休に入ったことにより人件費相

当額が減少したことや，各種経費の支出額が一定程度に抑えられたことに

ある。 

なお，松江市と市社協との間の業務委託契約は，年度末に対価（委託費）

を増額又は減額，精算等するものが大半のようであり，上記のような変更契

約の締結は本事業に限った処理ではない。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

本事業については，事後的な変更契約の締結により，結果的に決算歳出額

が当初予算歳出額より大幅に減少（▲６，３８２千円）したので，その限り

においては，少なくとも松江市に不利益は生じなかったともいえそうであ

る（契約相手方である市社協の利害得失はひとまず措く。）。しかし，既に述

べたとおり，このような理解は必ずしも適切とはいえない。 

そもそも業務委託契約とは，委託した業務（事務）に対して対価を支払う

契約である。この場合の対価（委託費）の額は，委託事務の内容や量に応じ

て決せられるのが一般的であり，たとえ実際に委託事務の遂行に要した経

費の額が契約当時に予定していた額を超過又は不足した場合でも，契約当

時に予測不可能な事情が生じた場合等の例外的場合でない限り，委託費の

額を事後的に増加又は減少させることはないのが通常である（現に松江市

では，市社協以外を相手方とする業務委託契約において事後的な委託費の

増減額が一般化している事例はほとんどないようである。）。 

そうである以上，市社協が実際に支出した人件費その他の経費の多寡に

よって年度末に改めて変更契約を締結し，委託費の額を増減する現在の運
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用は，一般的な業務委託契約のあり方を踏まえたとき，特異な処理として違

和感が残る。現在の運用では，結果的に本件事業に係る事業費の一切を松江

市が負担していることになり，本事業の実施を松江市直営ではなく市社協

に委託している意義が失われかねない。そればかりでなく，事後的な精算が

予定されているために，当初予算額がほとんど意味をなさなくなる。そうす

ると，予算決定時（予定価格決定時）における委託費の算定や審査がおろそ

かになる危険性があり，適切な業務内容の設定とそれに見合った適切な対

価（委託費）の額の見極めが不十分となるおそれが否定できない（たとえば

本事業においては，最終的に６，６７４千円もの委託費の減額がなされてい

る。）。要するに，現在の運用は，（本事業のように）単年度において委託費

の一部返還が受けられたから松江市に不利益はない，と単純に割り切るこ

とのできない複雑な問題を孕んでいるのである。 

市社協との間で業務委託契約を締結するにあたっては，年度末に委託費

の額を増減（精算）する現在の運用の問題点を踏まえ，そのような運用を採

らざるを得ない合理的な理由の有無を再検討するのが望ましい。そして，再

検討の結果，合理的理由が見当たらない場合には，市社協以外を契約相手方

とする他の業務委託契約と同様に，予算段階で緻密な対価（委託費）設定を

行うとともに，当然のように年度末における対価（委託費）の増減額は行う

ことは避け，事後的な対価（委託費）の増減は例外的な処理として位置づけ

る方向性で検討することが望ましい。 
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第２ 地域包括支援センターの評価・点検の取り組み強化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，新たに「地域包括支援センターの評価・点検の取り組み強化」

を図るものとされ，具体的には， 

 

国が全国統一で策定を予定している評価指標により，地域包括支援セン

ターの業務の状況や量等の程度を把握し，地域包括支援センター運営協議

会等で評価・点検を行い，運営方針の改善等を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   地域包括支援センター運営協議会 

 【事業内容】 

   松江市社会福祉審議会の高齢者福祉専門分科会に「地域包括支援センタ

ー運営協議会」としての機能を位置づけており，原則として年３回開催され

る上記専門分科会のうち１回を，地域包括支援センターの評価・点検に充て

ている。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本協議会の平成３０年度予算歳出は４５８千円であり，同年度決算歳出

は４０２千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年７月３１日・平成３１年３月１９日開催の専門分科会におい
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て，評価・点検を実施した。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ 地域包括支援センター事業内容・運営状況に関する情報の公表 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，新たに「地域包括支援センター事業内容・運営状況に関する

情報の公表」を行うものとされ，具体的には， 

 

住民による地域包括支援センターの活用を促進するため，情報公表に取

り組みます。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   地域包括支援センター運営協議会 

 【事業内容】 

   上記第２（「地域包括支援センターの評価・点検の取り組み強化」）２項に

記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 

   上記第２（「地域包括支援センターの評価・点検の取り組み強化」）３項に

記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 

   上記第２（「地域包括支援センターの評価・点検の取り組み強化」）４項に
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記載したとおりである。 

 

第４ ケアマネジメント支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域包括支援センターにより「ケアマネジメント支援」を行

うものとされ，具体的には， 

 

地域包括支援センターが開催する介護支援専門員を対象にした研修会・

事例検討会を計画的に開催します。また，介護支援専門員のニーズに基づい

て，多様な関係機関・関係者との意見交換を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   介護保険課，健康政策課 

 【実施事業】 

  (1) ケアマネジャー等研修会の開催 

  (2) 医師やケアマネジャー等多職種の合同研修会の開催 

 【事業内容】 

   第５章Ⅰ第１及び第２に記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 

   第５章Ⅰ第１及び第２に記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 

   第５章Ⅰ第１及び第２に記載したとおりである。 
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Ⅲ 地域ケア会議の充実 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「総合相談・支援体制の充実強化」の「地域ケア会議の充実」の

取り組みについての平成３０年度の実施状況を，「地域包括支援センター主催

の自立支援型個別地域ケア会議は１０回開催。今年度から会議の６か月後に

評価を実施」「新規ケース２４件，評価ケース１２を検討予定（３月末時点）」

としている。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「自立支援型個別地域ケア会議

は２２回開催予定。新規ケース３６，評価ケース３０を検討予定」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「総合相談・支援体制の充実強化」の「地域ケア会議の充実」の

取り組みについての課題と対策として，「サービス利用者の自立支援，状態像

に即したケアプラン作成を促進する必要がある。本会議を通じて，医療・介護

専門職のアドバイザーが助言することで，介護支援専門員の資質の向上を目

指す」としている。  

 

 

第１ 地域ケア会議の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域共生社会の実現に向けて「地域ケア会議の推進」を図る

ものとされ，具体的には， 
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適切なサービスを提供し，個人の状態の改善につながるようなケアプラ

ンの作成のため，個別プランを検討する会議の充実を図り，市内ケアマネジ

ャーのスキルアップを図ります。また，多職種と連携し，自立支援・重度化

防止等に資する観点から個別事例の検討を行い，対応策を講じます。その後

の変化等をモニタリングするルールや仕組みを構築します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   地域ケア会議推進事業（委託事業） 

 【外部委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   地域ケア会議には，大別して，①介護予防ケアマネジメントの質の向上を

目的として各地域包括支援センター単位で行われる「包括合同個別地域ケ

ア会議」，②複合的な課題を抱えた世帯等の個別の困難事例を対象として当

該事例への具体的な支援のあり方等を検討する「個別地域ケア会議」，③主

として公民館区や自治会単位で高齢者の見守りや移動支援等の地域の課題

を検討する「地区地域ケア会議」がある。本事業は，これらの各地域ケア会

議の呼び掛け，実施及び運営等を行うものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は８６６千円であり，同年度決算歳出は
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５６０千円であった。 

   なお，市社協との間では，平成３０年４月１日付けで本事業を含む業務委

託の対価を２４６，３９５，０００円（うち２４５，６６３，０００円が包

括的支援事業分，うち７３２，０００円が本事業分）とする業務委託契約を

締結しているが，平成３１年３月３１日付けで上記対価を２３９，７２１，

１７３円（うち２３９，７２１，１７３円が包括的支援事業分，うち４４０，

４００円が本事業分）に減額する変更契約を締結している。 

 【実施状況】 

   本年度においては，①「包括合同個別地域ケア会議」を１０回開催し，う

ち８回で各地域包括支援センターが提出した２４事例の検討を行い，うち

２回で検討した事例の事後評価を行った。また，②「個別地域ケア会議」を

のべ８８回開催して６７ケースの検討を行い，③「地区地域ケア会議」を合

計２７回開催した。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，本章Ⅱ第１（「地域包括支援センターの相談機能及び

人員体制の強化」）４項に記載したもののほか，特段の指摘すべき点は見当

たらなかった。 

 

第２ 地域課題の把握・共有 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域共生社会の実現に向けて「地域課題の把握・共有」を行

うものとされ，具体的には， 

 

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより，地域に共通した課題

を関係者間で共有し，地域課題の解決につなげます。 
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としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   地域ケア会議推進事業 

 【事業内容】 

   上記第１（「地域ケア会議の推進」）２項に記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 

   上記第１（「地域ケア会議の推進」）３項に記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，本章Ⅱ第１（「地域包括支援センターの相談機能及び

人員体制の強化」）４項に記載したもののほか，特段の指摘すべき点は見当

たらなかった。 

 

第３ 地域ケア推進会議の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域ケア会議において浮上した課題に対応するため，「地域

ケア推進会議の推進」を図るものとされ，具体的には， 

 

個別地域ケア会議を開催することによって明らかとなった課題について

検討し，政策の立案につなげます。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 
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   健康政策課 

 【実施事業】 

   地域ケア推進会議 

 【事業内容】 

   松江市社会福祉審議会の高齢者福祉専門分科会に，地域ケア推進会議と

しての機能を位置づけており，原則として年３回開催される上記専門分科

会のうち１回を，地域ケア会議の推進に関する課題の検討に充てている。こ

こでは松江市全域を対象として，個別地域ケア会議の報告と，地域課題につ

いての検討を行う。 

 ３ 実施状況 

   平成３０年１０月１９日開催の専門分科会において，松江市全域を対象

として個別地域ケア会議の報告と地域課題の検討を行った。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第１０章 地域における支え合う体制づくり 

 

  独居の高齢者の中には，公的な制度の利用だけではカバーできない日常生

活上の支援を必要とする人が増えている。松江市では，このような高齢者に対

しては，身近な住民の力を借りて見守りや生活支援を行うことが大切である

との認識のもと，地域の住民が，一人暮らしの高齢者等への見守り，家事支援，

移動支援などの課題にできることから取り組んでいけるよう，地域での仕組

みづくりや働き掛けを行っていくこととしている。 

  本計画では，このような観点から，基本方針４「様々な生活支援サービスの

充実強化」の中の「地域における支えあう体制づくり」において，①地域住民

による支え合い体制づくりのための３つの取り組み，②地域における見守り・

相談体制の充実のための取り組み，③要配慮者支援体制の強化のための取り

組みを，それぞれ行うこととしている。 

 

Ⅰ 地域住民による支え合い体制づくり 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「地域における支え合う体制づくり」の「地域住民による支え合

い体制づくり」の取り組みについての平成３０年度の実施状況を，「２９公民

館区（東出雲は町単位）ごとに，協議体（地域で高齢者の困りごとを支えあう

組織）をＨ３１年３月末までに設置予定。１９地区立ち上げ済（１２月時点）」

と評価している。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，「各地域で，高齢者の困りごと

解決に向けた具体的な取り組みを企画・実行していただくよう，生活支援コー
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ディネーターを中心に支援していく」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「地域における支え合う体制づくり」の「地域住民による支え合

い体制づくり」の取り組みについての課題と対策として，「組織が立ち上げら

れた後は，高齢者の困りごと解決に向けた具体的な取り組みを企画・実行して

いただくことが必要」としている。 

 

第１ 協議体の立ち上げ，活性化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域での見守り等の仕組みづくりのために「協議体の立ち上

げ，活性化」を行うものとされ，具体的には， 

 

地域の困りごとを地域で解決するための協議の場（第二層協議体）を各公

民館区で設置し，地域の支え合い体制づくりを推進します。また，市全体の

共通の課題は，第一層協議体において検討し，課題の解決を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   生活支援体制整備事業（委託事業） 

 【業務委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 
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   高齢者の生活を地域で支援する体制づくりを目的とする協議体（全市的

な課題を協議する「第一層協議体（松江市地域支え合い協議体）」と公民館

区単位で各地域における具体的な支援体制のあり方を協議する「第二層協

議体」）を組織し，生活支援コーディネーターが関係各機関の調整役となっ

て，地域における支え合い体制の情報共有や連携強化を図る。また，地域支

援に関する担い手養成の一環として，くらし安心サポートセミナーを実施

している。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は２９，２５９千円であり，同年度決算歳

出は２９，４１５千円であった。 

   なお，市社協との間では，平成３０年４月１日付けで本事業に係る業務委

託の対価を２９，０７７，０００円とする業務委託契約を締結しているが，

平成３１年３月３１日付けで上記対価を２９，２９２，９５３円に増額する

変更契約を締結している。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，第一層協議体の会議を２回開催した。また，第二層協議

体の立ち上げ支援を継続して行い，年度当初は１０団体にとどまっていた

ものが，年度末にはすべての公民館区での設置を完了した（合計２９団体）。

調整役としての生活支援コーディネーターは，第一層担当として１名，第二

層担当として地域包括支援センターごとに１名（合計６名）が配置され，協

議体の実施・運営支援やネットワークの構築などを行っている。さらに，く

らし安心サポートセミナーを２回開催し（合計２８名参加），本年度末時点

において８４名がくらし安心サポーターに登録されている。 

 ４ 監査の結果 

（１）【委託費の算定における人件費の算定方法の検討（意見）】 
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 ア 現状 

本事業に係る業務委託契約においては，本業務に携わる市社協の正規職

員７名分の人件費が，当該職員らの具体的な給与額で委託費に計上されて

いる。 

また，本事業については，年度当初に委託費を２９，０７７千円とする業

務委託契約を締結しているが，年度末に改めて委託費を２９，２９３千円に

増額する変更契約を締結している。上記変更（委託費の増額）の主たる要因

は，本事業を担当する市社協職員の人件費増によるものであり，全体として

の増加額は他の費目との差し引き計算の結果，２１５，９５３円にとどまっ

たものの，実際の人件費増額分は１，４４６，５９９円に及んでいる。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

委託費の中に当該業務に携わる人員の人件費相当額を含める場合，本事

業のように，当該業務を担当する職員の具体的な給与額をもって算定する

方法を採ることも考えられるが，その一方で，実際の担当職員の具体的な給

与額を離れ，当該業務を担当するに十分な能力を有する職員を措定した上

で，そのような職員の給与額を一人工と評価するなどして，「一人工あたり

の給与額×人数」という算式で人件費を算定する方法も考えられる。 

前者の方法によると，いかなる役職又は地位の職員が当該業務を担当す

るかによって，委託費に占める人件費相当額が変動することになる上，市社

協職員の給与額の相当性（妥当性）を担保するものもない。人事異動やベー

スアップなど委託先側の事情によって事業費（委託費）が変動することにな

れば，当該事業の正確な事業規模や事業価値を見誤るおそれが生じるほか，

年度間の業績比較による事業継続判断も困難となり得る。 
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他方で，後者の方法によれば，上記の弊害を回避することができ，年度間

比較にも耐えうる安定した人件費相当額の算出が可能となるはずである。 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題はあるものの，後者の

方法を採用することの可否も含めて，現状の算定方法が最も合理的といえ

るか否か，改めて検討することが望ましい。 

（２）【委託費の事後的な精算を目的とした変更契約締結の適否（意見）】 

 ア 現状 

本事業については，年度当初に委託費を２９，０７７千円とする業務委託

契約を締結しているが，年度末に改めて委託費を２９，２９３千円に増額す

る変更契約を締結している。上記変更（委託費の増額）の主たる要因は，本

事業を担当する市社協職員の人件費増によるものであり，全体としての増

加額は他の費目との差し引き計算の結果，２２０，４５３円にとどまったも

のの，実際の人件費増額分は１，４４６，５９９円に及んでいる。 

なお，松江市と市社協との間の業務委託契約は，年度末に対価（委託費）

を増額又は減額，精算等するものが大半のようであり，上記のような変更契

約の締結は本事業に限った処理ではない。但し，当初の業務委託契約書には，

契約期間終了日に委託料を精算し，余剰が生じたときは松江市に返還する

との規定は設けられているものの，不足が生じた場合に松江市が追加で委

託料を支払う旨の規定はない。また、変更契約は，あくまで松江市と市社協

との事後的な個別合意に基づいて締結されたという形式が採られている。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

そもそも業務委託契約とは，委託した業務（事務）に対して対価を支払う

契約である。この場合の対価（委託費）の額は，委託事務の内容や量に応じ
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て決せられるのが一般的であり，たとえ実際に委託事務の遂行に要した経

費の額が契約当時に予定していた額を超過又は不足した場合でも，契約当

時に予測不可能な事情が生じた場合等の例外的場合でない限り，委託費の

額を事後的に増加又は減少させることはないのが通常である（現に松江市

では，市社協以外を相手方とする業務委託契約において事後的な委託費の

増減額が一般化している事例はほとんどないようである。）。 

そうである以上，市社協が実際に支出した経費の多寡によって年度末に

改めて変更契約を締結し，委託費の額を増減する現在の運用は，一般的な業

務委託契約のあり方を踏まえたとき，特異な処理として違和感が残る。現在

の運用では，結果的に本件事業に係る事業費の一切を松江市が負担してい

ることになり，本事業の実施を松江市直営ではなく市社協に委託している

意義が失われかねない。そればかりでなく，事後的な増減額を事実上予定し

ているために，当初の業務委託契約で定められた委託費の額がそのまま維

持されることはなく，当初予算額がほとんど意味をなさなくなっている。そ

うすると，予算決定時（予定価格決定時）における委託費の算定や審査がお

ろそかになる危険性があり，適切な業務内容の設定とそれに見合った適切

な対価（委託費）の額の見極めが不十分となるおそれが否定できない。 

特に，ヒアリングによると，本事業に係る人件費増額は，当初予算決定後

に市社協内で生じた人事異動やベースアップに起因するとのことである。

当初の契約内容を，もっぱら受託者（市社協）側の人事の都合により事後的

に変更することは，行政契約のあり方として適切とは思われない。 

市社協との間で業務委託契約を締結するにあたっては，年度末に委託費

の額を増減（精算）する現在の運用の問題点を踏まえ，そのような運用を採

らざるを得ない合理的な理由の有無を再検討するのが望ましい。そして，再

検討の結果，合理的理由が見当たらない場合には，市社協以外を契約相手方

とする他の業務委託契約と同様に，予算段階で緻密な対価（委託費）設定を
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行うとともに，当然のように年度末における対価（委託費）の増減額は行う

ことは避け，事後的な対価（委託費）の増減は例外的な処理として位置づけ

る方向性で検討することが望ましい。 

 

第２ 生活支援コーディネーターの活動推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域における支え合いの活動を支援するため，「生活支援コ

ーディネーターの活動推進」を図るものとされ，具体的には， 

 

日常生活圏域ごとに配置している生活支援コーディネーターからの地域

への働きかけを積極的に行い，困りごとの解決と地域住民による多様なサ

ービスの提供体制を構築します。また，生活支援コーディネーターは，住民

主体の地域づくりの調整役として，地域住民のニーズを地域住民で解決す

る体制の構築を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   生活支援体制整備事業（委託事業） 

 【業務委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   上記第１（「協議体の立ち上げ，活性化」）２項に記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 
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   上記第１（「協議体の立ち上げ，活性化」）３項に記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 

   上記第１（「協議体の立ち上げ，活性化」）４項に記載したとおりである。 

 

第３ くらし安心サポーターの養成 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域における支え合いの実現に向けて「くらし安心サポータ

ーの養成」を行うものとされ，具体的には， 

 

くらし安心サポートセミナーを定期的に開催し，地域住民の方に地域の

支え合い活動の実践に必要な知識を習得してもらうことで，地域の支え合

い活動の促進を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   生活支援体制整備事業（委託事業） 

 【業務委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   上記第１（「協議体の立ち上げ，活性化」）２項に記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 

   上記第１（「協議体の立ち上げ，活性化」）３項に記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 
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   上記第１（「協議体の立ち上げ，活性化」）４項に記載したとおりである。 
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Ⅱ 地域における見守り・相談体制の充実（再掲） 

 

この取り組みは，前記のとおり，基本方針２「健康づくりと介護予防の推進・

認知症対策」の中の「（６）認知症対策の強化」としても実施されており（第

７章Ⅲ第３参照），本章では取り上げない。 

 

Ⅲ 要配慮者支援体制の強化 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

  松江市は，「地域における支えあう体制づくり」の「要配慮者支援体制の強

化」の取り組みについての平成３０年度の実施状況について，平成３１年３月

末時点の世帯カバー率は３６．７％（計画３３．３％），累計組織設置数は１

７８組織，平成３０年度の新規組織設置数は２１組織（３月末時点），説明会

（出前講座）回数２４回（３月末時点），平成３０年７月に共創・協働マーケ

ットにおいてワークショップ開催（参加者６０名），平成３０年１１月に町内

会・自治会連合会，地区社会福祉協議会，公民館の３団体合同研修会において

ワークショップ開催（参加者９０名），などと評価している。なお，進捗状況

については，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

  松江市は，平成３１年度以降の予定として，平成３１年度末の世帯カバー率

の計画は４４．０％，平成３１年度の新規組織設置計画数は５２組織，自治会

や自主防災組織など，地域にある住民組織の歴史的経過や役割も踏まえて，目

的や役割を丁寧に説明する必要があるため，市民部，防災安全部，福祉部の３

部共同で住民説明を行うなど，住民の理解を得ながら，地域における実効性の

ある共助・支え合いの体制づくりを進める，などとしている。 
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 【平成３０年度の課題と対策】 

  松江市は，「地域における支えあう体制づくり」の「要配慮者支援体制の強

化」の取り組みについての課題と対策として，「自主防災組織等と役割が重複

する部分もあり，町内会・自治会役員等にとって要配慮者支援組織の役割がわ

かりづらくなっているため，より丁寧な説明を行い，住民理解を得ながら地域

における共助・支え合いの体制づくりを進めていく」ものとしている。 

 

第１ 要配慮者支援組織の立ち上げや地域での見守り助け合い事業の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，地域における要配慮者の支援体制の構築に向けて，「要配慮

者支援組織の立ち上げや地域での見守り助け合い事業の推進」を行うもの

とされ，具体的には， 

 

要配慮者が災害時のみならず，平素から地域で安心・安全に暮らせるため

に，地域で見守りや生活支援などを行う仕組みとして，地域の実情に応じた

「要配慮者支援会議」の設置を推進します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

①対象事業１―松江市要配慮者支援推進事業 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   松江市要配慮者支援推進事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 
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   地区要配慮者支援会議 

 【事業内容】 

独居高齢者，障がい者等の要配慮者に対する平常時及び災害時の支援を

目的として各地域に設置された「地区要配慮者支援会議」に対し，会議体の

立上げに関する経費や会議体の運営費の一部を補助するものである。なお，

前者の補助金（会議体の立上げ経費に係る補助金）を「松江市要配慮者支援

組織設置推進事業補助金」，後者の補助金（会議体の運営費に係る補助金）

を「松江市要配慮者支援推進事業補助金」という。 

②対象事業２―避難行動要支援者支援事業 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   避難行動要支援者支援事業 

 【事業内容】 

高齢者や障がい者等の要配慮者のうち，災害発生時等に特に支援を要す

る避難行動要支援者について，事前に名簿を作成して関係機関で情報を共

有するとともに，個人ごとに災害時の避難支援に係る個別計画を策定し，避

難行動要支援者に対する災害発生時及び災害発生に備えた支援体制を整備

するものである。 

 ３ 実施状況 

①対象事業１―松江市要配慮者支援推進事業 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は１１，２５０千円であり，同年度決算歳

出は１０，９７０千円であった。 

 【実施状況】 

本事業については令和５年度までに世帯カバー率７０％が目標値として
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掲げられているところ，平成３０年度の累計設置組織数は１７８組織（新規

設置組織数２１組織）であり，世帯カバー率は３６．７％に至っている。ま

た，松江市要配慮者支援推進事業補助金申請組織数は１７０組織であり，合

計８，８７０千円であった。 

②対象事業２―避難行動要支援者支援事業 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は１，２４９千円であり，同年度決算歳出

は１，２１５千円であった。 

 【実施状況】 

本事業は平成２９年度に開始されたものである。平成２９年度には名簿

の作成及び名簿登載に関する本人からの同意確認等が行われたが，平成３

０年度は関係機関が保有する名簿の取扱いに関する検討を行っていたため，

新たな名簿の作成や本人からの同意確認等の作業は実施していない。 

 ４ 監査の結果 

①対象事業１――松江市要配慮者支援推進事業 

（１）【目標値を達成した場合の事業規模の試算（意見）】 

 ア 現状 

本事業に係る歳出は，世帯カバー率の上昇に比例して増加することにな

るが，ヒアリングによると，目標値（世帯カバー率７０％）を達成した場合

の歳出額は試算されていない。 

イ 規範・基準 

地方公共団体は，その事務を処理するにあたっては，住民の福祉の増進に

努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。 

 ウ 意見 

最終的に目標値を達成した場合の事業規模を予測し，これを踏まえた効
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果的な事業運営を実現するために，目標達成時の歳出見込額を予め試算し

ておくことが望ましい。 

（２）【会議体の活動を推進するための方策の検討（意見）】 

 ア 現状 

世帯カバー率は会議体が実質的な活動を継続して初めて意味を持つ数字

であるところ（会議体の活動が停滞すれば，対象世帯が実質的にカバーされ

ているとはいえない。），立ち上がった会議体について，その後の活動を後押

し（推進）するための特段の方策は現時点では採られていない。 

 イ 規範・基準 

事業を実施する以上，その事業は実効的なものであるべきである。 

 ウ 意見 

立ち上がった会議体を実効的に活動しうる組織とするため，会議体の活

動推進の方策を検討することが望ましい。 

 ②対象事業２――避難行動要支援者支援事業 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第１１章 高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実 

 

松江市では，高齢者とその家族が住み慣れた地域で安心して在宅生活を行

うためには介護サービス以外に，安否確認や外出支援などの様々な支援が必

要であり，また，平常時に見守りや緊急時の連絡・支援体制の整備，配食サー

ビスなど本人への支援に加え，在宅で高齢者を介護する家族に対する支援も

必要であることから，これらの支援に取り組むこととされている。 

計画では，このような観点から，基本方針４「様々な生活支援サービスの充

実強化」の中の「（１０）高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実」におい

て，①在宅サービスの充実のための８つの取り組み，②家族等介護者に対する

支援のための３つの取り組みを行うこととしている。 

 

Ⅰ 在宅サービスの充実 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実」の「在宅サービ

スの充実」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，「緊急通

報装置設置費助成事業の実施は延べ９件（１２月末時点）。」「移送サービス

の延べ利用者数は，市社協１６４名（１０月末時点），委託事業者５５名，

移送タクシーは１９９名となっている（１２月末時点）。」「救急医療情報活

用事業は，延べ１７７セットを配布（１２月時点）。」としている。進捗状況

の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「緊急通報装置設置費助成事

業は，Ｈ３２年度に向けて所得要件の追加を検討する。」「移送サービス（市
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社協分）は，平成３２年度に向けて廃止を検討する。併せて，移送タクシー

の全市適用を検討する。」「救急医療情報活用事業は，より多くの配布を目指

す。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実」の「在宅サービ

スの充実」の取り組みについての課題と対策として，「緊急通報設置費助成

事業は，対象要件に所得要件がないため，市民税非課税世帯に限定するなど

の見直しが必要。」「移送サービス（市社協分）は，運転ボランティアの減少・

高齢化，車輛の老朽化で廃止の検討が必要。」としている。 

 

第１ 「食」の自立支援事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「『食』の自立支援事業の実施」

をすることとされ，具体的には， 

 

栄養バランスのとれた食事を自宅に配達することにより，栄養の確保を

行い，高齢者の食の自立と生活の質の維持向上を図ります。また，配達時に

安否確認を行うことにより，安心・安全な生活を支援します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

「食」の自立支援事業 
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【対象者】 

６５歳以上の者のみの世帯等で，食事の調理が困難であり，栄養のバラン

スのとれた食事を確保することが難しく，安否確認の必要なものであって，

市長が配食サービスの必要性があると認める者（松江市「食」の自立支援事

業実施要綱第３条第１項各号）。 

【実施内容】 

松江市が対象者及び実施日の決定を行い，それ以外の業務については，事

業者に委託して行う。 

委託を受けた事業者は，利用決定を受けた利用者に対して，国民の祝日に

関する法律に規定する休日を含め月曜日から日曜日の週７日（１２月３１

日から翌年１月３日までの日は除く）の実施日のうち，利用者の希望する提

供日に昼食，夕食を提供する。利用者は，事業利用時に事業者に対して，主

食・副食の場合４１０円，副食のみの場合３６０円を支払う。 

委託事業者は，事業実施前に，利用者の身体状況，緊急連絡先等の確認を

行い，ケース記録を作成し，受け渡しの際，利用者の安否確認を行うととも

に，異常を発見した場合は，速やかに関係機関に連絡する。 

委託事業者は，松江市に対し，毎月，事業実施状況報告書を提出した上で，

委託料の請求を行い，松江市は，事業者に対し，請求から３０日以内に１食

当たり２７６円（税込み）を支払う。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

「食」の自立支援事業の平成３０年度の予算は１８，７１６千円で計上さ

れ，同年度の決算は１４，８５４千円であった。 

【実施状況】 

平成３０年度は，１５０人が利用し，延べ５３，４０６食が提供された。 

過去の利用者の推移は，次のとおりである。 
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 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

利用者数 ２０９人 １９２人 １７５人 １５０人 

 

なお，「食」の自立支援事業については，中心部以外の周辺部への配達は，

事業者がコスト面から難しく，配達の方法など，運用の見直しが検討されて

いる。 

４ 監査の結果 

【情報提供についての同意の書面化（意見）】 

ア 現状 

「食」の自立支援事業において，委託事業者は，受け渡しの際に，利用者

の安否確認を行うとともに，異常を発見した場合には関係機関に連絡する

こととなっている。 

松江市では，利用者に対して，申請を受ける際に，事業の内容を説明する

とともに，委託事業者が安否確認を行うとともに，異常を発見した場合には

関係機関に連絡することを説明している。 

しかし，利用申請書などに，委託事業者からの利用者の情報提供について

の利用者の同意に関する記載はない。 

イ 規範・基準 

委託事業者からの関係機関に対する情報提供は，利用者のプライバシー

に関する情報も含むものであり，利用者の明確な同意・承諾を得る必要があ

る。 

ウ 意見 

「食」の自立支援事業の利用申請において，委託事業者が利用者の情報を

関係者に提供することについて，利用者の同意を書面で得ることが望まし

い。 
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第２ 緊急通報装置設置費助成事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「緊急通報装置設置費助成事業の

実施」をすることとされ，具体的には， 

 

民間事業者が提供する緊急通報サービスを利用する際に，機器設置に要

する費用について，助成を行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

福祉総務課 

【実施事業】 

松江市緊急通報装置設置費助成金事業 

【対象者】 

松江市内に住所を有する６５歳以上の高齢者のみの世帯であり，松江市

高齢者緊急通報体制整備事業実施要綱による高齢者緊急通報体制整備事業

を利用していない者（松江市緊急通報装置設置費助成事業要綱第２条）。 

【実施内容】 

警備業法第２条第３項に規定する警備業者で，「住宅に係る機械警備業務」

を取り扱っており，松江市内に事業所があるものが助成対象者宅に緊急通

報装置を設置する費用について，設置費用の全額（上限２０，０００円）を

助成する（松江市緊急通報装置設置費助成事業要綱第２条）。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市緊急通報装置設置費助成金事業の平成３０年度の予算は４０５千



206 

 

円で計上され，同年度の決算は２９８千円であった。 

【実施状況】 

松江市緊急通報装置設置費助成事業の実施件数は，平成３０年度が１５

件，平成２９年度が１８件，平成２８年度が１４件，平成２７年度が１８件，

平成２６年度が２１件であり，平成３０年度までの累計は３２５件であっ

た。 

高齢者緊急通報体制整備事業を利用していない者が対象者となっている

が，当該事業は，令和元年度に廃止されることとなっており，廃止後は，当

該事業利用者の希望により，松江市緊急通報装置設置費助成事業に移行す

る予定である。 

周知・広報は，民生委員や事業者が行っている。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第３ 外出支援事業（移送サービス・移送タクシー）の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「外出支援事業（移送サービス・

移送タクシー）の実施」をすることとされ，具体的には， 

 

医療機関等への通院・通所等に支援が必要な高齢者を対象とした，送迎サ

ービスまたはタクシー代の助成を行います。 

 

とされている。また，計画では，（１２）生きがいづくり・社会参加の促

進における「移動手段の確保」のための事業としても実施するとされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 
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健康政策課 

【実施事業】 

①松江市移送タクシー事業 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業 

③松江市玉湯町・宍道町移送サービス事業 

④松江市島根町移送サービス事業 

【対象者】 

①松江市移送タクシー事業 

 鹿島町，美保関町，八束町，八雲町又は東出雲町に住所を有する者で，

要介護１以上に認定されており，車椅子等を利用し，外出時に付き添いが

必要であり，６５歳以上の者のみの世帯等であり，前年度の市町村民税が

世帯員全員非課税であり，タクシーで通院等を行う必要があり，おおむね

１月に１回以上タクシーで通院等を行い又は行う予定である者で，市長

がタクシー利用券支給の必要性があると認める者（松江市移送タクシー

事業実施要領第３条）。 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業 

 松江市（鹿島町，島根町，美保関町，八雲町，玉湯町，宍道町，八束町

及び東出雲町を除く。）に住所を有する者で，要介護１以上に認定された

６５歳以上の高齢者等であり，車椅子等を利用し，外出時に付き添いが必

要であり，市長が送迎の必要性があると認める者（松江市高齢者・障がい

者移送ボランティアサービス事業実施要綱第３条）。 

③松江市玉湯町・宍道町移送サービス事業 

 玉湯町又は宍道町に住所を有する者で，要介護１以上と認定された６

５歳以上の高齢者等であり，車椅子等を利用し，外出時に付き添いが必要

であって，市長が送迎の必要性があると認める者（松江市玉湯町・宍道町

移送サービス事業実施要綱第３条）。 
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④松江市島根町移送サービス事業 

 島根町に住所を有する者で，要介護１以上と認定された６５歳以上の

高齢者等であり，車椅子等を利用し，外出時に付き添いが必要であって，

市長が送迎の必要性があると認める者（松江市島根町移送サービス事業

実施要綱第３条）。 

【実施内容】 

①松江市移送タクシー事業 

 松江市が対象者の決定を行い，それ以外の業務については，事業者に委

託して行う。 

 対象者が市長に利用を申し込み，利用決定を受ける。利用決定を受けた

利用者は，市長から，利用証及び利用券（１枚当たり５００円）を１月あ

たり４枚の支給を受ける（申請から年度末までの月数分を一括で交付を

受ける。）。 

 利用者は，⑴医療機関への通院又は入退院をするとき，⑵福祉施設への

通所又は入退所をするとき，⑶市長が特に必要と認めたとき，事業者のタ

クシーを利用し，利用証を提示するとともに利用券（１回２枚まで）を運

転手に渡し，乗車料金と助成額の差額を支払う。 

 事業者は，市長に対し，助成相当分を請求する。 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業 

 松江市が対象者の決定を行い，それ以外の業務については，松江市社会

福祉協議会に委託して行う。 

 対象者が市長に利用を申し込み，利用決定を受ける。利用決定を受けた

者は，⑴医療機関への通院又は入退院をするとき，⑵福祉施設への通所又

は入退所をするとき，⑶福祉団体等が主催する事業，会議等に参加すると

き，⑷行政等へ諸手続き等を行うとき，⑸市長が特に必要と認めたとき，

に利用することができる（半日を１回として，月２回まで利用できる）。
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利用者は，利用希望日の２月前から７日前までの間に，電話により事業者

へ予約し，利用料として１回５００円を事業者に支払う。 

 土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日，年末年始（１

２月２９日から１月３日まで）以外の日に利用することができる。 

 松江市は，③と併せて，事業者に対して，概算委託料５００万円を１２

回に分け，毎月支払い，年度末に事業者からの委託料精算書により，精算

する。 

③松江市玉湯町・宍道町移送サービス事業 

 松江市が対象者の決定を行い，それ以外の業務については，松江市社会

福祉協議会に委託して行う。 

 対象者が市長に利用を申し込み，利用決定を受ける。利用決定を受けた

者は，⑴病気治療をするとき，⑵保険・福祉施設への通所，入退所をする

とき，⑶公共機関への諸手続きをするとき，⑷保険・福祉団体等が主催す

る事業，会議に参加するとき，⑸市長が必要と認めたとき，に利用するこ

とができる（半日を１回として，月２回まで利用できる）。利用者は，利

用希望日の２月前から７日前までの間に，電話により事業者へ予約し，利

用料として１回５００円を事業者に支払う。 

 土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日，年末年始（１

２月２９日から１月３日まで）以外の日に利用することができる。 

 松江市は，②と併せて，事業者に対して，概算委託料５００万円を１２

回に分け，毎月支払い，年度末に事業者からの委託料精算書により，精算

する。 

④松江市島根町移送サービス事業 

 松江市が対象者の決定を行い，それ以外の業務については，道路運送法

第７９条に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けた事業者に委託し

て行う。 
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 対象者が市長に利用を申し込み，利用決定を受ける。利用決定を受けた

者は，⑴医療機関への通院又は入退院をするとき，⑵市長が必要と認めた

ときに利用することができる（１日を１回として，月２回まで利用でき

る）。利用者は，利用希望日の２月前から７日前までの間に，電話により

事業者へ予約し，利用料として１回５００円を事業者に支払う。 

 国民の祝日に関する法律に規定する休日，１２月２９日から１月３日

までの日以外の日に利用することができる。 

 松江市は，事業者の請求に基づき，運行単価１ｋｍ当たり１２０円（消

費税込み）に利用距離数を乗じて，利用料及び年会費を差し引いた額を，

翌月１０日の事業者からの実績報告書の提出から３０日以内に支払う。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

①松江市移送タクシー事業の平成３０年度の予算は２１０千円で計上さ

れており，同年度の決算は１２６千円であった。 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業，③松江市玉湯

町・宍道町移送サービス事業の平成３０年度の予算は５，０００千円で計上

されており，同年度の決算は５，４２２千円であった。 

④松江市島根町移送サービス事業の平成３０年度の予算は３００千円で

計上されており，同年度の決算は２０４千円であった。 

【実施状況】 

①松江市移送タクシー事業の平成３０年度の実利用者数は１１人であり，

のべ利用回数は２５２回であった。 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業の平成３０年

度の実利用者数は１９人であり，のべ利用回数は２０８回であった。 

③松江市玉湯町・宍道町移送サービス事業の平成３０年度の実利用者数

は１２人であり，のべ利用回数は７６回であった。 
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④松江市島根町移送サービス事業の平成３０年度の実利用者数は１１人

であり，のべ利用回数は７９回であった。 

４ 監査の結果 

（１）【実施要綱・委託契約書の統一（意見）】 

ア 現状 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業及び③松江市

玉湯町・宍道町移送サービス事業と④松江市島根町移送サービス事業は，高

齢者・障がい者に対する医療施設等の通院を支援するなど，その目的はほぼ

同じであり，送迎サービスという点で事業の内容もほとんど同様である。 

しかし，②③の事業では，福祉施設への通所等や福祉団体等が主催する事

業，会議等への参加，行政等への諸手続き等を行うときにも，利用すること

ができるとされている（実施要綱第４条）一方で，④の事業では，医療機関

への通院等のほかは，市長が特に必要と認めたときのみ利用できるとされ

ている（実施要綱第４条）。 

イ 規範・基準 

同じ松江市内に居住する高齢者等を対象とする事業である以上，合理的

な理由のない取扱いの違いは避けるべきである。 

ウ 意見 

②③の事業と④の事業の実施要綱・委託契約書の内容をできる限り，統一

することが望ましい。 

（２）【実施要綱の記載（指摘）】 

ア 現状 

②③の事業の実施要綱においては，「松江市社会福祉協議会に委託して行

うものとする。」と記載されている（実施要綱第２条）。一方で，④の事業の

実施要綱においては，「道路運送法第７９条に規定する自家用有償旅客運送

の登録を受けた団体に委託して行うものとする。」と記載されている（実施
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要綱第２条）。 

②③の事業については，市町村自家用有償運送の登録が市社協以外にな

いことを理由として，随意契約がなされており，④の事業についても，自家

用有償旅客運送の登録があり，島根町区域で事業実施ができる事業者が他

にないことを理由として，随意契約がなされている。 

イ 規範・基準 

実施要綱は，行政が事務処理を行う上での指針・基準を定めたものであり，

行政機関内部を規律・統制するものである。結論として，特定の団体との随

意契約となるとしても，手続の指針・基準である実施要綱の段階で，特定の

団体を記載することは，随意契約が例外とされていること（地方自治法第２

３４条第２項）からしても，適切でない。 

ウ 指摘 

②松江市高齢者・障がい者移送ボランティアサービス事業実施要綱，③松

江市玉湯町・宍道町移送サービス事業実施要綱において，委託事業者を市社

協と特定する記載は，変更すべきである。 

（３）【契約形式の統一の必要性（指摘）】 

ア 現状 

松江市では，前記のとおり，②③の事業について平成３０年度は５，４２

２千円が支出されている一方で，④の事業については，単価契約を行ってい

るため，委託費に人件費が含まれておらず，平成３０年度は２０４千円が支

出されている。 

また，松江市では，平成３０年度，②③の事業について，人件費の増加を

理由として，４２万１９６３円を追加支出している。一方で，④の事業につ

いては，単価契約を行っているため，利用距離に応じた精算を行っており，

平成３０年度の予算３０万円に対して，決算額は２０万３９８０円であっ

た。 
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イ 規範・基準 

地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に

努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。また，同様の事業内容を実施するので

あれば，委託契約の形式も統一すべきである。 

ウ 指摘 

②③の事業については，④の事業のように単価契約を行っていないため，

委託費に人件費が含まれ，人件費の増加を理由として追加支出がなされて

いる。②③の事業と④の事業は，その事業内容が同様であり，同様の事業を

行うのであれば，契約形式も統一すべきであり，不必要な追加支出を避ける

ためにも，④の事業と同様に単価契約をすることを検討すべきである。 

 

第４ 安心ライフ援助事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「安心ライフ援助事業の実施」を

することとされ，具体的には， 

 

住民税の非課税世帯の高齢者を対象とした，庭木や自宅周辺の手入れ等

の家事助成を行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市安心ライフ援助事業 
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【対象】 

松江市に住所を有する者で，要支援以上と認定されている者等であり，６

５歳以上の者のみの世帯等であって，前年度の市民税が世帯全員非課税で

あり，市長が支援の必要性があると認める者（松江市安心ライフ援助事業実

施要綱第３条）。 

【実施内容】 

松江市が，対象者及びサービス内容並びに手数料の決定をし，それ以外の

業務については，シルバー人材センター等に委託して行う。 

対象者が市長に利用を申し込み，利用決定を受ける。利用決定を受けた者

は，安心ライフ援助員の派遣を受け，⑴庭・庭木等家周りの手入れ，⑵家屋

の軽微な修繕，電気修理などの軽微な修繕等，⑶除雪（屋根の雪下ろしを除

く。），⑷家財道具の移動，⑸台風時等自然災害への防備，⑹その他，生活支

援に資する軽易な日常生活上の援助のうち，必要と認められるサービスを

受ける（年度を通じて８時間以内）。利用者は，安心ライフ援助員の派遣に

要した費用として１時間当たり１００円を負担し，事業者が徴収して松江

市に納入する。 

原則として，土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日を

除く午前９時から午後５時までの間に利用することができる。 

松江市は，事業者に対し，１年度分の委託料２４万９７４０円（税込み）

を全額前払いで支払う。事業者は，契約期間終了日に１時間当たり１，０６

０円の委託料を実績に応じて精算する。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市安心ライフ援助事業の平成３０年度の予算は３００千円で計上さ

れ，同年度の決算は２５５千円であった。 

【実施状況】 
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松江市安心ライフ援助事業の平成３０年度の実利用者数は４３人であり，

延べ利用回数は６６回であった。なお，松江市安心ライフ援助事業は，平成

１７年度から開始した事業であり，平成２９年度の実利用者数は３６人，延

べ利用回数は６６回，平成２８年度の実利用者数は６１人，延べ利用回数は

９０回，平成２７年度の実利用者数は６０人，延べ利用回数は８６回，平成

２６年度の実利用者数は４１人，延べ利用回数は７１回であった。 

４ 監査の結果 

【実施要綱・事業委託契約書と実態との一致（意見）】 

 ア 現状 

松江市安心ライフ援助事業の利用者は，手数料をシルバー人材センターに

直接支払っている。 

しかし，松江市安心ライフ援助事業実施要綱では，「事業の実施について，

対象者及びサービス内容並びに手数料の決定，手数料の徴収以外の業務を，シ

ルバー人材センター等に委託するものとする。」（実施要綱第２条）とされてお

り，松江市安心ライフ援助事業委託契約書においても，「利用者の決定，サー

ビス内容の決定及び費用徴収事務を除き，実施要綱に基づき実施する安心ラ

イフ援助員派遣サービス及びそれに伴う事務処理に関する業務」（事業委託契

約書第２条）とされている。 

 イ 規範・基準 

実施要綱は，行政が事務処理を行う上での指針・基準を定めたものであり，

行政機関内部を規律・統制するものである。実施要綱が，行政の担当者が変更

しても，取り扱いが統一的になされるために規定されるという側面からして

も，実際の事業実施方法と実施要綱の定めは一致していることが望ましい。 

また，委託契約書は，委託を受けた業務の内容を双方で合意したことを記載

するものであり，後に業務内容について争いの内容に作成されるものである

ため，実際の業務内容と委託契約書の業務内容は一致していることが望まし
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い。 

ウ 意見 

実際には，松江市安心ライフ援助事業の利用者が，委託事業者であるシルバ

ー人材センターに直接手数料を支払っていることからすると，実施要綱の記

載及び委託契約書の記載を実際にあわせて変更することが望ましい。 

 

第５ 救急医療情報活用事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「救急医療情報活用事業の実施」

をすることとされ，具体的には， 

 

かかりつけ医や緊急連絡先等，必要な情報を入れたケースを冷蔵庫の前

面に貼付し備えることにより，緊急時に救急隊員等への速やかな情報提供

を支援します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【事業】 

松江市救急医療情報活用事業 

【対象】 

松江市に住所を有する者であって，６５歳以上の者のみの世帯に属する

者，その他市長が適当と認める者（松江市救急医療情報活用事業実施要綱第

３条）。 

【実施内容】 
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対象者が，市長又は自治会等に救急医療情報セットの配布を申込み，救急

医療情報セットの配布を受ける。自治会等が配布した場合は，自治会等は，

速やかに申込書を市長に提出する。 

対象者から申込みがあった場合，松江市は，速やかに利用者の住所及び氏

名の情報を消防署に提供する。 

利用者は，救急医療情報セットを冷蔵庫の前面に貼付し，緊急時に消防署

との協力でその情報を救急医療に生かす。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市救急医療情報活用事業の平成３０年度の予算は０円で計上され，

同年度の決算も０円であった。 

【実績】 

平成２８年度に予算を計上し，１０００セット作成した在庫があったた

め，平成３０年度は作成していない。公民館でＰＲ活動を行ったところ，平

成３０年度末に在庫がなくなったため，平成３１年度は，予算を計上し，２

０００セットを作成したとのことである。 

４ 監査の結果 

【周知方法の検討の必要性（意見）】 

ア 現状 

前記のとおり，平成２８年度に作成した１０００セットが平成３０年度

末まで残存しており，ＰＲ活動により，在庫がなくなっている。 

イ 規範・基準 

事業を行う以上，その周知・広報については十分に検討すべきである。 

ウ 意見 

ＰＲ活動により在庫がなくなったということは，潜在的な需要があった

ものと考えられるので，より多くの市民に利用されるよう，その周知・広報
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の方法を十分に検討することが望ましい。 

 

第６ 生活援助員派遣事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「生活援助員派遣事業の実施」を

することとされ，具体的には， 

 

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に住む高齢者に対して，生活援

助員による生活相談・安否確認を行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業 

【対象者】 

６０歳以上の単身世帯，夫婦のみの高齢者世帯，又は，６０歳以上の高齢

者のみからなる世帯で，住宅困窮度が高く，家族による援助が困難な者（松

江市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業実施要綱

第３条）。 

【実施内容】 

松江市が，対象者及びサービス内容並びに手数料の決定，手数料の徴収の

業務を行い，それ以外の業務は，幸町デイサービスセンター運営者に委託し

て行う。 

松江市幸町所在の県営住宅幸町団地１号棟・２号棟に入居している対象
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者（３０戸）に対して，実施事業者の職員を生活援助員として派遣し，⑴生

活に関する指導・相談，⑵安否確認，⑶一時的な家事援助，⑷緊急時の対応，

⑸関係機関との連絡，⑹その他日常的生活上必要な援助のうち，必要と認め

られるサービスを行う。 

松江市は，実施事業者に対し，事業執行上に必要な職員に対する給料及び

諸手当並びに共済費を対象として，委託料として年額６，３００千円を６回

に分けて支払う。実施事業者は，契約期間終了日に委託料を精算する。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業の平

成３０年度の予算は６，３００千円で計上されており，同年度の決算は６，

４７２千円であった。 

【実施状況】 

生活援助員の安否確認出動回数は，平成３０年度が３，０９０回，平成２

９年度が３，３５２回，平成２８年度が３，３０８回，平成２７年度が３，

５３１回，平成２６年度が３，３８４回であった。 

４ 監査の結果 

【費用対効果の検討の必要性（意見）】 

ア 現状 

松江市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業は，

松江市幸町所在の県営住宅幸町団地１号棟・２号棟に入居している対象者

（３０戸）に対して，６，４７２千円を支出して行われている。 

イ 規範・基準 

地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に

努めるとともに，最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。 
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ウ 意見 

松江市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業につ

いては，島根県や国との関係もあり，直ちに廃止することは困難であると考

えられる。しかし，３０戸に対して，６，４７２千円が支出されていること

は，松江市安心ライフ援助事業（前記第４），松江市緊急通報装置設置費助

成金事業（前記第２）等の事業と比べても，支出のわりに対象者の数が少な

く，費用対効果の面から相当とは言えない。廃止して他の施策で代替するな

ど，県や国と協議することが望ましい。 

 

第７ 訪問理美容事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「訪問理美容事業の実施」をする

こととされ，具体的には， 

 

理美容院等に出向くことが困難な在宅高齢者に対して，理美容師が高齢

社宅に出かけ，整髪等のサービスを提供するとともに，高齢者の生活状態の

チェック等を行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市訪問理美容サービス事業 

【対象者】 

松江市に住所を有する者で，要介護１以上と認定され，６５歳以上の者の
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みの世帯に属する者又は同居者からの介護等支援が受けられないと認めら

れる者であり，理美容所に出かけることが困難である者（松江市訪問理美容

サービス事業実施要綱第３条）。 

【実施内容】 

松江市は，利用者の決定の業務を行い，それ以外の業務は，適切な事業運

営が確保できると認められる事業者（団体又は個人）に委託して行う。 

対象者が，市長に利用申請を行い，利用決定を受ける。利用決定を受けた

者（利用者）は，利用決定を受けた日の属する月以降の当該年度内の月数に

応じて１回から６回利用することができる。利用者は，事業者に連絡して，

日程調整を行い，利用する。利用者は，１回当たり事業者の設定した金額（上

限２，０００円）を事業者に支払う。 

事業者は，利用者宅に訪問した際は，整髪等サービス，所定のチェックシ

ートによる利用者の状態把握，相談・会話による見守りを行い，必要に応じ

て，ケアマネジャー又は地域包括支援センター等関係機関に連絡を行う。 

松江市は，事業者からの請求により，１回当たりの上限額１，０００円に

利用回数を乗じた委託料を事業者に支払う。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市訪問理美容サービス事業の平成３０年度の予算は５０千円で計上

されており，同年度の決算は６７千円であった。 

【実施状況】 

平成３０年度の利用人数は２５人であり，のべ６７回の利用があった。 

平成２６年度から再開した事業であるが，利用者は横ばいとのことであ

る。 

ホームページやチラシにより周知・広報を行っている。ケアマネジャーか

らの申請が多い。 
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なお，当該事業については，見直しを検討するとしている。 

４ 監査の結果 

（１）【情報提供についての同意の書面化（意見）】 

ア 現状 

松江市訪問理美容サービス事業において，事業者は所定のチェックシー

トにより利用者の状態を把握し，必要に応じてケアマネジャー，地域包括支

援センター等の関係機関に連絡を行うこととなっている。 

松江市では，利用者に対して，申請を受ける際に，事業の内容を説明する

とともに，事業者が必要に応じて関係機関に連絡することを説明している。 

しかし，利用申請書などに，事業者からの利用者の情報提供についての利

用者の同意に関する記載はない。 

イ 規範・基準 

事業者からの関係機関に対する情報提供は，利用者のプライバシーに関

する情報も含むものであり，利用者の明確な同意・承諾を得る必要がある。 

ウ 意見 

松江市訪問理美容サービス事業の利用申請において，事業者が利用者の

情報を関係者に提供することについて，利用者の同意を書面で得ることが

望ましい。 

（２）【遅延損害金の起算日の記載の明確化（指摘）】 

ア 現状 

松江市訪問理美容サービス事業の業務委託契約書上，受託者は，１月分の

チェックシート（兼実績報告書）を松江市に翌月１０日までに提出し，松江

市は１０日以内に検査し，受託者は，検査に合格したときは，請求書をもっ

て委託料の支払いを請求できる（業務委託契約書第６条）とされ，委託料の

支払いが遅れた場合は，受託者は，遅延日数に応じ，利息を松江市に請求す

ることができる（業務委託契約書第１４条第３項）とされている。 



223 

 

イ 規範・基準 

委託者から受託者に対する委託料の支払期限は，遅延損害金を計算する

起算日となるものであり，明確となっている必要がある。 

ウ 指摘 

松江市訪問理美容サービス事業の業務委託契約書上，委託者から受託者

に対する委託料の支払期限が不明である。委託料の支払期限は，遅延損害金

の計算の基礎となるものであるので，契約書上明確にすべきである。 

 

第８ ゆうあいヘルプサービスによる支援 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，在宅サービスの充実のために「ゆうあいヘルプサービスによる

支援」をすることとされ，具体的には， 

 

介護が必要な高齢者等を対象に，住民同士の助け合いを基本とした会員

方式の在宅福祉サービスを実施します。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

介護保険課 

【実施事業】 

松江市として，「介護が必要な高齢者等を対象に，住民同士の助け合いを

基本とした会員方式の在宅福祉サービス」を事業として実施しているもの

はない。市社協が，住民参加型有償支援サービスである「ゆうあいヘルプサ

ービス」を自主事業として実施しており，松江市が介護保険の総合事業の開

始に伴い，市社協を訪問型サービスＢの登録事業者として指定している。市
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社協の「ゆうあいヘルプサービス」の一部サービスについて，訪問型サービ

スＢに該当するものについて，市社協からの申請により，松江市が訪問型サ

ービスＢとして補助金を交付している。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市は，平成３０年度，訪問型サービスＢとして，市社協のゆうあいヘ

ルプサービスの一部サービスに対して，１５７千円の補助金を交付してい

る。 

【実施状況】 

松江市は，市社協の「ゆうあいヘルプサービス」について，訪問型サービ

スＢに該当する部分に関しては，毎年度実績報告書を求めるとともに，適宜

実地指導を行うことにより，介護予防サービスの一環としてのサービス水

準を保てるよう関与している。 

４ 監査の結果 

【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

 ア 現状 

「ゆうあいヘルプサービスによる支援」の取り組みについては，市社協の

自主財源により実施されている。ゆうあいヘルプサービスの訪問型サービ

スＢに該当する一部サービスについては，松江市が補助金を交付し，実績報

告書を徴求したうえ，適宜実施指導をしているものの，ゆうあいヘルプサー

ビスの事業自体は松江市の事業ではなく，市社協独自の事業である。 

 イ 規範・基準 

本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。 

行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃ
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ｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随時見直し，検討がなされるこ

とが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

本計画が行政計画である以上，松江市が実施主体ではない事業について

計画を策定しても，運用，進行管理のサイクルの中での見直し，検討をする

ことは形式的にはできず，松江市と市社協との関係により，事実上行われて

いるにすぎないことになる。 

前記行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みについては，行政が計

画の策定主体となり，目指す地域社会像とその実現に向けて行政が実施す

ることを明示すべきであり，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市とし

てのかかわりを計画に明示すべきである。 
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Ⅱ 家族等介護者に対する支援 

 

【平成３０年度の実施状況】 

松江市は，「高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実」の「家族等介護

者に対する支援」の取り組みについての平成３０年度の実施状況として，

「家族介護用品支給事業の延べ利用者数は，２２名（１２月時点）。」として

いる。 

進捗状況の評価としては，「Ａ：順調」とされている。 

 

【平成３１年度以降の予定】 

松江市は，平成３１年度以降の予定として，「家族介護用品支給事業のＨ

３３年度以降のあり方について，検討を図る。」としている。 

 

【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実」の「家族等介護

者に対する支援」の取り組みについての課題と対策として，「家族介護用品

支給事業は，地域支援事業の経過措置になっており，Ｈ３３年度からは廃止

または一般財源，保険料のみの事業に見直す必要がある。」としている。 

 

第１ 家族介護用品支給事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，家族等介護者に対する支援のために「家族介護用品支給事業の

実施」をすることとされ，具体的には， 

 

在宅で高齢者を介護している家族に対し，オムツ等の介護用品を支給す

ることで介護者の支援を行います。 
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とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市家族介護用品支給事業 

【対象者】 

松江市に住所を有する者で，要介護４又は要介護５と認定された在宅高

齢者を介護している同世帯の家族であり，前年度の市町村民税が世帯全員

非課税である者（松江市家族介護用品支給事業実施要綱第３条）。 

【実施内容】 

松江市は，対象者及び支給品目の決定の業務を行い，それ以外の業務は，

適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行う。 

対象者が，市長に利用申込を行い，利用決定を受ける。利用決定を受けた

者（利用者）は，申請のあった日の属する月の翌月から，事業者から介護用

品の支給を受ける。松江市が定める支給対象品目一覧表の単価で計算され

た介護用品を１か月当たり６，２５０円以内で支給を受ける。 

事業者は，松江市からの納品確認書に基づき，利用者に介護用品を納入す

る。 

松江市は，事業者からの委託料の請求に基づき，請求から３０日以内に委

託料を事業者に支払う。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市家族介護用品支給事業の平成３０年度の予算は，２，７３６千円で

計上されており，同年度の決算は１，６４９千円であった。 
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【実施状況】 

実利用者数及び委託料は，平成３０年度はのべ２８４人で委託料１，６３

７千円，平成２９年度のべ３６８人で委託料２，１０６千円，平成２８年度

のべ３２９人で１，７９３千円，平成２７年度のべ４０６人で２，４３３千

円，平成２６年度のべ４６５人で２，６３０千円であった。 

平成３０年度の委託事業者は３社であり，平成３１年度は２社に減少し

たとのことである。 

４ 監査の結果 

本事業について，特段指摘すべき点はなかった。 

 

第２ 家族介護者交流事業の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，家族等介護者に対する支援のために「家族介護者交流事業の実

施」をすることとされ，具体的には， 

 

在宅で高齢者を介護している家族を対象に交流会を開催し，同じ立場の

仲間づくりや悩みを共有することで，介護者の精神的負担の軽減を図りま

す。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 

松江市家族介護者交流（元気回復）事業 

【対象者】 
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松江市に居住する者で，⑴要介護１以上の者，⑵福祉医療を受給している

者，⑶要介護１以上に相当すると市長が認めた在宅の高齢者，⑷その他市長

が特に必要と認めた者のいずれかを現に介護している家族のうち，主に介

護している者（松江市家族介護者交流（元気回復）事業実施要綱３条）。 

【実施内容】 

松江市は，社会福祉法人松江市社会福祉協議会に事業の執行を委託して

行う。 

対象者である介護者が市長に申請し，参加の決定を受ける。参加の決定を

受けた介護者は，交流会や研修会等に参加する。 

松江市は，委託事業者からの請求に基づき，請求を受けたときから３０日

以内に委託料として年額２６６千円を支払う。委託事業者が委託業務の一

部を執行しなかったときは，協議の上，委託料の一部を減額することができ

る。 

３ 実施状況 

【予算・決算】 

松江市家族介護者交流（元気回復）事業の平成３０年度の予算は，２６２

千円で計上されており，同年度の決算は４７千円であった。 

【実施状況】 

平成３０年度は，介護者交流会を４回（①９月２６日，②１２月１２日，

③２月２７日，④２月２８日）開催し，実人数２９人（①１２人，②８人，

③７人，④２人）が参加した。 

男性介護者が集まる会を第３金曜日午前１０時から正午まで開催し，実

人数４７人が参加した。 

４ 監査の結果 

（１）【実施要綱の実施主体の記載（意見）】 

ア 現状 
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松江市家族介護者交流（元気回復）事業実施要綱には，「事業の実施主体

は松江市とする。」（実施要綱第２条）旨が規定されている。しかし，実際の

事業の実施は，市社協との間で業務委託契約を締結し，市社協が松江市の委

託を受けて事業を実施している。 

イ 規範・基準 

実施要綱は，行政が事務処理を行う上での指針・基準を定めたものであり，

行政機関内部を規律・統制するものである。実施要綱が，行政の担当者が変

更しても，取り扱いが統一的になされるために規定されるという側面から

しても，実際の事業実施方法と実施要綱の定めは一致していることが望ま

しい。 

ウ 意見 

松江市家族介護者交流（元気回復）事業が，実際には市社協に対する委託

により実施されていることからすると，実施要綱の記載を実際にあわせて

変更することが望ましい。 

（２）【実施予定回数が実施されていないこと（意見）】 

ア 現状 

平成３０年度の予算段階では，松江市家族介護者交流（元気回復）事業に

ついて，市社協は，介護者交流会を年間６回実施することを予定し，松江市

と業務委託契約を締結している。 

市社協は，平成３０年度，介護者交流会を年間４回実施し，２回実施して

いない。 

イ 規範・基準 

通常の業務委託契約において，実施することを合意した回数の事業を実

施しないことは，正当な理由のない限り，受注者の債務不履行とも評価され

るものである。松江市家族介護者交流事業委託契約書上も，「受注者の責に

帰する理由により，期間内に委託業務を完了することができない場合にお
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いて，期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めた時は，発注

者は受注者から損害金を徴収して期間を延長することができる。」（委託契

約書第１６条第１項）とされている。 

市社協は，実施回数・参加人数に応じて，松江市との間で一部変更契約を

締結し，委託料を精算しているため，発注者である松江市に経済的な損失は

ないものの，事業の必要性を考慮して実施回数が予定されていたことから

すると，単に実施できなかったものを精算することは，相当ではない。 

ウ 意見 

松江市が，市社協と委託契約を締結する段階で，実施する回数を十分に検

討するなどした上で，実施することを合意した実施回数については，発注者

である松江市は，受注者である市社協が確実に実施するようにすることが

望ましい。 

 

第３ 介護離職防止対策等の推進 

１ 実施事業の位置づけ 

計画では，家族等介護者に対する支援のために「介護離職防止対策等の推

進」をすることとされ，具体的には， 

 

家族の介護を抱えている人の介護離職を防止し，仕事と介護を両立でき

るよう対策を行います。 

 

とされている。 

２ 具体的事業の概要 

【担当課】 

健康政策課 

【実施事業】 
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松江市において，家族等介護者に対する支援のための介護離職防止対策

等の推進の取り組みのために，具体的に予算措置が講じられ実施されてい

る事業はない。 

３ 監査の結果 

【家族等介護者に対する介護離職防止対策の検討の必要性（意見）】 

ア 現状 

松江市においては，介護職の人については，松江市介護人材確保検討会議

を設置し，介護離職防止対策について検討されているが，家族等介護者につ

いては，同会議においても検討課題となっていない。 

イ 規範・基準 

行政計画は，行政機関が，行政上の目標を設定し，その目標を達成するた

めの手段を総合することによって示された行政活動基準であるとされる。

そのため，行政計画は行政活動の自己統制手段としての意義を有し，各行政

機関による個々の施策・事業についての裁量権を統制するものである。した

がって，行政計画は，合理的な理由がない限り，実施されるべきである。 

本計画は，行政計画として，行政が実施することを明示したものであり，

計画を策定したものについては，何らかの取り組みを行うべきである。 

ウ 意見 

家族等介護者についても，松江市介護人材確保検討会において介護離職

防止対策について検討するなど，何らかの取り組みを行うことが望ましい。 
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第１２章 権利擁護の充実強化 

 

  近年，認知症高齢者の増加や高齢者虐待などにより，高齢者の権利や人権そ

のものが侵害されるような処遇困難事案が増加傾向にある。このような状況

を踏まえ，松江市では，高齢者の人権が守られ安心して生活できる社会を目指

し，市民の権利擁護に関する意識を醸成するとともに，後見人の確保，高齢者

虐待の防止及び相談・支援の強化に取り組むこととしている。 

  計画では，このような観点から，基本方針４「様々な生活支援サービスの充

実強化」の中の「権利擁護の充実強化」において，①成年後見制度等の利用促

進のための６つの取り組み，②虐待の予防・対策に向けた４つの取り組みを，

それぞれ行うこととしている。 

 

Ⅰ 成年後見制度等の利用促進 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「権利擁護の充実強化」の「成年後見制度等の利用促進」の取

り組みについての平成３０年度の実施状況を，「成年後見制度利用支援事業

報酬助成 高齢者延べ４件（１２月末時点）」「市民後見人養成講座修了者数 

基礎講座延べ１２４名，実務講座延べ５７名（１２月末時点）」と評価して

いる。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「成年後見制度利用支援事業

の継続」「市民後見人の計画的な養成（市民後見人累計４人）」「成年後見制

度利用促進計画（第５次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画で規定）を

策定」「引き続き市民後見人の養成を推進する」としている。 
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 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「権利擁護の充実強化」の「成年後見制度等の利用促進」の取

り組みについての課題と対策として，「今後も後見ニーズの増加が見込まれ

ることから，成年後見制度に関する啓発活動の強化を行い，引き続き計画的

に市民後見人の養成を行っていくとともに，関係機関と連携し，後見受任後

の支援体制を整備・強化していく」としている。 

 

第１ 成年後見制度利用支援の実施 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，成年後見人の確保等のため，「成年後見制度利用支援の実施」

を図るものとされ，具体的には， 

 

成年後見制度の市長申し立てに係る経費や，後見人等の報酬の助成を行

います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   松江市成年後見制度利用支援事業 

 【事業内容】 

   生活保護受給者等について市長が後見等開始申立を行い，対象者に成年

後見人等が選任された場合に，月額２万８０００円（在宅の場合）又は１万

８０００円（施設等入所の場合）を上限として，成年後見人等の報酬を助成
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するものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は２，８２６千円であり，同年度決算歳出

は１，８２７千円であった。 

なお，本事業に係る財源の負担割合は，国が３８．５％，島根県と松江市

が各１９．２５％，介護保険第 1号保険料が２３％である。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は合計１，４０６千円を助成した。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第２ 成年後見制度の利用促進に向けた取り組み 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の権利擁護を図るため，「成年後見制度の利用促進に

向けた取り組み」を行うものとされ，具体的には， 

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき，1）利用者がメリット

を実感できる制度・運用の改善，2）権利擁護支援の地域連携ネットワーク

づくり，3）不正防止の徹底と利用しやすさの調和を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要，実施状況 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 
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   成年後見制度利用促進計画の策定 

 【実施状況】 

   平成３０年度時点では本計画は未策定であり，現在策定作業中とのこと

である。 

 ３ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ 市民後見人の養成 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，後見人の確保の観点から，「市民後見人の養成」を行うもの

とされ，具体的には， 

 

弁護士等の専門職以外の後見人（市民後見人）の養成を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   市民後見人等養成事業（委託事業） 

 【業務委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   市民後見人として後見業務に取り組む意欲のある市民を対象とした市民

後見人養成研修を行い，同研修修了者を市民後見人等登録簿に登載すると

ともに，名簿登録者の支援（研修，指導等）を行うものである。 
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 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は２，１１１千円であり，同年度決算歳出

は１，８２７千円であった。本事業の財源は全額が島根県からの補助金で賄

われており，歳出は全額が業務委託料である。 

   なお，市社協との間では，平成３０年４月１日付けで本事業に係る業務委

託の対価を２，１１１，０００円とする業務委託契約を締結しているが，平

成３１年３月３１日付けで上記対価を１，８２６，６７５円に減額する変更

契約を締結している。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，市民後見人養成研修として基礎講座１回（修了者６名），

実務講座１回（修了者６名）を実施しており，本事業開始（平成２３年）以

降，のべ１２４名が基礎講座を，５７名が実務講座を修了している。このほ

か講座終了者等を対象としたフォローアップ研修や成年後見制度の広報・

啓発に関する講演会等を実施している。 

   なお，平成３０年度時点での市民後見人等登録簿の登録者数は１０名で

あるが，この中から実際に成年後見人等に選任された事例はない。 

 ４ 監査の結果 

（１）【要綱の規定整備の必要性（指摘）】 

 ア 現状 

本事業に係る要綱（「松江市市民後見人等養成事業実施要綱」）では，「事

業の一部を松江市社会福祉協議会に委託することができる」（要綱第２条）

と規定されているが，実際には，本事業に係る業務の全部が市社協に委託さ

れている。 

 イ 規範・基準 

要綱は法的拘束力をもたないが，行政機関において内部的に定められて



238 

 

いる規範である以上，実際の事業における運用と一致しているべきである。 

ウ 指摘 

要綱上，委託の範囲を一部に限定した趣旨は不明であるが，現状との乖離

が生じている以上，たとえば要綱の規定を「事業の全部又は一部を」等に変

更するなどして，実態との齟齬を解消すべきである。 

（２）【随意契約を選択した理由の再検討（指摘）】 

 ア 現状 

本事業は，その業務の全部が市社協に委託されており，これに係る業務委

託契約は随意契約の方法により行われている。また，随意契約は地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号に基づいて選択されており，その理由

は，市社協が「法人後見業務や日常生活自立支援事業，高齢者，障がい者の

相談支援業務を行っている唯一の団体であり，権利擁護の取り組みについ

ても幅広い知識，経験を有しており，本業務はこの団体しか実施できない」

というものである。 

 イ 規範・基準 

地方公共団体がする契約は一般競争入札の方法により締結するのが原則

であり，随意契約の方法は，政令に定める場合に限って選択することができ

る（地方自治法第２３４条第１項，第２項）。 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項は，随意契約の方法を選択でき

る場合を列挙しており（同項第１号乃至第９号），同項第２号は，「その性質

又は目的が競争入札に適しないもの」に係る契約を締結する場合を挙げて

いる。 

 ウ 指摘 

本事業の内容は，①市民後見人の養成（養成研修の受講者の募集及び選考，

養成研修の実施，市民後見人等登録簿の作成及び管理，受講修了者へのフォ

ローアップ研修の実施），②成年後見専門員の設置による相談業務，③その
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他前各号（①②）に付随する業務（要綱第３条）であり，市社協が法人後見

業務や日常生活自立支援事業等を行っている唯一の団体であるとしても，

「本事業はこの団体しか実施できない」とまで言い切れるか否か，若干の疑

問が残る。 

随意契約が例外的方法であることを踏まえると，本事業において随意契

約の方法を選択した理由として挙げられた点は，未だその理由として不十

分と評価せざるを得ない。市社協のほかに成年後見業務に取り組む団体の

有無や取組内容等を確認するなど，本事業について随意契約の方法を選択

しなければならない例外的理由の有無を再検討すべきである。 

（３）【委託費の事後的な精算を目的とした変更契約締結の適否（意見）】 

 ア 現状 

本事業については，年度当初に委託費を２，１１１千円とする業務委託契

約を締結しているが，年度末に改めて委託費を１，８２７千円に減額する変

更契約を締結している。上記変更（委託費の減額）の主たる要因は，外部講

師に対する謝金や旅費等が当初予算で想定していた額を下回ったことにあ

る。 

なお，松江市と市社協との間の業務委託契約は，年度末に対価（委託費）

を増額又は減額，精算等するものが大半のようであり，上記のような変更契

約の締結は本事業に限った処理ではない。但し，当初の業務委託契約書には，

年度末における対価（委託費）の増減額変更を予定する規定は設けられてい

ない。また，変更契約は，あくまで松江市と市社協との事後的な個別合意に

基づいて締結されたという形式が採られている。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 
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本事業については，事後的な変更契約の締結により，結果的に決算歳出額

が当初予算歳出額より減少したので，その限りにおいては，少なくとも松江

市に不利益は生じなかったともいえそうである（契約相手方である市社協

の利害得失はひとまず措く。）。しかしながら，既に述べたとおり，このよう

な理解は必ずしも適切ではない。 

そもそも業務委託契約とは，委託した業務（事務）に対して対価を支払う

契約である。この場合の対価（委託費）の額は，委託事務の内容や量に応じ

て決せられるのが一般的であり，たとえ実際に委託事務の遂行に要した経

費の額が契約当時に予定していた額を超過又は不足した場合でも，契約当

時に予測不可能な事情が生じた場合等の例外的場合でない限り，委託費の

額を事後的に増加又は減少させることはないのが通常である（現に松江市

では，市社協以外を相手方とする業務委託契約において事後的な委託費の

増減額が一般化している事例はほとんどないようである。）。 

そうである以上，市社協が実際に支出した経費の多寡によって年度末に

改めて変更契約を締結し，委託費の額を増減する現在の運用は，一般的な業

務委託契約のあり方を踏まえたとき，特異な処理として違和感が残る。現在

の運用では，結果的に本件事業に係る事業費の一切を松江市が負担してい

ることになり，本事業の実施を松江市直営ではなく市社協に委託している

意義が失われかねない。そればかりでなく，事後的な増減額を事実上予定し

ているために，当初の業務委託契約で定められた委託費の額がそのまま維

持されることはなく，当初予算額がほとんど意味をなさなくなっている。そ

うすると，予算決定時（予定価格決定時）における委託費の算定や審査がお

ろそかになる危険性があり，適切な業務内容の設定とそれに見合った適切

な対価（委託費）の額の見極めが不十分となるおそれが否定できない。要す

るに，現在の運用は，（本事業のように）単年度において委託費の一部返還

が受けられたから松江市に不利益はない，と単純に割り切ることのできな
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い複雑な問題を孕んでいるのである。 

市社協との間で業務委託契約を締結するにあたっては，年度末において

委託費の額を増減（精算）する現在の運用の問題点を踏まえ，そのような運

用を採らざるを得ない合理的な理由の有無を再検討するのが望ましい。そ

して，再検討の結果，合理的理由が見当たらない場合には，市社協以外を契

約相手方とする他の業務委託契約と同様に，予算段階で緻密な対価（委託費）

設定を行うとともに，当然のように年度末における対価（委託費）の増減額

は行うことは避け，事後的な対価（委託費）の増減は例外的な処理として位

置づける方向性で検討することが望ましい。 

 

第４ 法人後見の実施 

１ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，後見人の確保の観点から，「法人後見の実施」を図るものと

され，具体的には， 

 

財産管理，身上監護の対応等を行うため，法人として後見を実施します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要と実施状況 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協）の独自事業である。 

 【事業内容，実施状況】 

   経済的に余裕のない人やソーシャルワークの必要な困難事例，日常生活

自立支援事業で支援を行って来た方などを対象に，市社協が法人として成
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年後見人等に就任するものである。平成３０年度時点では１４件（後見１２

件，保佐 1件，後見監督１件）を受けており，申立人別の内訳は市長申立８

件，親族申立５件，本人申立１件である。 

 ３ 監査の結果 

   【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

ア 現状 

本事業は，市社協の財源により実施されているものであり，松江市が事業

運営に主体的に関与しているものではなく，市社協への補助金等の交付も

ない。 

イ 規範・基準 

本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。そして，行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），

運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随

時見直し，検討がなされることが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

本計画が行政計画である以上，松江市が実施主体ではない事業について

計画を策定しても，運用，進行管理のサイクルの中での見直し，検討をする

ことは形式的にはできず，松江市と市社協との関係により事実上行われて

いるにすぎないことになる。 

前記行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みについては，行政が計

画の策定主体となり，目指す地域社会像とその実現に向けて行政が実施す

ることを明示すべきであり，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市とし

てのかかわりを計画に明示すべきである。 

 



243 

 

第５ 日常生活自立支援事業による支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者等に対する「日常生活自立支援事業による支援」を行

うものとされ，具体的には， 

 

軽度の認知症，精神障がい者，知的障がい者を対象として，金銭等の管理

を行うことにより，日常生活を支援します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要と実施状況 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協）が，島根県社会福祉協議会

から受託して実施している事業である。 

 【事業内容，実施状況】 

   判断能力が十分でない高齢者等が地域で自立して生活できるよう，高齢

者等本人との契約に基づいて，生活支援専門員が福祉サービスの利用手続

の援助や代行，日常生活に関する金銭管理等を行うものであり，平成３０年

度末時点で１２７名がこの事業（制度）を利用している。 

 ３ 監査の結果 

   【本計画における松江市の主体性（指摘）】 

 ア 現状 

本事業は，市社協の財源により実施されているものであり，松江市が事業

運営に主体的に関与しているものではなく，市社協への補助金等の交付も

ない。 
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 イ 規範・基準 

本計画は，法律で策定が義務付けられた計画であり，高齢化社会に対応し

た施策に関する整備目標を含んだ，各地方公共団体の行政計画として策定

されるものである。そして，行政計画である以上，計画の策定（Ｐｌａｎ），

運用（Ｄｏ），進行管理（Ｃｈｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）のサイクルの中で随

時見直し，検討がなされることが予定されているものと考えられる。 

 ウ 指摘 

本計画が行政計画である以上，松江市が実施主体ではない事業について

計画を策定しても，運用，進行管理のサイクルの中での見直し，検討をする

ことは形式的にはできず，松江市と市社協との関係により事実上行われて

いるにすぎないことになる。 

前記行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みについては，行政が計

画の策定主体となり，目指す地域社会像とその実現に向けて行政が実施す

ることを明示すべきであり，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市とし

てのかかわりを計画に明示すべきである。 

 

第６ 権利擁護推進委員会の開催 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者・障がい者等の権利を守るため，「権利擁護推進委員

会の開催」を図るものとされ，具体的には， 

 

高齢者・障がい者等の権利を守るため，地域における権利擁護のあり方を

検討するため，司法・医療等の専門家を交えた会議を開催し，地域での権利

擁護の推進を図ります。 

 

としている。 
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 ２ 具体的事業の概要と実施状況 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協）内に設置された委員会であ

る。 

 【事業内容，実施状況】 

   高齢者・障害者等の権利を守るため地域における権利擁護のあり方を検

討するために市社協内が設置した委員会であり（「松江市社会福祉協議会権

利擁護推進委員会設置要綱」第１条），司法，医療，福祉等の専門的知識を

有する者２０名以内をもって構成されるものである（同要綱第２条。平成３

０年度の委員数は１１名）。平成３０年度は開催されておらず，次年度以降，

委員会自体のあり方の再検討を予定している。 

   なお，市社協内の委員会ではあるが，松江市も委員及び事務局として委員

会の運営に関与している。また，委員会の協議・検討事項に市民後見人等の

育成に関することが含まれるため（同要綱第３条第２号），市民後見人等養

成事業の委託費に本委員会の委員報酬が含まれている。 

 ３ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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Ⅱ 虐待の予防・対策 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「権利擁護の充実強化」の「高齢者虐待の予防と対策」の取り

組みについての平成３０年度の実施状況を，「養護者による虐待について，

地域包括支援センターへの相談件数は，新規実数４０件，延相談件数２５５

件となっている（１２月時点）」と評価している。なお，進捗状況について

は，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「高齢者虐待が疑われるケー

スが発覚した場合は，緊急性について判断し，原因の解消に取り組む」「未

然の防止に向けた啓発を推進する」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「権利擁護の充実強化」の「高齢者虐待の予防と対策」の取り

組みについての課題と対策として，「虐待の原因は，介護疲労，生活困窮，

精神疾患，引きこもり等多様化・複雑化しており，困難性が増している。関

係機関との連携を図り，解決を目指す」としている。 

 

 

第１ 高齢者虐待防止に向けた啓発の充実 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者虐待を予防するため，「高齢者虐待防止に向けた啓発

の充実」を行うものとされ，具体的には， 
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虐待防止に向けて，高齢者虐待の定義や現状，防止策，相談窓口等につい

て，市民及び関係機関へ周知を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   高齢者虐待予防対策事業 

 【事業内容】 

   高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため，高齢者虐待に関する

知識等の普及啓発や高齢者虐待に関する相談，虐待事例への対応等を行う。

また，専門家によって構成する高齢者虐待等対策検討会を開催し，虐待事案

等の状況確認や援助方針及び支援内容の検討・助言等を行う。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は５７千円であり，同年度決算歳出は４

８千円であった。 

 【実施状況】 

   松江市ホームページに「高齢者虐待対応マニュアル」や「高齢者虐待の防

止と早期発見の手引き」を掲載して周知を図るほか，関係各課や関係機関，

地域包括支援センターと随時情報交換をしている。また，本年度は高齢者虐

待等対策検討会を２回開催したが，次年度以降は，検討すべき事例が生じた

ときに随時開催する方向に改める予定である。 

 ４ 監査の結果 
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本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第２ 高齢者虐待防止相談窓口の連携強化  

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者虐待を予防するため，「高齢者虐待防止相談窓口の連

携強化」を行うものとされ，具体的には， 

 

虐待防止及び相談支援について，地域包括支援センター，市高齢者虐待担

当部署，市家庭相談室，松江警察署等の関係機関での連携を強化します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   高齢者虐待予防対策事業 

 【事業内容】 

   上記第１（「高齢者虐待防止に向けた啓発の充実」）２項に記載したとおり

である。 

 ３ 実施状況 

   上記第１（「高齢者虐待防止に向けた啓発の充実」）３項に記載したとおり

である。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第３ 高齢者虐待事例検討会の開催 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者虐待の防止及び相談・支援の強化の観点から，「高齢

者虐待事例検討会の開催」を図るものとされ，具体的には， 

 

高齢者虐待や困難事例への対策について，専門家を交えた事例検討を実

施することにより，対応能力，問題解決能力の向上を図ります。また，高齢

者虐待対応マニュアルを活用し，各機関が円滑に連携・対応できる体制を整

えます。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   高齢者虐待予防対策事業 

 【事業内容】 

   上記第１（「高齢者虐待防止に向けた啓発の充実」）２項に記載したとおり

である。 

 ３ 実施状況 

   上記第１（「高齢者虐待防止に向けた啓発の充実」）３項に記載したとおり

である。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第４ 虐待・困難事例等の緊急保護体制の強化 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の人権擁護の観点から，「虐待・困難事例等の緊急保

護体制の強化」を図るものとされ，具体的には， 

 

虐待や処遇困難な対象者を緊急かつ一時的に保護するための体制を整え

ます。また，必要最小限の生活環境を維持することができるよう，生活の場

の確保や経済的な安定に向けた支援を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要と実施状況 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   やむを得ない事由による措置 

 【事業内容，実施状況】 

   平成３０年度において，老人福祉法に基づくやむを得ない事由があると

判断して措置決定した事案の件数は１件であった。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第１３章 生きがいづくり・社会参加の促進 

 

  松江市では，高齢者が社会を支える担い手として，経験や知識を活かして主

体的に活動していくことが，住み慣れた地域でいつまでも健康で充実した生

活を送るために重要との認識のもと，就業やボランティア活動，スポーツや趣

味など様々な分野において高齢者が活躍し，健康で充実した生活を過ごすこ

とができるよう高齢者の生きがいづくりと社会参加を支援していくこととし

ている。 

  本計画では，このような観点から，基本方針４「様々な生活支援サービスの

充実強化」の中の「生きがいづくり・社会参加の促進」において，①生きがい

づくりや社会参加の促進のための５つの取り組み，②雇用・就業対策とボラン

ティアの推進として３つの取り組み，③効果的な情報の提供のための２つの

取り組み，④移動手段の確保のための６つの取り組みを，それぞれ行うことと

している。 

 

Ⅰ 生きがいづくりや社会参加の促進 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「生きがいづくりや社

会参加の促進」の取り組みについての平成３０年度の実施状況を，「松江市

まめなかポイント事業については，団体ポイント申請数２２２団体（内新規

２５団体），個人ボランティアポイント申請者は 116名（内新規５３名）と

なっている（３月見込）」と評価している。また，進捗状況については，「Ａ：

順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 
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   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「松江市まめなかポイント事

業について周知を図り，個人ポイント申請者増につなげる」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「生きがいづくりや社

会参加の促進」の取り組みについての課題と対策を，「松江市まめなかポイ

ント事業の個人ポイントについては，６５歳以上の高齢者が申請対象であ

るが，７４歳までの申請が少ない（申請者全体の３３％）」「制度の周知を図

り，申請者増につなげる」としている。 

 

第１ なごやか寄り合い事業による交流の場の充実 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の活躍・生きがいづくりの場として「なごやか寄り合

い事業による交流の場の充実」を図ることとされ，具体的には， 

 

なごやか寄り合い事業については，地域ごとの会場数に較差があるため，

会場が少ない地域では拡大を目指すなど，参加者数の増加や交流の場の充

実を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要，実施状況，監査の結果 

   本項目に関する具体的な事業等の詳細は，既に述べたとおりである（第６

章Ⅱ第１参照）。 

 

第２ 高齢者クラブを通じた交流の場の提供 

 １ 実施事業の位置づけ 
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   本計画では，高齢者の生きがいづくりの場として，「高齢者クラブを通じ

た交流の場の提供」を行うものとされ，具体的には， 

 

高齢者クラブの会員数の拡大等により，活動の充実を図り，生きがいづく

りなど様々な交流の場を提供します。 

 

としている。 

２ 具体的事業の概要 

 ①対象事業１―高齢者クラブ育成事業 

【担当課】 

   福祉総務課 

【実施事業】 

高齢者クラブ育成事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   松江市高齢者クラブ連合会 

【実施内容】 

高齢者クラブの活性化を通じて，高齢者福祉の増進に寄与することを目

的として，松江市高齢者クラブ連合会及び地区の高齢者クラブに対し，活動

資金を助成するものである。 

 ②対象事業２―高齢者クラブ連合会運営費助成事業 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   高齢者クラブ連合会運営費助成事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   松江市高齢者クラブ連合会 
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 【実施内容】 

高齢者の健康の増進や，生きがい活動を通じた地域福祉の増進を図るこ

とを目的として，高齢者クラブ連合会の運営費の一部を補助するものであ

る。 

 ３ 実施状況 

 ①対象事業１―高齢者クラブ育成事業 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は１５，４５０千円であり，同年度決算歳

出も同額であった。 

 【実施状況】 

本事業に係る補助金（１５，４５０千円）は，その大半が松江市内各地区

の高齢者クラブ（計１９５クラブ）の活動に対する助成金に充てられており，

その額は総額１２，４０２千円（＝５，３００円×１２カ月×１９５クラブ）

であった。その余については，高齢者クラブ連合会，教養講座，地区スポー

ツ大会等への助成金に充てられている。 

②対象事業２―高齢者クラブ連合会運営費助成事業 

【予算・決算】 

本事業の平成３０年度予算歳出は６，１３１千円であり，同年度決算歳出

も同額であった。 

【実施状況】 

本事業に係る補助金は，高齢者クラブ連合会の運営費の一部，具体的には

職員の人件費（２名分）のほか，行政財産使用料，光熱水費，通信運搬費の

一部に充てられている。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，いずれも特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第３ 高齢者の生きがいづくりに向けた活動の支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，「高齢者の生きがいづくりに向けた活動の支援」を行うもの

とされ，具体的には， 

 

高齢者が趣味や文化活動のほか，市民大学等の各種講座・教室に参加して

自らの生きがいづくりや地域の活性化及び健康増進につながる取り組みを

支援します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 ①対象事業１―高齢者スポーツ大会開催経費助成事業 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

高齢者スポーツ大会開催経費助成事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   松江市高齢者クラブ連合会 

 【事業内容】 

   昭和４７年から毎年開催されている松江市高齢者スポーツ大会（主催：松

江市，社会福祉法人松江市社会福祉協議会，松江市高齢者クラブ連合会）の

運営費の一部を補助するものである。 

 ②対象事業２―高齢者福祉大会開催経費助成事業 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 



256 

 

高齢者福祉大会開催経費助成事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   松江市高齢者クラブ連合会 

 【事業内容】 

平成１７年から毎年開催されている松江市高齢者福祉大会（主催：松江市

高齢者クラブ連合会）の運営費の一部を補助するものである。 

 ３ 実施状況 

 ①対象事業１―高齢者スポーツ大会開催経費助成事業 

 【予算・決算】 

本事業の平成３０年度予算歳出は４８０千円であり，同年度決算歳出も

同額であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年９月４日に松江市総合体育館にて開催された。 

 ②対象事業２―高齢者福祉大会開催経費助成事業 

 【予算・決算】 

本事業の平成３０年度予算歳出は６５０千円であり，同年度決算歳出も

同額であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年１０月２１日に島根県民会館にて開催された。 

 ４ 監査の結果 

 ①対象事業１―高齢者スポーツ大会開催経費助成事業 

（１）【補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求（指摘）】 

 ア 現状 

高齢者スポーツ大会事業については，松江市高齢者クラブ連合会より平

成３０年７月２５日付け補助金等交付申請書が提出されているが，同申請

書に添付された資料は「平成３０年度高齢者スポーツ大会予算書（事業計画
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書及び支出見込み内訳書）」と題された A４判１枚ものの資料のみであり，

同書面には開催予定日，時間，場所のほか，簡易な収支内訳が記載されてい

るにすぎなかった。 

 イ 規範・基準 

松江市補助金等交付規則（以下，本項目において「補助金規則」という。）

第４条第１項は，「補助金等の交付の申請をしようとする者（以下「申請人」

という。）は，補助金等交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て，市長に提出しなければならない。」と規定し，上記の添付書類として，

①事業計画書，②収支予算書（事業を認定するに足る範囲のもの），③工事

の施行にあっては実施設計書，④前３号に掲げるもののほか，市長が必要と

認める書類を列挙している。 

また，同条第２項は，「前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の

規定による添付書類は，当該補助事業等の認定上必要がないと認める場合

においては，これを省略することができる。」と規定している。 

さらに，補助金規則第５条第１項は，「市長は，補助金等の交付の申請が

あったときは，当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めると

ころに違反しないかどうか，補助事業等の目的及び内容が適正であるかど

うか，金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し，補助金等を交付すべき

ものと認めたときは，速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。」

と規定している。 

 ウ 指摘 

上記予算書は事業計画書を兼ねたものであるが，その文面からは，いかな

る大会が催されるのか（大会の目的・内容，参加見込人数，開催規模等），

その内容が判然としない。長年開催され続けている行事であることを考慮

しても，そのことをもって直ちに補助金規則第４条第２項に基づき詳細を

省略できるものと評価することはできない。 
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補助金を支出する以上，少なくともいかなる大会を企画しているのか，そ

の内容が明らかとなる程度の記載のある事業計画書の提出を求めるべきで

ある。 

（２）【具体的な計算根拠を示した収支内訳書の徴求（意見）】 

 ア 現状 

上記項目（【補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求（指摘）】）

における「ア 現状」の項に記載したとおりである。 

 イ 規範・基準 

上記項目（【補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求（指摘）】）

における「イ 規範・基準」の項に記載したとおりである。 

 ウ 意見 

上記予算書（収支内訳書）は，本事業に係る収入及び支出の各項目と項目

ごとの金額（総額）が記載されたものにすぎず，個々の支出項目の金額を裏

づける特段の根拠は記載されていない。支出項目について言うと，たとえば，

「会場使用料１４万４０００円」，「商品代１８万９０００円」等の総額記載

があるのみで，その金額をいかに算定したのか，見積情報や単価及び個数等

の情報は何ら記載がない。 

この程度の内容では，補助金規則第５条第１項に基づく適切な補助金交

付決定を行うことは困難と言わざるを得ない。補助金等交付申請書に添付

する収支内訳書には，少なくとも個々の支出項目について，具体的な算出根

拠を明記するよう求めるのが望ましい。 

②対象事業２―高齢者福祉大会開催経費助成事業 

（１）【補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求（指摘）】 

 ア 現状 

高齢者福祉大会事業については，松江市高齢者クラブ連合会より平成３

０年７月２５日付け補助金等交付申請書が提出されているが，同申請書に
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添付された資料は「平成３０年度高齢者福祉大会予算書（事業計画書及び支

出見込み内訳書）」と題された A４判１枚ものの資料のみであり，同書面に

は開催予定日，時間，場所のほか，簡易な収支内訳が記載されているにすぎ

なかった。 

 イ 規範・基準 

松江市補助金等交付規則（以下，本項目において「補助金規則」という。）

第４条第１項は，「補助金等の交付の申請をしようとする者（以下「申請人」

という。）は，補助金等交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て，市長に提出しなければならない。」と規定し，上記の添付書類として，

①事業計画書，②収支予算書（事業を認定するに足る範囲のもの），③工事

の施行にあっては実施設計書，④前３号に掲げるもののほか，市長が必要と

認める書類を列挙している。 

また，同条第２項は，「前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の

規定による添付書類は，当該補助事業等の認定上必要がないと認める場合

においては，これを省略することができる。」と規定している。 

さらに，補助金規則第５条第１項は，「市長は，補助金等の交付の申請が

あったときは，当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めると

ころに違反しないかどうか，補助事業等の目的及び内容が適正であるかど

うか，金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し，補助金等を交付すべき

ものと認めたときは，速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。」

と規定している。 

 ウ 指摘 

上記予算書は事業計画書を兼ねているものであるが，その文面からは，い

かなる大会が催されるのか（大会の目的・内容，参加見込人数，開催規模等），

その内容が判然としない。長年開催され続けている行事であることを考慮

しても，そのことをもって直ちに補助金規則第４条第２項に基づき詳細を
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省略できるものと評価することはできない。 

補助金を支出する以上，少なくともいかなる大会を企画しているのか，そ

の内容が明らかとなる程度の記載のある事業計画書の提出を求めるべきで

ある。 

（２）【具体的な計算根拠を示した収支内訳書の徴求（意見）】 

 ア 現状 

上記項目（【補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求（指摘）】）

における「ア 現状」の項に記載したとおりである。 

 イ 規範・基準 

上記項目（【補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求（指摘）】）

における「イ 規範・基準」の項に記載したとおりである。 

 ウ 意見 

上記予算書（収支内訳書）は，本事業に係る収入及び支出の各項目と項目

ごとの金額（総額）が記載されたものにすぎず，個々の支出項目の金額を裏

づける特段の根拠は記載されていない。支出項目について言うと，たとえば，

「会場使用料２７万円」，「記念品代５万円」「お礼１４万円」等の総額記載

があるのみで，その金額をいかに算定したのか，見積情報や単価及び個数，

誰に対するいかなる謝礼であるのか等の情報は何ら記載がない。 

この程度の内容では，補助金規則第５条第１項に基づく適切な補助金交

付決定を行うは困難と言わざるを得ない。補助金等交付申請書に添付する

収支内訳書には，少なくとも個々の支出項目について，具体的な算出根拠を

明記するよう求めるのが望ましい。 

 

第４ まめなかポイント事業の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の生きがいづくりと社会参加の支援のため，「まめな
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かポイント事業の推進」を行うものとされ，具体的には， 

 

本事業に登録された６５歳以上の高齢者が，登録介護施設や地域のなご

やか寄り合い事業でボランティア活動を行うと，活動に応じたポイントが

得られ，そのポイントの現金交換や寄付ができます。本事業を通じ，高齢者

の介護予防の促進と活躍の場の拡大を目指します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

【実施事業】 

まめなかポイント事業（委託事業） 

 【業務委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

【事業内容】 

本事業の活動登録をした個人（介護サービス未受給の介護保険第１号被

保険者）が受入対象施設（介護施設等）でボランティア活動を行った場合，

又は，地域でなごやか寄り合いを開催した場合に，当該個人又はなごやか寄

り合いに対してポイントを付与し，年内に取得したポイント数に応じて現

金（まめなかポイント事業活動交付金）の交付が受けられるものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は４，０００千円であり，同年度決算歳出

は４，３２９千円であった。 

   なお，市社協との間では，平成３０年４月１日付けで本事業に係る業務委
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託の対価を４，０００，０００円とする業務委託契約を締結しているが，平

成３１年３月３１日付けで上記対価を４，３２８，２３２円に増額する変更

契約を締結している。 

 【実施状況】 

   本事業に係る業務の全部は市社協に委託されているところ，その具体的

業務の内容は，個人又は団体の活動登録，受入対象施設の登録，まめなかポ

イント事業活動手帳の交付，まめなかポイント事業活動交付金の申請受付

等の事務が中心である。また，現在は年度途中での活動登録申請はほとんど

なく，活動交付金の申請受付も年１回（３月）に限られるため，本事業に係

る業務の大半は２月から６月の間に集中している。 

なお，平成３０年度の登録者数は個人１２３名（うち９７名は特定の施

設・事業所での活動），なごやか寄り合い２２２団体であり，活動交付金申

請者数及び金額は個人６６名（合計２４８千円），なごやか寄り合い２０５

団体（合計１，５７６千円）であった。 

 ４ 監査の結果 

（１）【獲得したポイントを寄付するための仕組みの構築（意見）】 

 ア 現状 

本計画には，本事業の登録者（個人・団体）の活動に応じて付与される活

動実績ポイントについて「現金交換や寄付ができます」と明記されており，

また，本事業に関する市民向けの案内文書（松江市健康福祉部保健福祉課発

出の平成２９年２月付け「松江市まめなかポイント事業（福祉ボランティア

ポイント事業）のご案内」）でも，「②ポイントの交換」という項目で「毎年

度末（３月）に現金と交換できます。寄付もしていただけます」と説明され

ている。 

しかしながら，本事業に係る要綱（「松江市まめなかポイント事業実施要

綱」）には寄付を可能とする規定はなく，実際にも活動実績ポイントを寄付
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に充てる運用はなされていない。 

 イ 規範・基準 

行政計画や市民向け案内文書に記載された内容と異なる運用は，是正さ

れるべきである。 

 ウ 意見 

   そもそもボランティアとは自発的な社会奉仕活動である。活動実績ポイ

ントを寄付に充てることが可能であると本計画に明記し，市民向け案内文

書にもその旨の記載をしている以上，活動実績ポイントの寄付を可能とす

る仕組みをすみやかに構築することが望ましい。 

（２）【効果的な周知・広報のあり方の検討（意見）】 

ア 現状 

本事業の平成３０年度における個人活動登録者数は１２３名に上るが，

うち９７名（約７９％）は特定の施設・事業所で活動するものである。 

また，平成３０年度においては，活動交付金の申請者数及び額ともに，そ

の多くを個人ではなく団体（なごやか寄り合い）が占めている（申請者数の

約７６％，交付金額の約８６％が団体である。但し，一人あたり交付金額の

上限は個人が５０００円であるのに対し，団体は 1万円という差異がある。）。 

なお，本事業開始当時は定期的に市報に掲載するなどして本事業の広報

に努めていたが，現在は市報への掲載は行っていない。 

 イ 規範・基準 

事業を実施する以上，効果的な周知・広報のあり方を常に検討すべきであ

る。 

 ウ 意見 

「高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防の促進と活躍の場の進展，

地域活動・ボランティア活動の推進」という本事業の目的からすると，活動

登録者の多くが特定の施設・事業所で活動を行う者であること自体が直ち
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に問題となるものではない。しかしながら，本事業の広がりという観点から

考えると，現在の登録状況は，既に特定の施設・事業所で活動していた高齢

者がそのまま本事業に参加したものと捉えざるを得ず，本事業の実施によ

り高齢者の社会参加活動が十分な広がりを見せているとは言いにくい。 

また，活動交付金の申請者数及び額に照らしても，本事業の存在が，個人

でボランティア活動に取り組んでいる人（又は取り組みたいと考えている

人）に十分届いているのか疑問である。 

以上に指摘した点を踏まえると，本事業の目的をよりよく達成するため

には個人への実効的な周知が課題というべきであるが，現時点では周知活

動が十分になされているとは言い難い。本事業の目的達成に向けて個人の

活動登録者数を増加させるためには，より広範かつ効果的な広報のあり方

を検討することが望ましい。 

（３）【随意契約を選択した理由の再検討（指摘）】 

 ア 現状 

本事業は，その業務の全部が市社協に委託されており，これに係る業務委

託契約は随意契約の方法により行われている。また，随意契約は地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号に基づいて選択されており，その理由

は，市社協が「松江市ボランティアセンターを運営する社会福祉法人であり，

従来から同センターに登録しているボランティア活動者と対象施設等との

コーディネート・マッチングを行っている。また，幅広い知識と経験を有し

ており，本業務は松江市社会福祉協議会にしかできない」というものである。 

 イ 規範・基準 

地方公共団体がする契約は一般競争入札の方法により締結するのが原則

であり，随意契約の方法は，政令に定める場合に限って選択することができ

る（地方自治法第２３４条第１項，第２項）。 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項は，随意契約の方法を選択でき



265 

 

る場合を列挙しており（同項第１号乃至第９号），同項第２号は，「その性質

又は目的が競争入札に適しないもの」に係る契約を締結する場合を挙げて

いる。 

 ウ 指摘 

本事業は個人ボランティアの活動をその対象とするものではあるが，個

人ボランティアと受入施設とのコーディネート・マッチングはその内容に

含まれていない。既に述べたとおり，本事業に係る具体的業務の内容は，個

人又は団体の活動登録，受入対象施設の登録，まめなかポイント事業活動手

帳の交付，まめなかポイント事業活動交付金の申請受付等の事務が中心で

あり，いずれもボランティアセンターの運営とは直接的な関連性がない。ま

た，市社協がボランティアに関する幅広い知識と経験を有しているとして

も，本事業の中心は活動登録と活動交付金の申請受付等の業務であり，ボラ

ンティアに関する幅広い知識と経験が必ずしも業務遂行に不可欠であると

評価することはできない。 

以上に指摘した点，及び，随意契約が例外的方法であること踏まえると，

本事業において随意契約の方法を選択した理由として挙げられた点は，未

だその理由として不十分と評価せざるを得ない。本事業について随意契約

の方法を選択しなければならない例外的理由の有無を再検討すべきである。 

（４）【委託費の算定における人件費の算定方法の検討（意見）】 

 ア 現状 

本事業に係る業務委託契約においては，本業務に専属する市社協の嘱託

職員１名分の人件費が，当該職員の具体的な給与額で委託費に計上されて

いる。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 
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 ウ 意見 

委託費の中に当該業務に携わる人員の人件費相当額を含める場合，本事

業のように，当該業務を担当する職員の具体的な給与額をもって算定する

方法を採ることも考えられるが，その一方で，実際の担当職員の具体的な給

与額を離れ，当該業務を担当するに十分な能力を有する職員を措定した上

で，そのような職員の給与額を一人工と評価するなどして，「一人工あたり

の給与額×人数」という算式で人件費を算定する方法も考えられる。 

前者の方法によると，いかなる役職又は地位の職員が当該業務を担当す

るかによって，委託費に占める人件費相当額が変動することになる上，市社

協職員の給与額の相当性（妥当性）を担保するものもない。人事異動やベー

スアップなど委託先側の事情によって事業費（委託費）が変動することにな

れば，当該事業の正確な事業規模や事業価値を見誤るおそれが生じるほか，

年度間の業績比較による事業継続判断も困難となり得る。 

他方で，後者の方法によれば，上記の弊害を回避することができ，年度間

比較にも耐えうる安定した人件費相当額の算出が可能となるはずである。 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題はあるものの，後者の

方法を採用することの可否も含めて，現状の算定方法が最も合理的といえ

るか否か，改めて検討することが望ましい。 

（５）【実際の業務量に見合った人件費の算定（意見）】 

 ア 現状 

本事業に係る業務委託契約においては，本業務に専属する市社協の嘱託

職員１名分（通年）の人件費が委託費に計上されている。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 
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市社協へのヒアリングによると，本事業は性質上，一定の時期に業務が集

中するというのであり（活動登録受付時期と活動交付金の申請受付時期。市

社協からのヒアリングによると２～６月），本業務に専属する職員の通年分

（１年分）の人件費を委託費に計上することが適切といえるか疑問である。 

本業務に従事する職員の勤務実態等を精査し，実態に即した適切な人件

費が計上されているか，改めて検討することが望ましい。 

（６）【実績に応じて変動する支出を委託費に含めることの適否（意見）】 

 ア 現状 

本事業については，年度当初に委託費を４，０００千円とする業務委託契

約を締結しているが，年度末に改めて委託費を４，３２８千円に増額する変

更契約を締結している。上記変更（委託額の増額）の主たる要因は，当初予

算を大幅に上回る活動交付金の支出によるものである。 

なお，活動交付金は，個人又はなごやか寄り合いが年度内に取得したポイ

ントに応じて支払われるものであるから，事前にその額を確定することは

不可能である。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

委託費の中に，事業の実績に応じて支出額が変動する部分を含めてしま

うと，実績次第で当初委託費の額が過大又は過小になることが避けられな

い。そもそも業務委託契約は，委託した業務（事務）に対して対価を支払う

契約であるから，本事業のように，活動交付金の支払額の増減により委託額

が変動する仕組み（結果的に，年度末において事後的な変更契約が不可避と

なる仕組み）には疑問が残る。たとえば，活動交付金の支払分については委

託費とは切り離して実績払いとするなど，常に年度末に変更や精算を必要
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とする現状の仕組みが適切であるか，改めて検討することが望ましい。 

（７）【事後的に変更契約を締結して委託費を精算することの適否（意見）】 

 ア 現状 

上記項目（【実績に応じて変動する支出を委託費に含めることの適否（意

見）】）における「ア 現状」の項に記載したとおりである。 

 イ 規範・基準 

業務委託契約とは，ある特定の業務の実施を委託するものであり，その対

価は，委託する業務の内容や量に応じて決定されるべきである。 

 ウ 意見 

そもそも委託した事務に係る経費の変動により，事後的に委託費を精算

する仕組み自体が適切といえるか疑問が残る。業務委託契約の内容を再検

討することが望ましい。 
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Ⅱ 雇用・就業対策とボランティアの推進 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「雇用・就業対策とボ

ランティアの推進」の取り組みについての平成３０年度の実施状況を，松江

市ボランティアセンターの個人登録者数は１０６名，団体登録数は７７団

体としている。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「ボランティア養成研修等を

通じ，松江市ボランティアセンターの登録増を目指す」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「雇用・就業対策とボ

ランティアの推進」の取り組みについての課題と対策として，「ボランティ

アの養成を進める必要がある」としている。 

 

第１ ボランティアの発掘・育成 

 １ 実施事業の位置づけ  

   本計画では，高齢者のボランティア活動を通じた生きがいづくりと社会

参加を推進するため「ボランティアの発掘・育成」を行うものとされ，具体

的には， 

 

ボランティアセンター，市民活動センターを中心に，講座・研修会等を開

催するほか，生活支援コーディネーターとの連携や，松江市まめなかポイン

ト事業を活用しながらボランティア人材の発掘・育成を図ります。 
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としている。 

 ２ 具体的事業 

 【担当課】 

福祉総務課 

 【実施事業】 

   ボランティアセンター事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   市社協が運営するボランティアセンターの運営費等を補助するものであ

る。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は７３６千円であり，同年度決算歳出も

同額であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，ボランティアコーディネート機能の強化，ボランティア

の育成・養成，ボランティアの活動支援，福祉教育の推進，ボランティア活

動の広報・啓発・広聴活動の強化等が行われた。また，ボランティア登録者

数は１０６名（個人），７７団体であり，コーディネート数は１８０件（派

遣依頼数２１７件）であった。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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第２ ボランティアのコーディネート機能の促進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者のボランティア活動を推進するため，「ボランティア

のコーディネート機能の促進」を行うものとされ，具体的には， 

 

ボランティアに関心を持つ方と支援を求める方を結びつけるコーディネ

ート機能や，メール配信による情報提供等を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

   ボランティアセンター事業（補助金事業） 

 【補助事業者】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会 

 【事業内容】 

   上記第１（「ボランティアの発掘・育成」）２項に記載したとおりである。 

 ３ 実施状況 

   上記第１（「ボランティアの発掘・育成」）３項に記載したとおりである。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ シルバー人材センターへの支援 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の雇用・就業対策の一環として，「シルバー人材セン
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ターへの支援」を行うものとされ，具体的には， 

 

高齢者の就労の拡大や生きがいづくりを図るため，シルバー人材センタ

ーの活動を支援し，活動の周知や情報提供等を強化します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

松江市高年齢者就業機会確保事業（補助金事業） 

【補助事業者】 

  公益社団法人松江市シルバー人材センター（シルバー人材センター） 

【事業内容】 

   シルバー人材センターの運営費等を補助するものである。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は２２，８２８千円であり，同年度決算歳

出は２２，８０８円であった。 

   同センターの運営費の一部は国庫協調補助金（国庫負担割合２分の１）の

対象であり，理事長の人件費相当額及びその他市長が必要と認める額は松

江市単独の補助金の対象である。また，平成３０年度決算における歳出のう

ち，前者に相当する額は１２，７３９千円（松江市負担分），後者に相当す

る額は９，６２７千円であり，これらの補助金交付対象経費は国庫協調補助

分，松江市単独補助分ともに補助金等交付決定額を上回っている。なお，そ

の他市長が必要と認める額とは，同センター事務局長及び同センター宍道
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支所臨時職員の各人件費に相当する額である。 

 【実施状況】 

   平成３０年度は，職業紹介事業及び労働者派遣事業（シルバー派遣事業）

のほか，高年齢者を対象とする技能講習，センター実務担当者研修，新規シ

ルバー会員確保と安全・適正な就業環境の確保を主たる目的とした指導・相

談，支援を実施している。 

 ４ 監査の結果 

（１）【補助対象経費該当性に関する理由の明記（指摘）】 

 ア 現状 

要綱（「松江市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱」）によると，

本事業に係る補助金の額は，①国庫補助対象経費の２分の１とし，国庫補助

金交付決定額を上限とする，②理事長の人件費に相当する額，③その他市長

が必要と認める額とされている（要綱第４条）。また，「③その他市長が必要

と認める額」について特段の基準は設けられておらず，平成３０年度は事務

局長人件費と支所臨時職員人件費がこれにあたるものとされている。 

 イ 規範・基準 

「補助金等に係る予算の執行及び交付の適正化を図る」（松江市補助金等

交付規則第１条）ためには，包括的規定に基づく補助対象経費該当性の判断

は明確であるべきである。 

ウ 指摘 

平成３０年度は，要綱第４条（３）に定める「その他市長が必要と認める

額」として事務局長人件費と支所臨時職員人件費が認められているところ，

シルバー人材センターから提出された補助金等交付申請書添付の事業計画

書や，松江市の補助金等交付決定通知書（平成３０年４月１日付け）を精査

しても，市長が事務局長人件費等を補助金の対象として認めた理由を窺い

知ることはできなかった。 
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補助金対象経費の要綱への定め方について，本条項のように一定の柔軟

な規定を設けておく必要性は理解できるとしても，そのことは，補助金対象

経費として認めるか否かの判断を曖昧にしてよいことを意味しない。本条

項のような規定に基づいて補助金を支出する場合には，少なくとも，市長が

いかなる事情を考慮して必要と認めたか否かを明らかにすべきである。 

（２）【補助対象経費として認める必要性の再検討（意見）】 

 ア 現状 

要綱（「松江市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱」）によると，

本事業に係る補助金の額は，①国庫補助対象経費の２分の１とし，国庫補助

金交付決定額を上限とする，②理事長の人件費に相当する額，③その他市長

が必要と認める額とされている（要綱第４条）。 

また，少なくとも過去３か年にわたり，「③その他市長が必要と認める額」

として事務局長人件費と支所臨時職員人件費が認められているところ，平

成３０年度のこれら人件費の額は５，３４０千円であり，補助金交付決定額

（２２，３６６千円）の約２３．９％を占めている。 

なお，シルバー人材センターの正味財産期末残高は，前年度末との比較で，

年々増加傾向にある。 

 イ 規範・基準 

「補助金等に係る予算の執行及び交付の適正化を図る」（松江市補助金等

交付規則第１条）ためには，包括的規定に基づく補助対象経費として認める

か否かは，補助の必要性を総合的に検討した上で判断すべきである。 

 ウ 意見 

平成３０年度は，要綱第４条（３）に定める「その他市長が必要と認める

額」として事務局長人件費と支所臨時職員人件費が認められているところ，

シルバー人材センターから提出された補助金等交付申請書添付の事業計画

書や，松江市の補助金等交付決定通知書（平成３０年４月１日付け）を精査
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しても，市長が事務局長人件費等を補助金の対象として認めた理由を窺い

知ることはできなかった。 

他方，シルバー人材センターの正味財産期末残高は，少なくとも過去３年

にわたり，年々増加している。 

もちろんシルバー人材センターの管理に係る人件費の必要性は十分理解

できるところであり，また，正味財産期末残高の推移が補助金支出の可否を

決する指標となるわけでもない。 

しかしながら，「その他市長が必要と認める額」という要件はあくまで補

充的な要件として捉えるべきであり，この要件に基づいて補助対象とされ

た経費の額が，補助金全体の４分の１弱（約２３．９％）を占める現状には

若干の疑問が残る。 

事務局長人件費と支所臨時職員人件費を「その他市長が必要と認める額」

として認めるか否かにつき，その必要性を総合的に再検討することが望ま

しい。 
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Ⅲ 効果的な情報の提供 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「効果的な情報の提供」

の取り組みについての平成３０年度の実施状況を，「弁当や日用品を配達す

る店の情報，法律や消費者被害等の相談機関，地域で行われている活動，高

齢者入居施設等の「高齢者お役立ち情報」を市社協ホームページで掲載して

いる」と評価している。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」と評価し

ている。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「引き続き市社協ホームペー

ジに掲載し，適宜更新を図る」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「効果的な情報の提供」

の取り組みについての課題と対策として，「情報の更新を適宜行い，最新の

状態を保つ」としている。 

 

 

第１ 効果的な情報提供・情報共有化の推進 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に資する情報の

提供のあり方に関し「効果的な情報提供・情報共有化の推進」を行うものと

され，具体的には， 
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ケーブルテレビ網や音声告知端末，防災無線，ホームページ等を有効活用

し，より効果的な情報提供を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   特段の担当課はない。 

 ３ 監査の結果 

   【体系的な情報提供・情報共有化の手段の構築（意見）】 

 ア 現状 

関連する各課がそれぞれ独自に情報提供等の方法を考案・実施しており，

各課横断的な情報提供・情報共有化に係る特段の施策は見当たらない。 

 イ 規範・基準 

効果的な情報提供等のためには，情報提供・情報共有化の手段を体系的に

構築すべきである。 

 ウ 意見 

ある事業が周知・広報不足により市民に利用されないことは往々にして

見受けられるところであり，本監査においても周知・広報が不足している事

業が散見される。もちろん，個々の事業や施策ごとに効果的な周知や情報提

供のあり方は異なるところではあるが，効果的な情報提供のあり方を横串

的に検討し，それらの手法を各課が共有し利用することは可能であり，かつ

有用と考えられる。 

効果的な情報提供・情報共有化を推進するためには，各課の個別の努力に

委ねるだけでなく，たとえば情報提供のあり方を総合的に検討し，集約する

担当課を決めるなどして，各課横断的に効果的な手法を共有することも検
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討することが望ましい。 

 

第２ 「高齢者お役立ち情報」の情報提供 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者に対する情報提供手段のひとつとして「『高齢者お役

立ち情報』の情報提供」を行うものとされ，具体的には， 

 

自宅まで配達してくれるお弁当屋や，出張修理ができる電気店等，高齢者

の生活に役立つ情報を掲載したサイト・情報誌を作成し，効果的な情報提供

を行うことにより，高齢者の生活を支援します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   健康政策課 

 【実施事業】 

   高齢者お役立ち情報（委託事業） 

 【事業委託先】 

   社会福祉法人松江市社会福祉協議会（市社協） 

 【事業内容】 

   市社協のホームページ内で，高齢者の生活に役立つ情報を４つのカテゴ

リー（お役立ちサービス，様々な相談機関，あなたのお住まいの地域で行わ

れている活動，高齢者入居施設）に分類して検索可能な形で提供している。

情報は２年に１回更新される。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 
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市社協に委託している包括的支援事業（第９章Ⅱ第１参照）の委託費の内

訳中に，高齢者お役立ち情報運用費用として年額９０，７２０円が計上され

ている。 

 【実施状況】 

   平成３０年度に情報の更新が行われた。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 
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Ⅳ 移動手段の確保 

 

 【平成３０年度の実施状況】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「移動手段の確保」の

取り組みについての平成３０年度の実施状況を，「路線バスは延べ３５８，

２１６名，一畑電車沿線地域は延べ４，７５８名に運賃助成した（１２月時

点）」「福祉バスは，大型バス延べ６１台，マイクロバス延べ２００台を運行

した（１２月時点）」としている。なお，進捗状況については，「Ａ：順調」

と評価している。 

 

 【平成３１年度以降の予定】 

   松江市は，平成３１年度以降の予定として，「協議体（地域で高齢者の困

りごとを支えあう組織）で，交通弱者の移動手段の確保について検討いただ

く」としている。 

 

 【平成３０年度の課題と対策】 

   松江市は，「生きがいづくり・社会参加の促進」の「移動手段の確保」の

取り組みについての課題と対策として，「路線バス等の公共交通から離れた

地域に住んでいる高齢者等の交通弱者の移動手段を確保することが課題」

「自治体輸送等地域の支えあいでの対策を検討する」としている。 

 

第１ 外出支援事業（移送サービス・移送タクシー）の実施（再掲） 

   この取り組みは，前記のとおり，基本方針４「様々な生活支援サービスの

充実強化」の中の「（１０）高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実」と

しても実施されており（第１１章Ⅰ第３参照），本章では取り上げない。 
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第２ 市内路線バスの運賃助成 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の移動手段確保の一環として「市内路線バスの運賃助

成」を行うものとされ，具体的には， 

 

７０歳以上の高齢者に対し，市内路線バスの運賃割引を行うことにより，

高齢者の外出支援を図ります。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

高齢者バス割引乗車事業 

 【事業内容】 

   高齢者福祉手帳又は高齢者証を所持する７０歳以上の高齢者に割引シー

ルを交付し，この割引シールを有する高齢者が特定の事業者のバスを利用

したとき，所定の運賃から１００円が割り引かれるものである。但し，本事

業による割引の適用は，利用者がバスカードを使用して料金を支払い，かつ，

松江市内で乗車又は降車した場合に限られる。松江市は事後，バス事業者か

らの請求に基づき，本事業による割引分を事業者に支払う。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は４６，９００千円であり，同年度決算歳

出は４６，９７３千円であった。本事業に係る歳出はすべてバス事業者に支
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払う割引分である。 

 【実施状況】 

   平成３０年度の延べ利用回数は４７１，０８９回であるところ，近年の利

用実績は漸減傾向にあり，平成２６年度の延べ利用回数（５６６，８２９回）

の約８３％にとどまっている。 

 ４ 監査の結果 

   本事業については，特段の指摘すべき点は見当たらなかった。 

 

第３ 福祉バスの運行 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の移動手段確保の一環として「福祉バスの運行」を行

うものとされ，具体的には， 

 

高齢者や障がい者などが，地域福祉事業や社会参加促進事業等に参加す

る場合に福祉バスを運行し，移動の支援を行います。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

 【実施事業】 

福祉バス運行事業 

 【事業内容】 

   高齢者・障がい者団体等が福祉目的事業を実施する場合等の移動に，低廉

な費用でマイクロバス又は大型バスを利用するものである。バス１台あた

りの利用料金は，マイクロバス（福祉バス専用。松江市所有）は無料，大型
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バス（松江市交通局）は４０，０００円であり，運行に係る経費（燃料，運

転手の人件費等）は利用団体の負担となる。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は８，２８２千円であり，同年度決算歳出

は６，５２５千円であった。 

 【実施状況】 

   平成３０年度の利用実績（延べ台数）は，マイクロバス２２６台，大型バ

ス６３台であった。本事業については松江市のホームページで告知してい

るほか，特段の広報をしていない。平成２６年からは運用上，一団体につき

年１回の利用に限っているが，この制度を知っている団体や利用者からの

申し込みがあるので，特段の広報をせずとも利用されている。 

 ４ 監査の結果 

（１）【福祉バス専用車両の所有に係るコストの再検討（意見）】 

 ア 現状 

本事業には，松江市が平成 17年に購入した福祉バス専用のマイクロバス

が使用されているところ，このマイクロバスは，平成３０年度利用実績によ

ると少なくとも年間１３９日（年間約３８％）は稼働していない。 

 イ 規範・基準 

地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に

努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなら

ない（地方自治法第２条第１４項）。 

 ウ 意見 

上記マイクロバスの稼働実績に加え，マイクロバスを所有することに伴

う各種経費を併せ考えると，福祉バス専用のマイクロバスを松江市が所有

することについての合理性に疑問が残る。 
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マイクロバスの所有に伴うコストを再検討し，たとえば市交通局又は民

間のバスを使用して運行した場合のコストや，団体が自ら手配したバスの

利用料金の一定額を補助する等の仕組みを採用した場合のコストと比較し

た上で，現在のあり方が適切か否か再検討するのが望ましい。 

（２）【福祉バスに係る利用制限の明文化（意見）】 

 ア 現状 

福祉バスの利用回数は，平成２６年より一団体につき年１回に限定して

いるとのことであるが，平成３０年度において，要綱（「松江市福祉バス運

営事業実施要綱」）や要領（「松江市福祉バス運営事業実施要領」），市民向け

の利用の手引きにはその旨の規律及び記載はない。 

 イ 規範・基準 

ある行政サービスにつき利用回数等の制限が設けられている場合，その

制限の内容はあらかじめ市民に公表しておくのが望ましい。 

 ウ 意見 

利用回数の制限は利用者にとって重要な条件であるから，そのような制

限を定めるのであれば，要綱や要領，市民向けの利用の手引きにその旨を明

示しておくことが望ましい。 

なお，担当課より，市民向け利用の手引きについては，本監査期間中の令

和元年１０月１日より利用回数の制限を明記したとの報告を受けており，

現時点では改善が図られているが，平成２６年より長期にわたり訂正がな

されていなかった点を踏まえ，上記のとおりの記載としたことを付言する。 

（３）【サービスの公平・平等な利用を実現する方策の再検討（意見）】 

 ア 現状 

福祉バスは利用料金が低廉であり，かつ，利用可能な団体の範囲も広範で

ある。一団体につき年１回という福祉バスの利用制限は，市民間での不公平

な利用状況を是正する目的で平成２６年に導入されたルールであるが，現
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在，松江市としては，特定の団体が毎年連続で福祉バスを利用しているか否

かを把握していない。その理由は，申請団体名の変更や代表者・構成員の変

動，特定のイベントの参加者によって構成された団体等，団体の同一性を容

易に判断できないからだという。 

 イ 規範・基準 

行政サービスは，市民が公平かつ平等に利用できるような方法で提供さ

れるのが望ましい。 

 ウ 意見 

現状では，一団体につき年１回という利用回数の制限により，公平かつ平

等な福祉バスの利用が実現できているか不明である。仮に，申請団体名の変

更や代表者・構成員の変動により団体の同一性が判断できないのが事実で

あれば，一団体につき年１回というルール自体が容易に潜脱可能な基準と

言わざるを得ず，実質的に機能していないというべきである。より公平かつ

平等な利用を実現する方策を再検討することが望ましい。 

（４）【周知方法の検討の必要性（意見）】 

 ア 現状 

福祉バスは利用料金が低廉であり，かつ，利用可能な団体の範囲が広範で

あるにもかかわらず，その広報は松江市のホームページでなされているの

みである。 

この点に関するヒアリングによると，福祉バスは現状でも一定程度利用

されているため特段の広報をしていないとのことである。 

 イ 規範・基準 

事業を実施する以上，効果的な周知・広報のあり方を常に検討すべきであ

る。 

 ウ 意見 

現状，特段の広報をしなくしても一定程度利用されているということが
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事実であれば，裏を返せば，本事業を知っている一部の団体によるくり返し

の利用が常態化している可能性がある。そうであれば，本事業につき特段の

広報をしないことは，市民間の公平な利用を妨げる一因ともなりかねない。 

本事業については，市民が平等に福祉バスを利用する機会を得られるよ

う，より一般的かつ広範な周知の方法を検討することが望ましい。 

 

第４ 一畑電車沿線地域への運賃助成 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の移動手段確保の一環として「一畑電車沿線地域への

運賃助成」を行うものとされ，具体的には， 

 

一畑電車沿線地域に住む７０歳以上の高齢者が一畑電車を利用する際に，

運賃を割引することにより高齢者の外出を支援します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   福祉総務課 

【実施事業】 

一畑電車沿線地域老人対策事業 

【事業内容】 

   一畑電車沿線地域の公民館区（古江地区，秋鹿地区，大野地区）に居住す

る７０歳以上の高齢者手帳所持者のうち，希望する者に１冊１０枚つづり

の利用券を交付し，この利用券を有する高齢者が一畑電車を利用したとき，

所定の運賃から利用券１枚につき１００円が割り引かれるものである。松

江市は事後，一畑電車からの請求に基づき，本事業による割引分を同社に支
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払う。 

 ３ 実施状況 

 【予算・決算】 

   本事業の平成３０年度予算歳出は６８９千円であり，同年度決算歳出は

６３２千円であった。本事業に係る歳出はすべて一畑電車に支払う割引分

である。 

 【実施状況】 

   平成３０年度の延べ利用人数は６，３２１人であるところ，近年の利用実

績は漸減傾向にあり，平成２６年度の延べ利用人数（７，５７９人）の約８

３％にとどまっている。 

 ４ 監査の結果 

（１）【要綱の規定整備の必要性（指摘）】 

 ア 現状 

本制度による割引を受けようとする高齢者は，利用券とともに割引シー

ルを貼付した高齢者福祉手帳又は高齢者証を提示することで割引を受けら

れるが，要綱（「一畑電車沿線地域老人対策事業実施要綱」）上，割引シール

の貼付を求める規定はなく，また，高齢者福祉手帳だけでなく高齢者証の提

示でも利用できることの規定がない。上記要綱は平成１９年４月１日に施

行されており，その後の改正はなされていない。 

 イ 規範・基準 

要綱は法的拘束力を持たないが，行政機関において内部的に定められて

いる規範である以上，実際の事業における運用と一致しているべきである。 

 ウ 指摘 

本制度の利用方法を変更したのであれば，それを要綱に反映すべきであ

る。 

（２）【目的を同じくする事業間の整合性（意見）】 
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 ア 現状 

本事業の目的は，一畑電車の運賃の一部を助成することにより高齢者の

外出を支援することにあり，高齢者バス割引乗車事業と目的が共通してい

る。 

しかしながら，高齢者バス割引乗車事業は，年間の利用回数に制限がない

一方で，松江市内で乗車又は降車したことが割引の条件となるのに対し，本

事業は，年間の利用回数に上限（最大４０回）がある一方，割引の条件が松

江市内での乗車又は降車の場合に限定されていない（たとえば，乗車駅と降

車駅とがいずれも出雲市内の駅であった場合でも制度上は利用可能であ

る。）。 

 イ 規範・基準 

同一の目的を達成するために実施される複数の行政サービス間では，特

段の事情がない限り，同一の利用条件を設定するのが望ましい。 

 ウ 意見 

ヒアリングによると，本事業に係る割引の利用回数に上限が定められて

いるのは，一畑電車の利用券の配布は一部の公民館区（古江地区，秋鹿地区，

大野地区）の居住者に限定され，これらの地域に居住する高齢者は，バス割

引と一畑電車割引の双方の制度を利用できるからだという。しかしながら，

一畑電車と併行するバス路線が存在するのであれば格別，現状ではそのよ

うなバス路線は存在しないのであるから，本事業の利用回数に上限を設け

る理由として説得的とは言い難い。また，松江市内で乗車又は降車したこと

を条件とするか否かについて，両事業の間に差異を設ける合理的な理由は

見出し難い。 

本事業と高齢者バス割引乗車事業とは，ほぼ同一の目的に基づく類似の

制度であるから，合理的な理由なく利用条件に差異を設けるべきではない。

両事業の利用条件につき改めて検討することが望ましい。 
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第５ バス路線の見直しやデマンド交通の導入 

 １ 実施事業の位置づけ 

   本計画では，高齢者の移動手段確保の一環として「バス路線の見直しやデ

マンド交通の導入」を行うものとされ，具体的には， 

 

総合的な交通体系を検討する中で，高齢者を含め市民にとって利便性が

高く，かつ効率的な運行方法を検討します。 

 

としている。 

 ２ 具体的事業の概要 

 【担当課】 

   交通政策課 

 【実施事業】 

   コミュニティバス運行事業 

 【事業内容】 

   コミュニティバスとは，交通空白地帯の住民の交通手段を確保し，公共の

福祉の増進に資するため，道路運送法に基づく自家用有償旅客運送事業又

は一般乗合旅客運送事業として運行されるバスである。平成３０年度時点

では，松江市の委託事業として美保関，八雲，玉湯，宍道，東出雲，古江，

本庄持田，忌部，鹿島，島根，八束の計１１地区において運行を行うほか，

大野及び秋鹿地区では地元運営組織が松江市の補助金を活用し運行してい

る。料金は大人１乗車につき２００円（別途小人料金等あり）の定額料金制

であり，その他に回数券料金，定期券料金の設定がある。 

 ３ 実施状況 

 【決算・実施状況】 
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   平成３０年度決算歳入は５８，１４０千円（うち運賃収入２８，５１５千

円），同年度事業費支出は２００，７４４千円であった。また，平成３０年

度における収入支出差引額は▲１４２，６０４千円であり，支出全体に占め

る運賃収入の割合は１４．２％であった。 

 ４ 監査の結果 

   本事業に関しては，特段の指摘すべき事項は見当たらなかった。 

 

第６ サービス D（移送サービス）の新設に向けた研究（再掲） 

   この取り組みは，前記のとおり，基本方針２「健康づくりと介護予防の推

進・認知症対策」の中の「（５）介護予防・重度化防止の取り組みの推進」

としても実施されており（第６章Ⅰ第６参照），本章では取り上げない。 
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指摘及び意見一覧表 

第１ はじめに 

本監査における指摘及び意見の一覧は，「第２ 一覧表」記載のとおりであ

る。 

「指摘」と「意見」の定義は次のとおりである。 

指摘 

地方自治法第２５２条の３７第５項に定められている

「監査の結果に関する報告」であり，法令または規則等

に照らして改善を要する必要があると判断したもの。 

２５ 

意見 

地方自治法第２５２条の３８第２項に定められている

「監査の結果に添えて提出する意見」であり，将来のた

めに改善・改良していくことが望ましいと判断したも

の。 

５８ 

 

第２ 一覧表 

 

番号 指摘／意見 内     容 

第３章 高齢者が安心して暮らせる住居の場の確保 

Ⅰ 高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保 

第１ 公営住宅の供給 

第２ 安心ハウスの提供 

１ 意見 

・本事業の存続の可否の早期検討 

本事業の必要性・公共性は薄れており，事業の効率性

も高くなく，公平性を欠く側面もある上，計画的に廃

止することにより入居者に与える影響を抑えること

も可能であるので，本事業は存続の可否について早



292 

 

期に検討することが望ましい。 

第３ サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の質の確保 

Ⅱ 安心して暮らせる住・生活環境の整備 

第１ 公営住宅のバリアフリー化 

２ 意見 

・バリアフリー化する住戸の選定 

バリアフリー化する住戸の選定にあたっては，空室

状況に左右される側面はあるものの，できる限りバ

リアフリー化をした後に耐用年数まで使用できる期

間が長い住戸を優先することが望ましい。 

第２ 住環境のバリアフリー化 

第４章 介護保険サービスの充実と質の向上 

Ⅰ 地域の特性に応じた柔軟な介護サービスの提供 

第１ 現在提供している介護保険サービスの充実 

第２ 市町村特別給付（在宅復帰支援） 

３ 意見 

・原因分析の必要性 

市町村特別給付の利用者が少ない原因について，在

宅復帰したい人が少ないのか，在宅復帰をしたいが

市町村特別給付を含む在宅医療・介護を支える制度

が不十分なため在宅復帰を諦めているのか不明であ

り，この点について，より詳しい調査をすることが望

ましい。 

第３ 地域共生型サービスの充実 

Ⅱ 介護保険施設等の整備 

第１ 特別養護老人ホームの整備 

４ 意見 ・次回公募に向けた早急な方針決定の必要性 
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本事業については，第６期計画から本計画への継続

事業であり，現状２期６年を経過しても整備がされ

ない状況にあり，次回の公募について，早急に方針を

決定し，実施されることが望ましい。 

第２ 医療系サービスの整備 

第３ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備 

第４ 生活支援ハウスの入所措置，養護老人ホームの入所措置 

５ 意見 

・事業の早期廃止に向けた検討の必要性 

本事業の必要性・公共性は薄れており，事業の効率性

も低いため，本事業は早期廃止に向けて検討するこ

とが望ましい。 

６ 指摘 

・見積書・決算書の記載形式の統一 

事後精算の規定がある以上，見積書・決算書ともに，

利用料を含めた収入・支出を記載し，本事業全体の収

入・支出を明確にすべきであり，松江市は，見積書と

決算書の記載形式を統一するよう受託者に求めるべ

きである。 

７ 指摘 

・適切な委託料の算定 

委託料の算定が適切に行われておらず，見積書の審

査が疎かになっている可能性が否定できないので，

見積書の審査をより慎重に行うべきである。 

８ 指摘 

・決算書の精査の必要性 

入居者の推移に応じて精算できるよう余剰金の返還

規定があるのであるから，決算書の支出に計上され

た項目・金額の相当性を精査すべきである。 
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９ 意見 

・委託費の算定における人件費の算定方法の検討 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題は

あるものの，現状の算定方法が最も合理的といえる

か否か，改めて検討することが望ましい。 

Ⅲ 第三者評価の充実 

第１ 事業所への介護相談員派遣 

１０ 指摘 

・派遣報告書の公表 

計画に沿って，派遣事業報告書が広く市民の目に触

れるように公表をすべきである。 

１１ 意見 

・派遣受け入れ先事業所の増加への方策の検討 

介護サービス事業所が介護相談員の受け入れを断る

理由・原因を分析し，派遣受け入れ先事業所を増やす

方策を検討することが望ましく，介護サービス事業

所には本事業の理解を得ることが望ましい。また，市

民への広報活動の方策も検討されることが望まし

い。 

１２ 意見 

・地域密着型施設の運営推進会議への派遣の再検討 

介護相談員の負担との兼ね合いにはなるが，介護相

談員の地域密着型施設の運営促進会議への積極的な

派遣について再検討することが望ましい。 

第２ 地域密着型運営推進会議への参加とグループホームの外部評価 

１３ 意見 

・外部評価で指摘された課題に対する事業所の対応

についてのフォローアップ 

外部評価で指摘された課題について解決を図る主体

はグループホームの事業者であるが，グループホー
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ムの運営推進会議には，松江市や地域包括支援セン

ターの職員が構成員として出席するのであるから，

そのような場で，外部評価で指摘された課題に対す

る事業所の対応について，フォローアップを行うこ

とが望ましい。 

Ⅳ 事業所の指定・指導 

第１ 地域密着型サービス事業所の指定及び指導 

第２ 介護保険事業所の指定及び指導 

１４ 指摘 

・介護保険事業者向けの申請の手引き 

中核市に移行するまでの期間中に，松江市の介護保

険事業者向け申請の手引を作成し，準備すべきであ

る。 

１５ 意見 

・前回実地指導での指導事項の改善状況について，

次回の実地指導結果報告書への記載 

実地指導結果報告書に，前回の実地指導における指

導事項の改善状況を明記することが望ましい。 

１６－

１ 
意見 

・判断基準の明確化 

文書指摘，口頭指導，助言の判断基準が明確であるか

ら，指導区分の適用の精確性をより向上させるため

には，判断基準を明文化することが望ましい。 

１６－

２ 
指摘 

・実地指導結果報告書における文書指摘，口頭指導，

助言の記載内容の区別 

文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は明確であるか

ら，各判断基準に沿った記載内容に区別して記載す

べきである。 



296 

 

第３ 給付適正化事業の充実 

第４ 老人福祉法に基づく老人福祉施設（事業所）の指定及び指導 

１７ 意見 

・前回実地指導での指導事項の改善状況について，

次回の実地指導結果報告書への記載 

実地指導結果報告書に，前回の実地指導における指

導事項の改善状況を明記することが望ましい。 

１８－

１ 
意見 

・判断基準の明確化 

文書指摘，口頭指導，助言の判断基準が明確であるか

ら，指導区分の適用の精確性をより向上させるため

には，判断基準を明文化することが望ましい。 

１８－

２ 
指摘 

・実地指導結果報告書における文書指摘，口頭指導，

助言の記載内容の区別 

文書指摘，口頭指導，助言の判断基準は明確であるか

ら，各判断基準に沿った記載内容に区別して記載す

べきである。 

Ⅴ 介護保険サービス事業所等関係機関の連携 

第１ 介護保険事業所連絡会の開催を通じた事業所の組織化 

１９ 意見 

・介護保険事業所連絡会への主体的関与 

松江市が主体となって，介護保険サービス事業所ご

とに，介護保険事業所連絡会を開催し，参加者確保に

努めることが望ましい。 

第２ ブロック連絡会への参加・連携 

第５章 介護人材の育成・確保の取り組みの強化 

Ⅰ 介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保 

第１ ケアマネジャー等研修会の開催 
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２０ 意見 

・目標値達成への取り組み 

令和２年度までに，ケアマネジャー等の研修会を年

３回開催できるよう，新たな研修会について，内容等

をケアマネジャー協会とも協議のうえ，取り組むこ

とが望ましい。 

第２ 医師やケアマネジャー等多職種の合同研修会の開催 

第３ 地域包括支援センターによるケアマネジャー支援 

第４ 介護職員等による，たんの吸引等の適切な実施に向けた支援 

２１ 意見 

・プロジェクトチーム発足の検討・協議過程の記録

化 

課題がある以上，プロジェクトチームの発足を検討

することが望ましく，事後的な検証・見直しを行うた

めに，その協議過程は記録化されることが望ましい。 

第５ 介護に携わる専門職のスキルアップ研修 

第６ （仮称）介護人材確保検討会議の開催 

第７ 小中学生への社会教育の推進 

２２ 意見 

・小学生を対象とした介護職の魅力発信事業 

小学生を対象とした，介護職への理解を深めるため

の事業を企画することが望ましい。 

第８ 各種資格取得・研修参加に対する支援 

２３ 意見 

・費用助成の対象となる資格・研修の検討 

他に費用助成の対象とすることが適切な資格・研修

があるか否かにつき，検討することが望ましい。 

Ⅱ 介護職場の環境整備 

第１ 介護ロボット等の導入支援 
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第２ 介護事業所認定制度の創設 

２４ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

松江市として，「介護事業所認定制度の創設」＝「人

材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度の創

設」に向けた計画の策定，運用，進行管理をすべきで

ある。 

第３ 介護従事者の表彰制度の創設 

第４ 「介護の日」のＰＲ及び介護職場に関する情報提供 

第６章 介護予防・重度化防止の取り組みの推進 

Ⅰ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

第１ 介護予防の充実による高齢者の自立支援，重度化防止 

第２ 介護予防ケアマネジメントの実施 

第３ サービスＡ（緩和型）への移行促進 

２５ 意見 

・具体的な計画の策定 

サービスＡへの移行促進に向け，線引きする仕組み

を導入する時期の目途を立て，それに向けてサービ

スＡに対応する事業所を確保する具体的な計画の策

定を行うことが望ましい。 

第４ サービスＢ（住民主体型）への移行促進 

２６ 意見 

・サービスＢの担い手の育成の検討 

サービスＢを実施する団体を立ち上げる担い手の育

成をするか否かにつき，今後，検討されることが望ま

しい。 

第５ サービスＣ（短期集中型）の推進 

第６ サービスＤ（移送サービス）の新設に向けた研究 
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Ⅱ 一般介護予防事業の拡充・推進 

第１ なごやか寄り合い事業による介護予防の推進 

２７ 意見 

・委託費の算定における人件費の算定方法の検討 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題は

あるものの，現状の算定方法が最も合理的といえる

か否か，改めて検討することが望ましい。 

２８ 意見 

・委託費の事後的な精算を目的とした変更契約の適

否 

年度末に委託費の額を増減額（精算）する現在の運用

の問題点も踏まえ，そのような運用を採らざるを得

ない合理的な理由の有無を再検討することが望まし

く，事後的な対価の増減額は例外的な処理として位

置づける方向で検討することが望ましい。 

２９ 指摘 
・実施要綱における引用条項の誤記 

実施要綱の引用条項を正確に記載すべきである。 

第２ 運動教室や介護予防教室の開催等による介護予防の普及 

第３ 口腔・低栄養重症化予防事業による介護予防の推進 

第４ 健康づくり活動の推進 

第５ 地域リハビリテーション活動の促進 

第６ 介護予防事業の評価 

Ⅲ 介護予防の啓発促進 

第１ 介護予防に関する意識啓発の促進 

第７章 認知症対策の強化 

Ⅰ 認知症の早期発見・発症遅延・重度化防止 

第１ 認知症予防に関する取り組みの促進 
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３０ 意見 

・計画の検討過程の記録化 

計画を適切に評価するためにも，計画の策定（島根大

学への提案），運用（島根大学との協議状況）等を記

録化しておくことが望ましい。 

第２ 認知症初期集中支援事業の充実・強化 

第３ アセスメントツール等の活用による早期対応 

第４ 認知症早期発見ツール（簡易タッチパネル）の活用 

３１ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みにつ

いては，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市と

してのかかわりを明示すべきである。 

第５ 認知症にかかる医療機関との連携 

Ⅱ 当事者・家族の支援 

第１ 認知症ケアパスの見直し，普及 

第２ 当事者や家族への支援の強化 

第３ 若年性認知症対策の強化 

第４ 認知症地域支援推進員による支援体制の強化 

３２ 意見 

・認知症地域支援推進員の具体的業務の拡充 

認知症地域支援推進員の業務については，その具体

的業務内容を拡充することを検討することが望まし

い。 

第５ 認知症にかかる医療機関との連携 

Ⅲ 啓発・ネットワークづくり 

第１ 認知症サポーターキャラバンの強化 

第２ 認知症に関する情報発信の強化 



301 

 

３３ 意見 
・周知方法の取り組みの必要性 

より効果的な周知方法を検討することが望ましい。 

第３ 地域の見守りネットワークの充実・強化 

第４ 徘徊ＳＯＳネットワークの強化 

３４ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みにつ

いては，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市と

してのかかわりを明示すべきである。 

第５ 徘徊高齢者対策の強化 

３５ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みにつ

いては，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市と

してのかかわりを明示すべきである。 

第８章 在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備 

Ⅰ 在宅医療・介護を支えるサービス提供体制の整備 

第１ 多職種連携会議を活用した切れ目ない在宅医療と在宅介護の一体的

な提供体制の構築 

第２ 医療・介護関係者間の情報共有ツールの普及 

第３ 在宅医療・介護の提供体制の整備 

第４ 在宅医療・介護を支えるための居宅サービスの整備 

３６ 意見 

・定期巡回，随時対応型訪問介護看護事業所の整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを実施

する事業者がいない原因を分析した上，事業者が参

入するためのインセンティブや松江市における同サ

ービスの在り方，公募の方法等を検討し，同サービス
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を実施する事業者を確保することが望ましい。 

第５ 介護職員等による，たんの吸引等の適切な実施に向けた支援（再掲） 

Ⅱ 多職種連携による生活支援 

第１ 多職種連携会議の活性化 

３７ 意見 

・多職種連携会議への主体的関与 

松江市が主体となって，多職種連携会議を実施する

ことが望ましい。 

第２ 松江市在宅医療・介護連携支援センターの活動促進 

第３ 入退院支援の連携強化 

第４ 医療依存度の高い住宅介護サービス利用者への支援強化 

第５ リハビリテーションの充実 

Ⅲ 介護現場で働く従事者の質の向上と人材確保（再掲） 

Ⅳ 地域住民への普及啓発 

第１ 地域住民に対する研修会の開催 

第２ 在宅医療介護ガイドブック，終活支援ハンドブックの活用 

第９章 総合相談・支援体制の充実強化 

Ⅰ 我が事・丸ごとの相談支援体制の整備 

第１ なんでも相談所の機能強化 

第２ コミュニティソーシャルワーカーの活動推進 

Ⅱ 地域包括支援センター機能の充実強化 

第１ 地域包括支援センターの相談機能及び人員体制の強化 

３８ 意見 

・委託費の算定における人件費の算定方法の検討 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題は

あるものの，現状の算定方法が最も合理的といえる

か否か，改めて検討することが望ましい。 
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３９ 意見 

・委託費の事後的な精算を目的とした変更契約締結

の適否 

年度末に委託費の額を増減額（精算）する現在の運用

の問題点も踏まえ，そのような運用を採らざるを得

ない合理的な理由の有無を再検討することが望まし

く，事後的な対価の増減額は例外的な処理として位

置づける方向で検討することが望ましい。 

第２ 地域包括支援センターの評価・点検の取り組み強化 

第３ 地域包括支援センター事業内容・運営状況に関する情報の公表 

第４ ケアマネジメント支援 

Ⅲ 地域ケア会議の充実 

第１ 地域ケア会議の推進 

第２ 地域課題の把握・共有 

第３ 地域ケア推進会議の推進 

第１０章 地域における支え合う体制づくり 

Ⅰ 地域住民による支え合い体制づくり 

第１ 協議体の立ち上げ，活性化 

４０ 意見 

・委託費の算定における人件費の算定方法の検討 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題は

あるものの，現状の算定方法が最も合理的といえる

か否か，改めて検討することが望ましい。 

４１ 意見 

・委託費の事後的な精算を目的とした変更契約締結

の適否 

年度末に委託費の額を増減額（精算）する現在の運用

の問題点も踏まえ，そのような運用を採らざるを得
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ない合理的な理由の有無を再検討することが望まし

く，事後的な対価の増減額は例外的な処理として位

置づける方向で検討することが望ましい。 

第２ 生活支援コーディネーターの活動推進 

第３ くらし安心サポーターの養成 

Ⅱ 地域における見守り・相談体制の充実（再掲） 

Ⅲ 要配慮者支援体制の強化 

第１ 要配慮者支援組織の立ち上げや地域での見守り助け合い事業の推進 

４２ 意見 

・目標値を達成した場合の事業規模の試算 

最終的に目標値を達成した場合の事業規模を予測

し，これを踏まえた効果的な事業運営を実現するた

めに，目標達成時の歳出見込額を予め試算しておく

ことが望ましい。 

４３ 意見 

・会議体の活動を推進するための方策の検討 

立ち上がった会議体を実効的に活動しうる組織とす

るため，会議体の活動促進の方策を検討することが

望ましい。 

第１１章 高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実 

Ⅰ 在宅サービスの充実 

第１ 「食」の自立支援事業の実施 

４４ 意見 

・情報提供についての同意の書面化 

委託事業者が利用者の情報を関係者に提供すること

について，利用者の同意を書面で得ることが望まし

い。 

第２ 緊急通報装置設置費助成事業の実施 
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第３ 外出支援事業（移送サービス・移送タクシー）の実施 

４５ 意見 

・実施要綱・契約書の統一 

同種の事業については，実施要綱・委託契約書の内容

をできる限り，統一することが望ましい。 

４６ 指摘 

・実施要綱の記載 

実施要綱において，委託事業者を市社協と特定する

記載は，変更すべきである。 

４７ 指摘 

・契約形式の統一の必要性 

同様の事業を行うのであれば，契約形式も統一すべ

きであり，不必要な追加支出を避けるためにも，単価

契約をすることを検討すべきである。 

第４ 安心ライフ援助事業の実施 

４８ 意見 

・実施要綱・事業委託契約書と実態との一致 

実施要綱の記載及び委託契約書の記載を実際にあわ

せて変更することが望ましい。 

第５ 救急医療情報活用事業の実施 

４９ 意見 

・周知方法の検討の必要性 

より多くの市民に利用されるよう，その周知・広報の

方法を十分に検討することが望ましい。 

第６ 生活援助員派遣事業の実施 

５０ 意見 

・費用対効果の検討の必要性 

支出のわりに対象者の数が少なく，費用対効果の面

から相当とは言えず，廃止して他の施策で代替する

など，県や国と協議することが望ましい。 

第７ 訪問理美容事業の実施 
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５１ 意見 

・情報提供についての同意の書面化 

事業者が利用者の情報を関係者に提供することにつ

いて，利用者の同意を書面で得ることが望ましい。 

５２ 指摘 

・遅延損害金の起算日の記載の明確化 

委託料の支払期限が契約書上，不明であり，委託料の

支払期限は，遅延損害金の計算の基礎となるもので

あるので，契約書上明確にすべきである。 

第８ ゆうあいヘルプサービスによる支援 

５３ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みにつ

いては，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市と

してのかかわりを計画に明示すべきである。 

Ⅱ 家族等介護者に対する支援 

第１ 家族介護用品支給事業の実施 

第２ 家族介護者交流事業の実施 

５４ 意見 

・実施要綱の実施主体の記載 

実施要綱の記載を実際にあわせて変更することが望

ましい。 

５５ 意見 

・実施予定回数が実施されていないこと 

実施することを合意した実施回数については，発注

者である松江市は，受注者である市社協が確実に実

施するようにすることが望ましい。 

第３ 介護離職防止対策等の推進 

５６ 意見 
・家族等介護者に対する介護離職予防対策の検討の

必要性 
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家族等介護者についても，松江市介護人材確保検討

会において介護離職防止対策について検討するな

ど，何らかの取り組みを行うことが望ましい。 

第１２章 権利擁護の充実強化 

Ⅰ 成年後見制度等の利用促進 

第１ 成年後見制度利用支援の実施 

第２ 成年後見制度の利用促進に向けた取り組み 

第３ 市民後見人の養成 

５７ 指摘 

・要綱の規定整備の必要性 

現状との乖離が生じている以上，たとえば要綱の規

定を「事業の全部又は一部を」等に変更するなどし

て，実体との齟齬を解消すべきである。 

５８ 指摘 

・随意契約を選択した理由の再検討 

随意契約が例外的方法であることを踏まえると，随

意契約の方法を選択した理由として挙げられた点

は，不十分であり，本事業について随意契約の方法を

選択しなければならない例外的理由の有無を再検討

すべきである。 

５９ 意見 

・委託料の事後的な精算を目的とした変更契約締結

の適否 

年度末に委託費の額を増減額（精算）する現在の運用

の問題点も踏まえ，そのような運用を採らざるを得

ない合理的な理由の有無を再検討することが望まし

く，事後的な対価の増減額は例外的な処理として位

置づける方向で検討することが望ましい。 
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第４ 法人後見の実施 

６０ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みにつ

いては，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市と

してのかかわりを計画に明示すべきである。 

第５ 日常生活自立支援事業による支援 

６１ 指摘 

・本計画における松江市の主体性 

行政計画の性質上，計画に取り上げる取り組みにつ

いては，市社協の事業を計画に挙げるとしても，市と

してのかかわりを計画に明示すべきである。 

第６ 権利擁護推進委員会の開催 

Ⅱ 虐待の予防・対策 

第１ 高齢者虐待防止に向けた啓発の充実 

第２ 高齢者虐待防止相談窓口の連携強化 

第３ 高齢者虐待事例検討会の開催 

第４ 虐待・困難事例等の緊急保護体制の強化 

第１３章 生きがいづくり・社会参加の促進 

Ⅰ 生きがいづくりや社会参加の促進 

第１ なごやか寄り合い事業による交流の場の充実 

第２ 高齢者クラブを通じた交流の場の提供 

第３ 高齢者の生きがいづくりに向けた活動の支援 

６２ 指摘 

・補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求 

補助金を支出する以上，少なくともいかなる大会を

企画しているのか，その内容が明らかとなる程度の

記載のある事業計画書の提出を求めるべきである。 
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６３ 意見 

・具体的な計算根拠を示した収支内訳書の徴求 

補助金等交付申請書に添付する修士内訳書には，少

なくとも個々の支出項目について，具体的な算出根

拠を明記するよう求めることが望ましい。 

６４ 指摘 

・補助金申請時における具体的な事業計画書の徴求 

補助金を支出する以上，少なくともいかなる大会を

企画しているのか，その内容が明らかとなる程度の

記載のある事業計画書の提出を求めるべきである。 

６５ 意見 

・具体的な計算根拠を示した収支内訳書の徴求 

補助金等交付申請書に添付する修士内訳書には，少

なくとも個々の支出項目について，具体的な算出根

拠を明記するよう求めることが望ましい。 

第４ まめなかポイント事業の推進 

６６ 意見 

・獲得したポイントを寄付するための仕組みの構築 

活動実績ポイントを寄付に充てることが可能である

と本計画に明記し，市民向け案内文書にもその旨の

記載をしている以上，活動実績ポイントの寄付を可

能とする仕組みを速やかに構築することが望まし

い。 

６７ 意見 

・効果的な周知・広報のあり方の検討 

本事業の目的達成に向けて個人の活動登録者を増加

させるためには，より広範かつ効果的な広報のあり

方を検討することが望ましい。 

６８ 指摘 
・随意契約を選択した理由の再検討 

随意契約が例外的方法であることを踏まえると，随
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意契約の方法を選択した理由として挙げられた点

は，不十分であり，本事業について随意契約の方法を

選択しなければならない例外的理由の有無を再検討

すべきである。 

６９ 意見 

・委託費算定における人件費の算定方法の検討 

標準的な一人工の額をいかに算定するか等の課題は

あるものの，現状の算定方法が最も合理的といえる

か否か，改めて検討することが望ましい。 

７０ 意見 

・実際の業務量に見合った人件費の算定 

本業務に従事する職員の勤務実態等を精査し，実体

に即した適切な人件費が計上されているか，改めて

検討することが望ましい。 

７１ 意見 

・実績に応じて変動する支出を委託費に含めること

の適否 

活動交付金の支払分については委託費とは切り離し

て実績払いにするなど，常に年度末に変更や精算を

必要とする現状の仕組みが適切であるか，改めて検

討することが望ましい。 

７２ 意見 

・事後的に変更契約を締結して委託費を精算するこ

との適否 

委託した事務に係る経費の変動により，事後的に委

託費を精算する仕組み自体が適切といえるか疑問が

あり，業務委託契約の内容を再検討することが望ま

しい。 

Ⅱ 雇用・就業対策とボランティアの推進 



311 

 

第１ ボランティアの発掘・育成 

第２ ボランティアのコーディネート機能の促進 

第３ シルバー人材センターへの支援 

７３ 指摘 

・補助対象経費該当性に関する理由の明記 

「その他市長が必要と認める額」という本条項のよ

うな規定に基づいて補助金を支出する場合には，少

なくとも，市長がいかなる事情を考慮して必要と認

めたのか否かを明らかにすべきである。 

７４ 意見 

・補助対象経費として認める必要性の再検討 

「その他市長が必要と認める額」という要件はあく

まで補充的な要件として捉えるべきであり，事務局

長人件費及び支所臨時職員人件費を「その他市長が

必要と認める額」として認めるか否かにつき，その必

要性を総合的に再検討することが望ましい。 

Ⅲ 効果的な情報の提供 

第１ 効果的な情報提供・情報共有化の推進 

７５ 意見 

・体系的な情報提供・情報共有化の手段の構築 

効果的な情報提供・情報共有化を推進するためには，

たとえば情報提供のあり方を総合的に検討し，集約

する担当課を決めるなどして，各課横断的に効果的

な手法を共有することを検討することが望ましい。 

第２ 「高齢者お役立ち情報」の情報提供 

Ⅳ 移動手段の確保 

第１ 外出支援事業（移送サービス・移送タクシー）の実施（再掲） 

第２ 市内路線バスの運賃助成 
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第３ 福祉バスの運行 

７６ 意見 

・福祉バス専用車両の所有に係るコストの再検討 

マイクロバスの所有に伴うコストを再検討し，たと

えば市交通局又は民間のバスを使用して運行した場

合のコストや，団体が自ら手配したバスの利用料金

の一定額を補助する等の仕組みを採用した場合のコ

ストと比較した上で，現在のあり方が適切か否かを

再検討することが望ましい。 

７７ 意見 

・福祉バスに係る利用制限の明文化 

利用回数の制限は利用者にとって重要な条件である

から，そのような制限を定めるのであれば，要綱や要

領，市民向けの利用の手引にその旨を明示しておく

ことが望ましい。 

７８ 意見 

・サービスの公平・平等な利用を実現する方策の再

検討 

一団体につき年１回という利用回数の制限は，実質

的に機能しているとは言えず，より公平かつ平等な

利用を実現する方策を再検討することが望ましい。 

７９ 意見 

・周知方法の検討の必要性 

本事業については，市民が平等に福祉バスを利用す

る機会を得られるよう，より一般的かつ広範な周知

方法を検討することが望ましい。 

第４ 一畑電車沿線地域への運賃助成 

８０ 指摘 
・要綱の規定整備の必要性 

本制度の利用方法を変更したのであれば，それを要
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綱に反映すべきである。 

８１ 意見 

・目的を同じくする事業間の整合性 

本事業と高齢者バス割引事業とは，ほぼ同一の目的

に基づく類似の制度であるから，合理的な理由なく

利用条件に差異を設けるべきではなく，両事業の利

用条件につき，改めて検討することが望ましい。 

第５ バス路線の見直しやデマンド交通の導入 

第６ サービスＤ（移送サービス）の新設に向けた研究（再掲） 
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おわりに 

 

 高齢者福祉に関する政策は，多岐にわたっているうえ，介護保険制度の改正等

による新たな取り組みも多く，日々，そのような高齢者福祉に関する事務に取り

組む職員の方々には，頭が下がる思いである。 

 昨年度の報告書にも記載したが，本監査における指摘・意見は，当該所管課や

その所管課の職員を責めるものではない。本報告書は，今後，より適正・公平・

有効な高齢者福祉施策を実現するために役立てて頂きたい。 

 松江市の推計では２０２５年には高齢化率は３１．１９％まで上昇するとさ

れており，高齢者福祉に関する政策の重要性は高まる一方であり，本報告書がそ

の一助となれば幸いである。 

最後に，本監査にご協力いただいた松江市の職員の方々，松江市社会福祉協議

会の方々に感謝申し上げ，本年度の監査報告を終える。 


